
番号 委託業務名 頁 備　考

20 活性炭取替業務 活性炭 20-1 特記仕様書

21 脱硫剤取替業務 脱硫剤 21-1 特記仕様書

19-1 電気主任技術者業務（汚水施設分） 19-1-1 特記仕様書

19-2 電気主任技術者業務（雨水施設分） 19-2-1 特記仕様書

17 施設管理業務 施設台帳ｼｽﾃﾑ管理業務 17-1 特記仕様書

18 エネルギー管理支援業務 18-1 特記仕様書

16 悪臭物質等分析業務

14 脱水ケーキ、沈砂、し渣等有害物質分析業務

15-1 ｶﾞｽ等分析業務 排ガス等分析

水質等分析業務 再生利用水分析

13 管渠下水水質分析業務

12-1 水質等分析業務 有害物質等分析

15-2 ｶﾞｽ等分析業務 作業環境中のダイオキシン類分析

10-1 エレベータ設備保守点検業務 管理棟エレベータ設備保守点検 10-1-1 特記仕様書

12～16-1 特記仕様書

12-2 水質等分析業務 微量有機塩素化合物等分析

12-3 水質等分析業務

10-2 エレベータ設備保守点検業務 消化槽エレベータ設備保守点検 10-2-1 特記仕様書

11 構内電話設備保守点検 11-1 特記仕様書

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ測定

12-4

8 幹線管渠巡視点検業務 8-1 特記仕様書

9 フロン使用機器保守点検業務 9-1 特記仕様書

6 場内計装設備等管理業務 6-1 特記仕様書

7 天井クレーン管理業務 送風機棟・ゲート棟等テルハクレーン点検 7-1 特記仕様書

4 高圧受変電設備等管理業務 4-1 特記仕様書

5 非常用発電設備定期管理業務 5-1 特記仕様書

2-3 水質管理用計測器等保守管理業務 排ガス洗浄装置等保守管理 2-3-1 特記仕様書

3 中央監視制御システム保守管理業務 3-1 特記仕様書

2-1 水質管理用計測器等保守管理業務 ＣＯＤ自動計測器等保守管理 2-1-1 特記仕様書

2-2 水質管理用計測器等保守管理業務 自動採水装置保守管理 2-2-1 特記仕様書

洛西浄化センター・雨水幹線 運転管理業務委託共通仕様書及び特記仕様書

内　　　容

1-1 運転操作等業務共通仕様書
運転操作・監視・保守点検(日常)・水質試験・管理事務・流量
計保守管理（汚水施設分含む） 1-1-1 共通仕様書

1-2 運転操作等業務（雨水施設分） 運転操作・監視・保守点検(日常) 1-2-1 特記仕様書
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＜総則＞ 

（目的） 

第１条 この仕様書は、委託者と受託者が委託契約を締結した運転管理業務委託（以下「委託業務」とい

う。）の適正な履行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（委託業務対象施設） 

第２条 委託業務の対象となる施設の名称、位置及び処理方法等並びにその内訳の一覧は別紙１に掲げると

おりとする。 

 

（施設の自主管理） 

第３条 受託者は、自らの責任において施設を使用及び管理できるが、使用範囲、使用方法及び管理方法に

ついては、あらかじめ委託者に施設使用願等を提出し、承諾を得なければならない。 

２ 受託者は、処理場等の施設及び控室を改造してはならない。ただし、業務上、改造が必要な場合、あら

かじめ委託者に届出をし、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、委託業務終了時の復旧に

ついては、委託者、受託者協議して定める。 

３ 施設の使用期間中、受託者の責任で破損等があった場合は受託者の負担で復旧しなければならない。 

 

（従事者の服装等） 

第４条 受託者は、委託業務従事者（以下「従事者」という。）に清潔で作業に安全な衣服を着用させると

ともに、受託者の職員であることを明示する名札等を着用させなければならない。 

 

＜業務内容＞ 

（業務範囲） 

第５条 委託業務の内容は別紙２に掲げるとおりとする。 

 

（作業時間） 

第６条 水処理、汚泥処理等に係る運転操作・監視業務、保守点検業務、水質管理・試験業務及び管理業務

の作業時間は別紙３に掲げるとおりとする。 

２ 前項の作業時間の詳細については、委託者と協議するものとする。 

 

＜業務実施体制＞ 

（総括責任者等の選任） 

第７条 受託者は、総括責任者、副総括責任者及び主任（以下「総括責任者等」という。）を選任し、氏

名、経歴、資格等必要な事項を記載した選任届を委託者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、総

括責任者等に異動があった場合も同様とする。 

２ 総括責任者等は、契約書、仕様書などの設計図書及び現場業務内容全般を熟知した上で、従事者を指導

監督し、業務を適正、かつ、円滑に遂行するものとする。 

 

（総括責任者等の資格要件） 

第８条 総括責任者等の資格要件及び担当業務は、別紙４に掲げるとおりとする。 

 

（法定資格者等の選任） 

第９条 受託者は、業務の遂行にあたり、別紙４に掲げる資格を有する者を配置するものとする。 

 

（労務管理等） 

第 10 条 受託者は、労働基準法、労働安全衛生法及びこれに関連する法令等を遵守して従事者を就業させ

るとともに、従事者の労務管理を適正に行わなければならない。 

２ 受託者は、安全衛生管理を徹底して行い、事故の防止に努めるとともに、業務従事者に対し労働安全衛

生の教育を行い、労働災害が発生しないように努めなければならない。 

３ 第三者との契約（以下「再委託契約」という。）を締結する場合においては、当該第三者（当該第三者

がさらにこの契約に関し、再委託の契約を締結したもの等のこの契約に関し委託の締結をするものを含

む。以下「再委託先」という。）にも前項の規定の内容を遵守させるため、同項の規定の内容を再委託契

約書に明記する等の必要な措置を講じるものとする。 
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（就業の制限） 

第 11 条 受託者は、労働安全衛生法で定める就業制限に係る機器の運転等の取扱に当たっては、有資格者

以外の者に扱わせてはならない。 

２ 受託者は、酸素欠乏危険作業、ボイラー取扱作業、危険物取扱作業及び特定化学物質取扱作業等に当た

っては、有資格者の内から作業主任者を選任し、作業主任者の指示に従って作業を行わなければならな

い。 

 

（教育及び訓練） 

第 12 条 受託者は、従事者の教育及び訓練を行い、委託業務に関する技術上の知識及び技能に精通するよ

う努力するものとする。また、受託者は従事者の教育及び訓練に係る計画を適正に策定するとともにその

結果を甲に提出するものとする。 

 

（緊急事態の体制） 

第 13 条 受託者は、緊急事態における連絡体制、出動体制を定め、委託者へ提出しなければならない。 

２ 受託者は、緊急事態にあっては、迅速に委託者へ連絡し、委託者が定める「流域下水道危機管理要領」

に基づき適切な緊急措置を講じるとともに、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければ

ならない。また、受託者は、日頃から災害、被害を未然に防止するよう努めなければならない。 

３ 委託者は、緊急事態における連絡体制を受託者へ通知するものとする。 

４ 受託者は、設備の構造、動作特性、性能、機能及び設備、機器等の重要性、目的などを熟知し、故障、

事故時においても迅速かつ適切に対応するものとする。 

 

＜業務実施要領＞ 

（運営管理要領） 

第 14 条 受託者は、これまでに蓄積してきた知識と経験を最大限に活用し、自らの責任と裁量により、別

紙５に定める所定の性能を担保することを最優先としつつ、処理場等の運営管理を効率的かつ効果的に行

うとともに、次の各号に留意して委託業務を遂行するものとする。 

 (１) 運転操作業務計画及び各種業務計画を適正に策定し、委託者に提出する。 

 (２) 運転操作業務計画及び各種業務計画を変更する必要性が生じた場合は、速やかに変更計画を策定し、

委託者に提出する。 

 (３) 監視、水質試験及び保守管理業務から得られる情報を的確に判断し、所定の性能を担保するよう運転

操作を行う。 

 (４) 的確な修繕業務を行い、適正な施設・物品管理業務を行うことで処理場等の適切な維持管理に努め

る。 

 (５) 事故等が発生しないよう安全管理に万全を期す。 

（６）既存施設の改造や更新に際しての助言や改善提案を適宜行う。 

 

（運転操作要領） 

第 15 条 受託者は、処理場等の施設及び設備の運転操作に当たっては、その機能が発揮でき、かつ過度の

劣化が生じないよう適正に実施するものとする。 

２ 受託者は、各機器が正常に動作するように努め、各池及び槽の流入量調整等を実施するものとする。 

３ 受託者は、施設、設備の構造、機能、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、日常業務に従事すると

ともに、故障、事故時においても適切に処理を行うものとする。 

４ 受託者は、電気設備のうち高圧以上の現場操作にあたっては、電気保安規程に基づくとともに、電気主

任技術者（電気主任技術者が不在の場合は、その代行者又は相当資格者）の指示によるものとする。 

５ 受託者は、委託施設がエネルギーの使用の合理化に関する法律において対象施設であるため、省エネル

ギー推進要領に基づき作業するとともに、その目的の達成に努めるものとする。 

  なお、京都府では所管する流域下水道に係る温室効果ガス排出量の原単位（ＣＯ２-t/千ｍ３）につい

て、年度ごと前年度よりも抑制する計画を策定している。乙は、これらを十分理解の上で運転操作等を行

うものとする。 

６ ４号汚泥固形燃料化施設の運転（別途運営）に伴う既存汚泥処理施設（汚泥脱水機・３号汚泥焼却炉）

の運転操作と各種調整を行うものとする。 

７ 台風等の異常流入時や年末年始の著しい水質変化が想定される場合には、その運転操作案を提出し、協

議を行うものとする。 
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（監視業務要領） 

第 16 条 受託者は、処理場等の巡視・巡回を定期的に行うこととし、施設の運転状況全般を監視室におい

て 24 時間連続して確認するとともに、設備等の異常の早期発見に努めるものとする。 

２ 受託者は、巡視・巡回は、第２条に示す施設を対象に実施するものとする。 

３ 受託者は、巡視・巡回点検に当たっては、機器の状況に注意し、異音、振動、臭気、過熱の有無、計器

の指示値等に注意するとともに、その結果を記録するものとする。 

４ 受託者は、巡視・巡回により異常を発見した場合は、速やかに適正な措置を講ずるとともに、必要に応

じ委託者へ報告するものとする。 

５ 受託者は、施設の運転状況等委託者が指示する項目について、休日を除く毎日１回、委託者へ報告する

ものとする。 

 

（保守管理業務要領） 

第 17 条 処理場等の設備、機器等の性能及び機能を確保し、耐久性を増すために必要な測定、点検及び調

査を受託者の判断に基づき適正に行うものとする。 

２ 保守管理の基準については、別に定める「京都府流域下水道事務所 保守点検基準（案）」によるもの

とし、これに定めのない事項については、「(公社)日本下水道協会 下水道施設維持管理積算要領 下水

道施設機械・電気設備保守点検基準」に準じるものとする。なお、水道設備においては、「(公社)日本水

道協会 水道維持管理指針」、建築物においては、「(一財)建築保全センター管理者のための建築物保全

の手引き」に準じるものとする。 

３ 受託者は、本仕様書に定めるもののほか、業務の履行に必要とする関係法令、各種点検業務等の特記仕

様書及び各機器の「取扱説明書」等関係書類を熟知し、その定めるところに従って保守管理業務に従事す

るものとする。 

４ 受託者は、有資格者を必要とする点検は、有資格者を配置して適切に対応するものとする。 

５ 硫化水素ガスの発生又は酸素欠乏の恐れのある場所での作業にあたっては、関係諸法令に基づき行うこ

ととし、酸素欠乏等の状況を確認及び記録し、速やかに委託者に状況報告を行うものとする。 

  また、ダイオキシン類の発生の恐れのある場所での作業に当たっては、労働安全衛生規則に基づき化学

物質について知識を有し、厚生労働省の行う特別教育を受けた者を作業指揮者に選任して、その指揮のも

とに作業を行うものとする。 

６ 受託者は、異常等を発見した場合は、速やかにその原因を調査し適切な措置を講じるとともに、現場で

修理可能なものについては作業を実施し、作業終了後、写真等を添付し、対処方法等を委託者へ報告しな

ければならない。ただし、その異常等が処理場等の施設の管理運営に支障をきたすものである場合には、

直ちに委託者へ報告し、適切に対応しなければならない。 

７ 受託者は、異常等が現場で修理できないものについては、委託者と協議してその対応を決定するものと

する。 

 

（修繕等業務要領） 

第 18 条 受託者は、処理場等の機能が正常に発揮できるよう必要に応じ適切に施設、設備、機器等の修繕

を行うものとする。 

２ 修繕等に使用する交換部品等については、別途委託者が支給するものを使用しなければない。 

３ 受託者は、修繕作業終了後、写真等を添付し、対処方法等を委託者へ報告しなければならない。 

４ 受託者により修繕を行うことが不可能であり、委託者が行う修繕（以下「修繕工事」という。）が必要

となる場合は速やかに委託者へ報告し、協議するものとする。 

 

（水質管理及び水質試験業務要領） 

第 19 条 受託者は、水質管理に当たっては、第 30 条に定める性能基準等を達成するため、別紙６及び別紙

７に定める運転操作上必要な項目の試験を定められた方法で実施し、その結果を適切な運転操作に役立た

せるとともに、記録保存し、委託者へ報告するものとする。 

２ 受託者は、同表に示されたもの以外についても、所定の性能を担保するため運転操作に必要な場合は自

主的に水質試験等を行い、適切な運転操作に反映させるものとする。 

３ 受託者は、別紙７に定める試験方法等及び特記仕様書により水質試験等を実施するものとする。 

４ 受託者は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類を熟知し、その定めるところに従わなけれ

ばならない。 

５ 受託者は、水質試験において発生する廃液を委託者の指示に基づき適正に保管した後、産業廃棄物とし

て専門業者に委託し処理処分するものとする。 
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６ 受託者は、水質試験に使用する薬品類に毒劇物に該当するものもあるため、その取扱に十分注意し、安

全を期するとともに、台帳等により使用状況及び在庫状況を確認、記録し、毎月、委託者に報告するもの

とする。また、薬品庫は厳重な施錠等により、盗難等の防止に努めなければならない。 

 

（施設管理及び物品調達業務要領） 

第 20 条 受託者が調達する物品及びその規格等は別紙８によるものとする。 

２ 受託者は、物品の調達に当たっては、適切な品質・規格のものとし、水質に悪影響を与えず、設備、機

器等の劣化を進行させないものとする。 

３ 受託者は、業務の対象施設を過度の劣化が進行しないよう留意して管理するものとする。 

４ 受託者は、常に物品の在庫を把握するとともに的確に発注を行い、在庫不足により設備、機器等の運転

等に影響を与えることがないように心掛けるものとする。 

５ 各機器のオイル及びグリースの交換時に使用する油脂類については、基本的に各機器の取扱説明書によ

るものとする。 

６ 受託者は、物品の調達品目、調達量及び調達時期等について記録し、委託者が求めた場合は委託者へ遅

滞なく提出しなければならない。 

７ 受託者は、処理場等の場内、施設内及びその周辺を常に整理し、美観及び衛生を保ち、植栽等には適宜

散水等して適正な管理を行うものとする。 

８ 場内及び施設の保安等 

 (１) 場内及び各施設を定時に巡回し、現状の確認を行うとともに異常の早期発見に努めるものとする。 

  なお、異常を発見した場合は、直ちに必要な措置を行うとともに委託者に報告するものとする。 

  また、自動火災報知器が作動した場合、必要な措置を行うとともに、委託者及び関係機関に連絡するも

のとする。 

 (２) 現場における設備機器、備品工具等の盗難及び不法侵入者の防止に努めるものとする。 

 (３) 火元責任者を選び、火気の始末を徹底させ、火災の防止に努めるものとする。 

 

（事務所等から発生する廃棄物の処分要領） 

第 21 条 受託者は、事務所等から発生する廃棄物を適正に保管し、委託者の指示により、委託者が契約す

る専門業者に引き渡しするものとする。 

 

（処理場等から発生する産業廃棄物の処分要領） 

第 22 条 受託者は、委託業務遂行により発生する産業廃棄物の処分を、次の各号に基づき行うものとす

る。 

 (１) 脱水ケーキ、乾燥汚泥、焼却灰、沈砂、し渣、廃油等の産業廃棄物については、委託者の指示によ

り、委託者が契約する専門業者への引渡し完了まで立会いをし、車両への積み込み等搬出作業は、相手方

に協力して行うものとする。 

 (２) 水質試験において発生する廃液以外のその他の産業廃棄物については、適正に保管し、委託者の指示

により、委託者が契約する専門業者に引き渡しするものとする。 

 (３) 産業廃棄物の引き渡し時においては、立会いをし、委託者が発行する電子マニフェストシステム

（JWNET)の確認及び汚泥引渡し時に確認事項の確認を行うものとする。 

 

（その他業務実施要領） 

第 23 条 第５条に掲げる別途指示する業務の要領等は、別に定めるものとする。 

 

（住民への対応） 

第 24 条 処理場等の周辺住民からの苦情等があった場合は、委託者が対応するものとする。この場合にお

いて、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。 

 

（臨時作業への協力） 

第 25 条 受託者は処理場等における次に示す作業が行われる場合、工程等を十分調整し、その作業が円滑

に行われるよう協力しなければならない。 

 (１) 処理場等内の施設の新設及び増設 

 (２) 処理場等内の設備の新設及び改築・更新 

 (３) 処理場等の敷地内の場内整備 

 (４) 委託者が行う修繕工事等 
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（５）京都府が企業と行う共同研究等 

 (６) その他、委託者又は委託者が指示する者が行う作業 

２ 上記作業が予定されている場合、委託者は事前に受託者に通知するものとする。 

 

＜業務書類＞ 

（業務書類等） 

第 26 条 受託者は、委託業務の遂行に当たり、業務書類を定められた期間内に提出しなければならない。 

２ 業務書類一覧表は別紙９に示す。 

３ 業務書類の様式は、委託者が別途指示するものとする。 

 

（業務実施計画書の作成） 

第 27 条 受託者は、契約書、設計図書に基づき、詳細な業務実施計画書を作成するものとする。 

２ 業務実施計画書の記載事項は、別紙 10 に示す。 

 

（簿冊の整備） 

第 28 条 受託者は、委託者が示す「報告及び記録の種類」により、書類等を整備するものとする。 

２ 前項に示す書類等の様式は、委託者が別に定めるものとする。 

３ 受託者は、前項に示す書類等については、遅滞なく委託者に提出するものとする。 

 

＜受託者の責務＞ 

（受託者の責任） 

第 29 条 受託者は、次条に示す性能基準等に基づき、処理場等の運転操作等を行わなければならない。 

２ 受託者は、契約時に確認した処理場等の施設、設備、機器等の機能の保持に努め、過度な劣化が生じな

いよう適正に運転、管理を行わなければならない。 

３ 第５条に示した業務は、受託者の責任において遂行しなければならない。 

４ 契約期間中または完了後に、本仕様書の範囲内で遂行した委託業務により処理場等の施設、設備、機器

等の機能が損なわれ、又は過度に劣化していると認められた場合は、正当な理由がある場合を除き、受託

者の責任で現状復旧を行わなければならない。 

 

（性能基準等） 

第 30 条 下水を処理するに当たっての性能基準等は次のとおりとする。 

 (１) 想定流入水量及び想定流入水質等は別紙 11 のとおりとする。 

 (２) 達成すべき性能基準（処理水の水質等の基準値）及び目標とすべき管理基準（処理水の水質及び汚泥

性状に関する目標値）は別紙 12 のとおりとする。 

 

（業務の報告） 

第 31 条 受託者は毎日（委託者の休日を除く）委託者と前日の日報、作業予定表等を使用してミーティン

グを行い、協議するものとする。 

２ 前項の場において書面で報告された事項について、委託者、受託者が同意した場合は、承諾と扱うこと

ができる。 

 

＜費用分担＞ 

（施設等の使用） 

第 32 条 委託業務の遂行に必要な管理事務室及び休憩室等の施設の利用は、無償とする。 

２ 受託者は、事務室等使用願を委託者に提出するとともに、責任をもって清掃及び備え付け器具の維持管

理を行い、汚損・破損の場合は、直ちに弁償するものとする。 

３ 管理事務室等の使用に伴う光熱水の費用負担は、第 35 条のとおりとする。 

 

（受託者が負担する委託業務にかかる経費） 

第 33 条 受託者は、委託業務を遂行するに当たり、次の経費を負担するものとする。 

 (１) 従事者の人件費に関するもの 

 (２) 従事者の作業服、作業靴等の作業上必要な被服類に関するもの 

 (３) 机、ロッカー等の従事者にかかる費用 

 (４) 清掃に要する用具類及び雑品（石けん等） 
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 (５) 事務用品類（通信費を含む） 

 (６) 受託者が専ら使用する備品 

 (７) 別に定める消耗品 

 

（支給材料） 

第 34 条 運転操作、保守管理及び水質管理・試験業務等に伴い委託者が支給する材料等は、別紙 13 のとお

りとする。 

２ 受託者は、支給材料の使用にあたっては、監督職員の指示によるとともに別に定める様式により、使用

日、使用量及び使用場所等を委託者に報告するものとする。 

 

（光熱水費） 

第 35 条 第 32 条に規定する施設の使用に伴い必要となる、次の各号に掲げる経費は、受託者が負担するも

のとする。 

 (１) 電気代 

 (２) 水道代 

 

（貸与品） 

第 36 条 委託者が保有する工具類及び機器に付属する標準工具並びに測定機器等の備品の使用は無償とす

る。 

２ 委託者が保有する工具類及び測定機器等の備品は、別添貸与備品一覧のとおりとする。 

  ただし、軽易な分解工具（ドライバー、ペンチ、ハンマー等）及び日常的に使用する測定機器について

は、受託者が備えるものとする。 

３ 貸与した工具類及び測定機器等の備品については、適正な保管を行うとともに台帳を作成し、保管状況

を把握し紛失等があった場合は、受託者が弁償するものとする。 

 

（電話料等） 

第 37 条 電話等（電気通信回線及び通信機器）は、受託者の負担において設置するものとする。 

２ 受託者が設置した電話等（電気通信回線及び通信機器）に係る料金は、受託者が負担するものとする。 

 

（消耗品等） 

第 38 条 第 33 条に定める委託業務に伴う消耗品等については、別紙 14 のとおりとし、受託者が負担する

ものとする。 

２ 水質検査等の作業に使用する自動車は受託者が備えるものとする。 

                                                                               

（対外的補償を求められた場合） 

第 39 条 受託者は対外的補償を求められた場合、速やかに委託者へ報告しなければならない。 

２ 受託者は、受託者の責務に帰することができない場合を除き、次に示す対外的補償等に対し責任を負わ

なければならない。 

 (１) 環境汚染に伴う罰則金及び補償金等 

 (２) 処理場等から発生する悪臭、騒音、振動等に起因する補償等 

 (３) 委託者が発注した業者による増設、改築、修繕工事及び場内整備業務に係るものを除く処理場等敷地

内で発生した事故（外部からの見学等の際に生じたものを含む）に対する補償等 

 (４) その他、本業務に起因する損害等に対する補償等 

 

（施設等が損傷した場合） 

第 40 条 受託者は、施設、設備、機器等が損傷した場合は、その原因と処理場等に与える影響について速

やかに委託者へ報告しなければならない。 

２ 受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、処理場等の施設、設備、機器等に損傷を与えた場合、現

状復帰する責任を負わなければならない。 

３ 受託者は、施設、設備、機器等の損傷が処理場等の機能に重大な影響を与えると予想される場合、責任

の所在に係わらず緊急措置を講じなければならない。 

 

＜雑則＞ 

（効率化方策の提案） 
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第 41 条 受託者は、処理場等の効果的管理・運営方策・温室効果ガス排出量削減等業務の効率化に関し、

委託者へ提案することができる。 

 

（投資の提案） 

第 42 条 受託者は、委託業務の効率的、効果的な遂行を図るため、受託者の責任と負担による設備の設置

及び既存設備の改良を委託者に対して提案することができる。 

２ 委託者は、受託者の提案内容を検討し、承諾若しくは不承諾の旨を通知するものとする。 

３ 受託者は、提案が承諾された場合は、設備の設置又は既存設備の改良を行い、その概要について委託者

へ報告するものとする。 

４ 前項の設備の契約終了時の取扱については、委託者受託者が協議して定めるものとする。 

 

（施設の改善請求） 

第 43 条 受託者は、委託業務を実施する上で、委託者の責に帰すべき事由により、施設、設備、機器等に

支障が生じた場合、委託者に対し、その改善請求を行うことができる。 

２ 受託者は、施設、設備、機器等の改善請求を行う場合、次の事項を明らかにした改善請求書を提出しな

ければならない。 

 (１) 改善が必要な理由 

 (２) 正常な管理を行ってきた証拠 

 (３) 必要な改善措置案 

３ 改善請求書の提出があった場合、委託者受託者で協議し、必要に応じて適切な措置を講ずるものとす

る。 

 

（引継ぎの義務） 

第 44 条 受託者は、原則として契約日から令和７年３月 31 日までの期間は、業務開始準備期間として、ま

た令和７年４月１日から令和７年４月 30 日を限度とする期間において、令和６年度において運転管理業

務を受託していた者から業務の引継ぎ及び技術指導を受け、業務の遂行に支障をきたさないようにしなけ

ればならない。 

２ 受託者は、次受託者の契約日から本件契約の満了日までを限度とする期間内において、令和 10 年度に

おいて運転管理業務を行う者に対し業務引継ぎ及び技術指導を行わなければならない。 

３ 業務引継ぎ及び技術指導に要する費用は実費とし、原則として次受託者の負担とするが、受託者と次受

託者の間で協議した場合はこの限りではない。 

 

第 44 条の２ 受託者は、委託期間を通じて、引き継ぎ事項を記載した文書を作成する。なお、文書は、対

象施設固有の設備、運転管理、点検上の留意事項を次の受託者が把握できるような内容とする。以下の項

目に沿って記載すること。 

（１）総合運転したときの機能の発揮状況 

（２）機械・電気設備の諸元、振動・異音等の状況 

（３）計装設備の諸元、調節状況 

（４）運転上の水質等の状況 

（５）運転上の特別な操作（季節別・流入水の変化別等） 

（６）施設改善要望と実施状況（昨年度に限る） 

（７）その他（監督職員の指示する内容） 

 

（委託業務完了後の措置） 

第 45 条 受託者は、委託業務が完了した場合は、すみやかに業務完了報告書を作成し、委託者に提出する

ものとする。 

 

（その他） 

第 46 条 運転管理業務においては、委託期間が３カ年となることを踏まえ、過去の運転管 理データや知

見を元に本浄化センターにおける最適な運転管理方法、省力化方法（電力 消費削減等）、薬品や燃料の

最適化方法、水質改善方法を積極的に提案するものとする。 

２ 各種点検業務においては、流域下水道事務所で策定したストックマネジメント計画や既存データを元に

管理方法（状態監視保全、時間計画保全、事後保全）、施設設備に関する改善等を積極的に提案するもの

とする。 
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  上記の改善に際して、実証運転を行う場合には、監督職員に事前に計画を提出して承認を得るものとす

る。 

 

（疑 義） 

第 47 条 本仕様書に明記されていない事項並びに疑義を生じた場合は、委託者受託者両者協議のうえ定め

るものとする。 
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別紙１ 対象施設 

  第２条に定める委託業務の対象は次の各施設とする。  

施設の名称 施設の位置 処理方法等 

洛西浄化センタ－ 

 

長岡京市勝竜寺樋ノ口１番地ほか 

 

処理能力（参考：下記《補足２》） 

全体計画  211,000ｍ3／日 

 現有施設  191,500ｍ3／日 

 凝集剤併用型循環式硝化脱窒法・ｽﾃ

ｯﾌﾟ流入式多段硝化脱窒法＋急速ろ過 

幹線流量計 京都市南区久世東土川ほか12箇所  

 
 施設名 形状 主要機器 

水 
処 
理 
施 
設 

 沈 砂 池 幅3.5ｍ×長さ22.0ｍ 
     ×深さ1.725ｍ×４池 

・自動除塵機(2.2KW)        ４基 
・し渣破砕機          １台 
・し渣搬出機          ３台 
・し渣移送装置         １式 
・沈砂掻揚機        ４基 
・揚砂装置          １式 
・駆動水ポンプ        ３台 
・脱臭装置（活性炭）    １式 

沈砂・し渣 
   処理棟 

地上２階建  １棟 
 建築面積 166.75m2 
  延床面積 316.00m2 

・し渣分離機        １基 
・し渣脱水機        １式 
・沈砂分離機                １基 
・ホッパ－         ２基 
・脱臭装置（活性炭）        １式 

第１ポンプ棟 地下３階地上２階建 １棟 
  建築面積 1154.45m2 
  延床面積 2313.37m2 

・縦軸斜流渦巻ポンプ 
 φ1,100×165ｍ3/分×18ｍ×２台 
 φ  600× 40ｍ3/分×18ｍ×２台 
 φ  700× 80ｍ3/分×17ｍ×１台 

水処理棟 
（Ａ・Ｂ・Ｃ・
Ｄ系 

水処理施設上屋平屋建 １式 
 一部３階建 
  建築面積 2113.89m2 
  延床面積  3989.27m2 

・水処理施設 
  運転監視制御設備    １式 
・変電・配電設備            １式 
・脱臭装置（活性炭）        １式 

水処理棟 
 （Ｅ系） 

水処理施設上屋平屋建 １式 
 建築面積 1192.57m2 
  延床面積  1051.85m2 

・水処理施設 
  運転監視制御設備    １式 
・変電・配電設備      １式 
・脱臭装置（活性炭）        １式 

最初沈殿池 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ａ系)幅15.3ｍ×長さ26ｍ 
    ×深さ2.5ｍ×４池 
  有効容量  995ｍ3／池 
(Ｂ系)幅14.3ｍ×長さ19ｍ 
    ×深さ2.5ｍ×４池 
  有効容量  679ｍ3／池 
(C･D系)幅6.95ｍ×長さ19ｍ 
    ×深さ2.5ｍ×16池 
  有効容量  330ｍ3／池 
(Ｅ系)幅10.1ｍ×長さ14.5ｍ 
    ×深さ2.5ｍ×８池 
  有効容量  381ｍ3／池 

・汚泥掻寄機 
 （チェ－ンフライト式） 44基 
・汚泥引抜ポンプ 
 φ100×0.75ｍ3/分×15ｍ×２台 
 φ100×0.73ｍ3/分×13ｍ×２台 
 φ100×0.80ｍ3/分×15ｍ×８台 
 φ100×0.80ｍ3/分×17ｍ×４台 
 

生物反応槽 (Ａ系)幅7.25ｍ×長さ49ｍ 
    ×深さ6.2ｍ×８池 
  有効容量 1,998ｍ3／池 
(Ｂ系)幅6.75ｍ×長さ48ｍ 
    ×深さ8.0ｍ×８池 
  有効容量 2,314ｍ3／池 
(C･D系)幅6.75ｍ×長さ48ｍ 
    ×深さ8.0ｍ×16池 
  有効容量 2,314ｍ3／池 

・散気装置(Ａ系；ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾊﾟﾈﾙ)１式 
・水中攪拌機（Ａ系１／２） 
  4.5Nm3/分×3.7kW×４台 
    9.0Nm3/分×7.5kW×４台 
・水中攪拌機（Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ） 
  3.0Nm3/分×5.5kW×32台 
    3.0Nm3/分×3.7kW×32台 
  3.2Nm3/分×3.7KW×96台 
    2.0Nm3/分×2.2kW×32台 
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 施設名 形状 主要機器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 
処 
理 
施 
設 
 

 (Ｅ系)幅9.0ｍ×長さ40.0ｍ 
    ×深さ10.0ｍ×８池 
  有効容量 3,450ｍ3／池 

    6.4Nm3/分×5.5kW×56台 
・循環ポンプ（Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ系） 
 φ150×       2.8m3/分×6m×24台 
 φ100×    1.4m3/分×6m×24台 
 φ250×φ200×5.0m3/分×4m×８台  
  φ150×φ125×2.5m3/分×4m×８台 
※Ａ系(1/2)循環ポンプ設置 
  φ100×    1.4m3/分×2.5m×２
台 

最終沈殿池 (Ａ系)幅15.3ｍ×長さ32ｍ 
    ×深さ3.0ｍ×４池 
  有効容量 1,469ｍ3／池 
(Ｂ系)幅14.3ｍ×長さ44ｍ 
    ×深さ4.0ｍ×４池 
  有効容量 2,517ｍ3／池 
(C･D系)幅6.95ｍ×長さ44ｍ 
    ×深さ4.0ｍ×16池 
  有効容量 1,223ｍ3／池 
(Ｅ系)幅10.1ｍ×長さ36.5ｍ 
    ×深さ4.0ｍ×８池 
  有効容量 1,475ｍ3／池 

・汚泥掻き寄せ機      
 （チェ－ンフライト式）   40基 
・返送汚泥引抜ポンプ 
  φ200×  6ｍ3/分× 8ｍ×  ２台 
 φ250× 12ｍ3/分× 8ｍ×  １台 
 φ200×  5ｍ3/分×10ｍ×  ２台 
 φ250× 10ｍ3/分×10ｍ×  ３台 
 φ200×6.2ｍ3/分× 7ｍ×  12台 
 φ250×6.6ｍ3/分× 7ｍ×  ６台 
・余剰汚泥引抜ポンプ 
 φ100×1.2ｍ3/分×25ｍ× ２台 
 φ125×1.2ｍ3/分×16ｍ× ２台 
 φ100×1.1ｍ3/分×13.5ｍ×４台 
 φ100×1.1ｍ3/分×15ｍ×  ４台 
 φ100×1.1ｍ3/分×16ｍ×  ４台 

急速ろ過棟 地下２階地上２階建 １棟 
 建築面積 844.73m2 
重力式下向流ろ過  4.5m×4.8m 
  ろ過能力 17,000ｍ3／日･池 
  ろ過速度     800ｍ／日 
  池数          14池 

・原水ポンプ 
  φ700×70ｍ3/分×12ｍ×   ４台 
・洗浄水ポンプ 
  φ350×15m3/分×  6ｍ×  ３台 
・急速ろ過運転監視制御設備 １式 
・変電・配電設備      １式 

塩素混和池 矩形連続迂回流（６列迂回水路） 
  幅3.0ｍ×長さ165ｍ 
     ×深さ4.5ｍ×２池 

・流入ゲ－ト（□2400）   ２門 
・計量装置         １式 
 

塩素滅菌棟 平屋建   １棟 
 建築面積 717.91m2 
  延床面積 711.72m2 

・次亜塩素酸ソ－ダ貯留タンク６基 
・次亜塩素酸ソ－ダ注入機  ６台 
・滅菌・用水運転監視制御装置１式 

市水受水槽 地上１階  １棟 
  建築面積 94.494m2 
  延床面積 94.494m2 

・受水槽 ２槽 ・揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ ２台 
 

Ｅ系沈殿池 Ｅ系最初沈殿池管廊 ・受水槽 （140m3×2槽・3m3×１槽） 
・揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 
 φ125×1.5m3/分×40ｍ×２台 
・給水ユニットφ50×0.3m3/分×２台 

送風機棟 地下１階地上３階建 １棟 
  建築面積 1066.97m2 
  延床面積 3159.40m2 
 
 

・送風機 
    φ350×300×150ｍ3/分×３台 
    φ500×450×310ｍ3/分×３台 
・送風機運転監視制御設備  １式 
・変電・配電設備      １式 

雑用水棟 地下２階地上２階建 １棟 
  建築面積  865.03m2 
  延床面積 1084.54m2 
 

・マイクロストレ－ナ    ２基 
・消泡水ポンプ       ３台 
・マイスト送水ポンプ    ２台 
・急速ろ過装置       ４基 

第２ポンプ棟 地下１階地上２階建 １棟 
  建築面積 1083.74m2 
  延床面積 1085.22m2 
 
 
 
 

・放流ポンプ 
 φ1,200×155ｍ3/分×8.5ｍ×２台 
 φ  700× 65ｍ3/分×10ｍ× ２台 
 φ  400× 25ｍ3/分×13ｍ× １台 
・放流ポンプ・放流ゲ－ト 
  運転監視制御設備    １式 
・変電・配電設備      １式 

放流渠 幅2.9m×高3.6m×長65m×１連 
 

・バイパスゲ－ト（□2400） １式 
・放流ゲ－ト（□2400）   １式 

用水設備 (*)通常は使用しない補完設備 
 

・用水ポンプ（水中ポンプ） ２台 
・ｵｰﾄｽﾄﾚｰﾅ（自動洗浄）   １台 
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 施設名 形状 主要機器 
汚 
泥 
処
理
施
設 
 

濃縮槽棟 地下１階地上２階建 塔屋１階建１棟 
 建築面積 1524.36m2 
  延床面積 2731.77m2 

・計量装置         １式 

し渣分離設備  ・初沈汚泥ｽｸﾘｰﾝ（ドラム形） ２台 
・余剰汚泥ｽｸﾘｰﾝ（ドラム形） ２台 
・し渣移送ポンプ(φ100）      ４台 
・返送移送ポンプ（φ350）  ２台 
・希釈槽（5.0m3）      ２基 

汚泥濃縮タンク  
（重力式） 

19.1ｍ×19.1ｍ×水深4.0ｍ 
 有効容量 1,459ｍ3／槽 
 槽数     ２槽 

・汚泥掻寄機（中心駆動） ２基 
・スカム移送ポンプ 
 φ 80×0.6ｍ3/分×10ｍ×２台 
・濃縮汚泥引抜ポンプ 
 φ150×1.2ｍ3/分×57ｍ×２台 

汚泥濃縮タンク 
（加圧浮上式） 

 3.7ｍ×13.8ｍ×水深4.0ｍ 
 有効容量   204ｍ3／槽 
 槽数     ４槽 

・フロス掻寄機(ｶﾞｰﾀｰ走行式) １基 
・ガ－タ（サイクロ減速機）  １基 
・走行（ﾊﾞｲｴﾙｻｲｸﾛ減速機）  １基 

し渣処理設備  し渣処理棟 ・し渣掻揚機(サイクロ減速機）   １基 
・し渣脱水機(スクリュ－式)   １基 
・し渣ホッパ－（油圧開閉式）  １基 

汚泥消化施設 嫌気性二段消化（円形タンク） 
 一次消化 φ26m×水深11.8m 
  有効容量 6,265ｍ3／槽 
  槽数     １槽 
 二次消化 φ24m×水深10.3m 
  有効容量 4,660ｍ3／槽 
  槽数     １槽 

・汚泥ポンプ 
 φ 80×0.8ｍ3/分×15ｍ×２台 

嫌気性消化（卵形タンク） 
  φ24m×高さ44.0m 
  有効容量 9,600ｍ3／槽 
  槽数     ２槽 

・攪拌機  
 上下向流スクリュー式 45kW×２台 
・汚泥循環ポンプ 
 φ100×3.33ｍ3/分×30ｍ×３台 

脱硫設備 
 乾式  φ2.3m×高さ5.8m 
    容量 250Nm3／時 × ２基 
 乾式  φ1.5m×高さ4.67m(*) 
    容量 125Nm3／時 × １基 

 
 
 
 
* 通常は使用しない補完設備 

ガスタンク 
 乾式  φ11.62m×高さ10.74m 
    容量  700ｍ3  基数 １基 
  球形  φ12.4m 
    容量 1,000ｍ3 基数 １基 

 
 
 
 
 

余剰ガス燃焼装置(炉内燃焼型)  
400Nm3／時 × ２基    
  125Nm3／時 × １基 

 
 
 

ガス     
ボイラ－棟 

地上２階建 塔屋１階建 １棟 
  建築面積 650.88m2 
  延床面積 1246.79m2  

・蒸気ボイラ－       １基 
・温水ボイラ－       ２基 
・ガス攪拌ブロワ      ２台 
・ガス圧縮機                ３台 

脱水機棟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

地下１階地上３階建 １棟 
  建築面積 1575.79m2 
  延床面積 4739.41m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ベルトプレス型脱水機 
    ベルト幅 3.1ｍ     ５台 
・汚泥供給ポンプ（0.37m3/分)５台 
・薬品供給ポンプ（0.03m3/分)５台 
・ろ布洗浄ポンプ（0.33m3/分)５台 
・高圧ろ布洗浄ポンプ        ５台 
・薬品溶解タンク（15m3）   ２基 
・ケ－キ搬出機       １式 
・ケーキ圧送・移送ポンプ  ２台 
・ケ－キホッパ－(油圧開閉式)１台 
・脱臭設備         ２基 
・中央監視制御設備     １式・
・計量・計測装置      １式 
・受電・配電設備      １式 
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 施設名 形状 主要機器 

汚

泥

処

理

施

設 

焼却炉 焼却能力（50t/日）１基 

［高効率流動焼却炉 

・灰貯留ホッパ－（26m3）  １式 

・排ガス処理装置      １式 

・脱臭装置         １式 

・マイスト供給ポンプ（3.6m3/分）２台 

水処理電気棟 地下１階地上３階建 １棟 

  建築面積 1523.86m2 

  延床面積 3220.25m2 

・変電・配電設備      １式 

※水処理（Ａ系、Ｂ・Ｃ系（予定）） 

管

理

施

設

等 

管理棟 地下１階地上４階建 １棟 

          塔屋２階建 

  建築面積 1600.125m2 

  延床面積 6628.945m2 

空調換気設備、ＥＶ設備 

水質試験設備 他 

・中央監視制御設備     １式 

・変電・配電設備      １式 

電気棟 地下１階地上２階建 １棟 

  建築面積 1179.78m2 

  延床面積 2886.33m2 

・受変電設備 

  変電3φ、22kV、２回線  １式 

・主要しゃ断器（C－GIS）  １式 

・主要変圧器(ガス絶縁式)  ２台 

・配電・受変電監視制御設備 １式 

・自家発電設備(3000kVA）  １基 

・自家発電設備(4500kVA）  １基 

 

 施設の名称 施設の位置 

幹

線

管

渠 

   東幹線 

     9,831ｍ 

最 上 流：京都市 

流 入 先：洛西浄化センター 

集水市町：京都市、向日市、長岡京市 

   西幹線 

     5,989ｍ 

最 上 流：京都市 

流 入 先：洛西浄化センター 

集水市町：京都市、長岡京市 

   南幹線 

       977ｍ 

最 上 流：大山崎町 

流 入 先：洛西浄化センター 

集水市町：大山崎町 

 計 16,797ｍ  
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施設名 形状・規格 

①  北幹線管渠 北１号 内径 8.5m  延長  935m  

北２号 内径 3.0m 延長 2,864m 

北３号 内径 6.1m 延長 1,120m 

②  南幹線管渠 内径 3.5m 延長 4,068m 

③  乙訓ポンプ場  

 ポンプ設備 水中渦巻斜流ポンプ、吐出能力 0.15m3/s、２台 

電気設備 一式 

換気設備 一式 

④呑龍ポンプ場 （暫定供用時、出水期のみ運用する） 

 ポンプ設備 縦軸渦巻斜流ポンプ、吐出能力５m3/s、２台 

電気設備 受電電圧 6,600V（１回線受電）、自家発電設備 

⑤流入渠  

⑥放流渠  

⑦ゲート  

⑧洛西・寺戸４接続施設  

 ゲート設備 W2,100mm、H2,500mm 

電圧 200V、ゲート電動弁 5.5KW 

電気設備 一式 

⑨石田川接続施設  

 ゲート設備① W3,080mm、H2,750mm 

電圧 200V、ゲート電動弁 15KW 

ゲート設備② W1,750mm、H1,500mm 

電圧 200V、ゲート電動弁 5.5KW 

電気設備 一式 

⑩和井川接続施設  

 ゲート設備 φ2,000mm 

電圧 200V、ゲート電動弁 11.0kw  

電気設備 一式 

⑪五間堀川－2・3  

 ゲート設備 φ900mm  

電圧 200V ゲート電動弁 0.4KW  

 電気設備 一式 

⑫五間堀川－5  

 ゲート設備 φ1,200mm  

電圧 200V ゲート電動弁 1.5KW 

 電気設備 一式 

⑬監視装置  

 中央監視室 一式 

監視施設 

光ケーブル 

監視カメラ 

現場操作盤 

水位計 

 

 《補足１》関連施設（別途運営） 

下水道固形燃料化事業 （４号固形燃料化施設）  

 脱水ケーキ汚泥 50t-wet／日×１基 （低温炭化施設） 
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《補足２》

水処理能力(m3/日) 水処理能力(m3/日)

Ａ系 33,000 Ａ系 16,500 現有施設はＡ系全体の半分使用可能

Ｂ系 42,000 Ｂ系 39,000
事業計画ではステップ法であるが、
現有施設は改築更新前で循環法の能力。

Ｃ～Ｄ系 78,000(39,000×2) Ｃ～Ｄ系 78,000(39,000×2) 変更なし

Ｅ系 58,000 Ｅ系 58,000 変更なし

合計 211,000 合計 191,500

水処理能力（系列毎）

事業計画 現有能力
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別紙２ 業務範囲 

 第５条に定める委託業務の内容は次の各業務とする。 

 業務名 主な内容 
１ 運営管理業務 ①各業務の実施計画等の策定 

②本仕様書に定められた性能の担保 
③処理場等の施設、設備及び機器の機能保持 
④災害、事故等のリスク管理 
⑤就業者の労務、安全管理及び教育、訓練 
⑥委託者及び関係機関との連絡調整、協議等 

２ 運転操作業務 ①処理場等の各種設備、機器の運転操作及び制御 
②処理場等の各種設備、機器の調整及び整備 
③４号固形燃料化施設との運転操作調整 

３ 
 
 

監視業務 ①処理場等の運転状況の２４時間監視及び記録 
②処理場等の施設、設備及び機器の巡視、巡回 
③管路施設の巡視点検及び記録 

４ 保守点検業務 ①処理場等の施設、設備及び機器の日常点検、定期点検 
②処理場等の設備及び機器等の定期自主検査（委託者が行う法定検査
は除く） 
③処理場等の設備及び機器の分解点検に伴う交換部品及び消耗品の交
換 
④その他委託者が別途指示する保守点検業務 

５ 水質管理及び水質試
験業務 

①適切な運転操作を行うための総合的な水質管理 
②運転操作上必要となる定期的な水質試験及び汚泥性状試験等 
③異常時における水質試験及び汚泥性状試験等 
④試験結果の記録及び報告 
⑤毒物・劇物の適正管理及び試験廃液の適切な管理 
⑥その他委託者が別途指示する水質管理及び水質試験業務 

６ 施設管理及び物品等
調達業務 

①業務遂行に必要な燃料、薬品、油脂類及び消耗品等の調達及び管理 
②処理場等の施設内及び場内の定期交換部品等の調達及び管理 
③処理場等の施設及び設備の塗装用塗料、内外装品などの消耗品の調
達及び管理 
④処理場内のフロン対象設備に係るフロン排出抑制法の簡易点検の実
施 
⑤物品の調達記録及び使用記録並びにその報告 
⑥処理場等の施設（事務室を除く）の施錠及び解錠 
⑦その他委託者が別途指示する管理業務 

７ 管理業務等 ①下水処理過程で発生する廃棄物の搬出補助 
②処理場等の施設及び場内から発生する廃棄物の搬出補助 
③日報、月報及び年報の作成及び整理 
④下水道設備台帳システムの保守管理 
⑤施設公開・施設見学等への協力 
⑥エネルギー管理支援業務の実施 
⑦エレベーター設備保守点検業務（管理棟・卵形消化タンク） の実
施 
⑧電気主任技術者業務の実施 
⑨場内の安全管理と美観の保持 

８ 
 

点検業務等 ①水質管理用計測器等保守管理業務 
（COD自動計測器等・自動採水装置・排ガス洗浄装置保守管理） 
②中央監視制御制御システム保守管理業務 
③高圧受変電設備等管理業務 
④非常用発電設備定期管理業務 
⑤場内計装設備等管理業務 
⑥天井クレーン管理業務 
⑦幹線管渠巡視点検業務 
⑧フロン使用機器保守点検業務 
⑨水質等分析業務 
 （有害物質等分析、微量有機塩素化合物等分析、クリプトスポリジウム測定、再生利用水分析） 
⑩管渠下水水質分析業務 
⑪脱水ケーキ、沈砂、し渣等有害物質分析業務 
⑫排ガス等分析業務 
⑬悪臭物質等分析業務、作業環境中のダイオキシン類分析業務 
⑭施設管理業務（施設台帳システム管理業務） 
⑮エネルギー管理支援業務 
⑯エレベーター設備保守点検業務 
⑰電気主任技術者業務 
⑱構内電話設備保守点検 
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業務名 主な内容 

保守点検業務 いろは呑龍トンネル運転管理・保守点検業務委託特記仕様書による 

運転管理業務 同上 

電気主任技術者業務 同上 
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別紙３ 作業時間 

１ 水処理及び汚泥処理に係る運転操作及び監視業務は、年間 365 日の通日作業とする。 

２ 保守点検、水質試験及び管理事務業務は、休日・祝日、年末年始（５日）、土曜休日を除く昼間

作業とする。 

３ 流量計保守管理業務については、年間 24 日の昼間作業とする。 

４ 管路施設（管渠・人孔）及び路面の巡視点検については、全線２回の昼間作業とする。 

５ 呑龍トンネル運転操作及び監視業務については、いろは呑龍トンネル運転管理・保守点検業務委  

託特記仕様書による。 
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別紙４ 総括責任者等の資格要件 

 第８条に定める資格要件等は、次のとおりとする。 

   職    名       要             件 

１ 総括責任者   終末処理場の維持管理業務における総括責任者として１年以上又

は副総括責任者（総括を補佐する立場を含む。）の実務を２年以上

経験した上で、業務全体の責任者として、総括の職務にあたり管理

能力があり、かつ、下水道法第22条第２項に規定する資格を有し、

高度処理の終末処理場の維持管理業務実務経験（保守点検及び運転

操作・監視等の業務）を10年以上有する者。ただし、そのうち、５

年以上は下水処理能力水量が１日当たり10万立方メートル以上（日

最大水量。以下同じ。）の処理施設における実務経験であること。 

２ 副総括責任者   終末処理場の維持管理業務における副総括責任者として１年以上

又は主任の実務を２年以上経験した上で、総括責任者を補佐し、又

は代行ができ担当業務の責任者として的確な判断ができる管理能力

があり、かつ、下水道法第22条第２項に規定する資格を有し、高度

処理の終末処理場の維持管理業務実務経験（保守点検及び運転操作

・監視等の業務）を７年以上有する者。ただし、そのうち、４年以

上は下水処理能力水量が１日当たり10万立方メートル以上の処理施

設における実務経験であること。 

３ 主任   担当業務の責任者として、高度の技術を有し、業務の専門職とし

て主体的に業務を遂行できる管理能力がある者。 

４ 技術員及び技能員 各業務について、必要とされる技能を有し、業務が行える者 

５ 事務員 各業務について、必要とされる技能を有し、業務が行える者 

６ 電気主任技術者 電気主任技術者業務の主任技術者は、常勤職員で、第三種以上の資

格を有するものであること。 

 

 第９条に定める業務の遂行にあたり配置すべき有資格者は以下のとおりとする。 

  (１) 下水道法第 22 条第２項に規定する有資格者 

  (２) 危険物取扱者（甲種又は乙種第４類） 

  (３) 玉掛技能講習終了者 

  (４) ボイラー技士（二級） 

  (５) 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 

  (６) 小型移動式クレーン運転技能者 

  (７) 電気主任技術者（第三種） 

  (８) 電気工事士（第一種） 

  (９) 酸素欠乏危険作業主任者技能講習終了者（第二種） 

  (10) 溶接技能講習終了者（ガス又はアーク） 

  (11) 特定化学物質等作業主任者 

  (12) 特別管理産業廃棄物管理責任者 

  (13) その他労働安全衛生関係等で必要な資格者 
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また、第８条に定める従事者の業務は、次のとおりとする。 

   職   名        業   務   内   容 

１ 総括責任者 ・維持管理業務全般に係る計画及び方針の立案 

・維持管理業務全般の把握、指揮、監督 

・委託者との協議、連絡 

・緊急時の対応、措置、連絡 

・従業員の労務管理、安全衛生管理 

・従業員に対する教育 

・対外折衝等 

・各種提案、改善要求、施設運営上（改造等）の提案 

・その他業務に関連するもの 

２ 副総括責任者 ・総括責任者の補佐、代行 

・運転操作業務の指導、指揮、監督 

・保守点検業務の指導、指揮、監督 

・修繕等業務の指導、指揮、監督 

・その他業務に関連するもの 

３ 主任 ・技術員、技能員及び事務員の配置、指揮、監督 

・監視業務の指導、指揮、監督 

・水質試験業務の指導、指揮、監督 

・施設・物品管理業務の指導、指揮、監督 

・その他業務の指導、指揮、監督 

・業務計画、作業計画の立案、作成 

・業務計画に基づく業務の実施 

・業務担当職員への業務指導、指示 

・運転操作方法の改善、提案 

・施設の改善、提案 

・保守・点検計画等の立案、作成 

・保守・点検計画の実施、業務担当職員の指導、指揮、監督 

・水質試験、汚泥試験計画の作成 

・水質試験、汚泥試験結果による運転方針の検討 

・薬品、燃料、消耗品等の購入計画作成 

・設備台帳の保守管理計画作成 

・その他業務に関連するもの 

４ 技術員及び技能員 ・中央操作室における監視及び各機器の運転操作、記録 

・日常巡視点検、定期巡視（週、月、半年、年） 

・現場操作盤による運転操作 

・夜間、休日等における緊急時の臨機の処置と報告 

・保守点検基準等に基づいた業務の実施と結果報告 

・各種機器の調整、整備 

・消耗部品等の交換 

・小修理、分解清掃等簡易な修繕業務 

・分解清掃等簡易な整備 

・水質試験、汚泥分析 

・保守管理、環境整備 

・その他業務に関連するもの 

５ 事務員 ・物品管理業務の出納管理 

・薬品、燃料、消耗品等の購入の手配 

・日報等の報告書の作成及び報告 

・設備台帳の保守管理 

・その他業務に関連するもの 

６ 電気主任技術者 ・電気主任技術者業務の特記仕様書に記載する内容とする。 
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別紙５ 運転操作に関する性能 

 第 14 条に定める維持管理に関する性能は、次のとおりとする。 

 項    目 基     準     値 

１ 処理水の水質 

 

・下水道法第８条「放流水の水質の基準」 

・水質汚濁防止法第３条「排水基準」 

・水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例第２条「排水基準

」 

・水質汚濁防止法第４条の５及び瀬戸内海環境保全特別措置法第12

条の３「総量規制基準」 

・ダイオキシン類対策特別措置法第８条「水質排出基準」 

・悪臭防止法第４条第１項第３号「排出水中の許容限度」 

・悪臭防止法第４条に基づく京都府告示「悪臭防止法に基づく規制

地域の指定及び規制基準の設定」 

・京都府環境を守り育てる条例第33条「汚水に係る規制基準」 

２ 汚泥脱水ケーキ ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項「産業廃

棄物の収集・運搬、処分等の基準」 

・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める環境省令（昭和

48年総理府令第５号）別表第１「基準値」 

・肥料取締法の一部を改正する法律附則第２条に規定する普通肥料

に該当する肥料を定める省令に定める肥料の公定規格（平成12年農

林水産省告示第97号）「汚泥発酵肥料の基準値」 

３ 焼却灰 ・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める環境省令（昭和

48年総理府令第５号）別表第１「基準値」 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第１条の２第14項 

・ダイオキシン類対策特別措置法第24条「廃棄物焼却炉に係るばい

じん等に含まれるダイオキシン類の量の基準」 

４ 排ガス ・大気汚染防止法第３条「排出基準」 

・ダイオキシン類対策特別措置法第８条「大気排出基準」 

・悪臭防止法第４条第１項第１号「大気中の許容限度」 

・悪臭防止法第４条に基づく京都府告示「悪臭防止法に基づく規制

地域の指定及び規制基準の設定」 

・京都府環境を守り育てる条例第33条「ばい煙に係る規制基準」 

５ 敷地境界及び脱臭設備

の排出口における悪臭

物質 

・悪臭防止法第４条第１項第１号「大気中の許容限度」及び第２号

「排出口の許容限度」 

・悪臭防止法第４条に基づく京都府告示「悪臭防止法に基づく規制

地域の指定及び規制基準の設定」 

 

 なお、騒音、振動、悪臭、粉塵、排出ガス等に関する性能基準は法律及び条例に定められた数値と

するが、別途目標とすべき基準が存在する場合はこれによるものとする。 
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別紙６ 水質試験に関する要領 

 第 19 条に定める水質試験に関する要領は、次のとおりとする。 

(１)水処理関係試験 

試 験 名 試験回数 試 料 名 試   験   項   目 

 平常試験１ ２回／月  流入下水 

 分配井流出水 

 各系初沈流出水 

 各系終沈流出水 

 急速ろ過流入水 

 放流水 

水温、透視度、ｐＨ、ＤＯ（流入下水、放流水の

み）、ＢＯＤ（流入下水、放流水のみ）、炭素系

ＢＯＤ（放流水のみ）、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌数

（流入下水、放流水のみ）、 

残留塩素（放流水のみ） 

 

 平常試験２ ２～３回 

 ／月 

 流入下水 

 分配井流出水 

 各系初沈流出水 

 各系終沈流出水 

 急速ろ過流入水 

 放流水 

水温、透視度、ｐＨ、ＤＯ（流入下水、放流水の

み）、ＣＯＤ、ＳＳ、残留塩素（放流水のみ）、

大腸菌数（流入下水、放流水のみ） 

 

 

 平常試験３ １回／週  流入下水 

 分配井流出水 

 各系初沈流出水 

 各系終沈流出水 

 急速ろ過流入水 

 放流水 

水温、透視度、ｐＨ、ＤＯ（流入下水、放流水の

み）、ＢＯＤ（流入下水、放流水のみ）、炭素系

ＢＯＤ（放流水のみ）、ＣＯＤ、ＳＳ、残留塩素

（放流水のみ） 

 

 

 中 試 験 ２回／月  流入下水 

 分配井流出水 

 各系初沈流出水 

 各系終沈流出水 

 急速ろ過流入水 

 放流水 

水温、透視度、ｐＨ、ＤＯ（流入下水、放流水の

み）、ＢＯＤ、炭素系ＢＯＤ（流入下水、分配井

流出水、初沈流出水を除く）、溶解性ＢＯＤ（放

流水を除く）、ＣＯＤ、溶解性ＣＯＤ（放流水を

除く）、蒸発残留物、強熱減量、ＳＳ、大腸菌数

（分配井流出水を除く）、全窒素、アンモニア性

窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、有機性窒素、

全りん、りん酸イオン態りん、アルカリ度、残留

塩素（放流水のみ）、塩化物イオン、よう素消費

量（流入下水のみ）、硫酸イオン（流入下水のみ

） 

 富栄養化 

 試  験 

２回／月  流入下水 

 分配井流出水 

 各系初沈流出水 

 各系終沈流出水 

 急速ろ過流入水 

 放流水 

水温、全窒素、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素

、硝酸性窒素、有機性窒素、全りん、りん酸イオ

ン態りん、塩化物イオン、残留塩素（放流水のみ

） 

 

 

 活性汚泥 

 試    験 

２回／週  生物反応槽混合液 

 返送汚泥 

 

 

 

水温、ＭＬＳＳ、ＭＬＶＳＳ、ＭＬＶＳＳ／ＭＬ

ＳＳ(％）、ＳＶ、ＳＶＩ、ＳＤＩ、浮上時間、

ｐＨ(混合液は、入口、出口）、ＭＬＤＯ(混合液

のみ、入口、出口）、  ＯＲＰ(混合液のみ、

入口、出口） 

随時 

（注１） 

 

 生物反応槽混合液 

  

 

 水温、Ｋｒ、ｒr、ＫLa、ＭＬＳＳ、ＭＬＤＯ、

Ｋｒ(ＡＴＵ）、ｒr(ＡＴＵ）、ＫLa(ＡＴＵ）（

いずれも混合液、出口のみ） 

 活性汚泥 

 生物試験 

随時 

（注２） 

 生物反応槽混合液 

 

 活性汚泥生物の定性 

 

１回／月  生物反応槽混合液 

 

 活性汚泥生物の定量 

 

（注１）水処理状況が悪化傾向にあると判断されるときに実施する。 

（注２）水処理状況が悪化又は回復傾向にあると判断されるときに実施する。 

（注） 自動採水装置を設置している地点においては、基本的に同装置により、分析日前日から   

当日までの 24 時間に採取した試料を用いて試験を行うこと。なお、水温、ｐＨ及び大腸菌

数については、スポット採水とする。  
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(２)汚泥処理関係試験 

 試 験 名  試験回数    試 料 名       試   験   項   目 

汚泥・返送

水試験 

２回／月 汚 

泥 

重力式濃縮タンク 

  濃縮汚泥 

機械式濃縮タンク 

  濃縮汚泥 

消化タンク 

  移送汚泥(槽ごと) 

  消化汚泥 

脱水機 

  供給汚泥 

  脱水ケーキ 

 温度（脱水ケーキを除く）、ｐＨ（脱水ケ

ーキを除く）、固形分、含水率（脱水ケー

キのみ）、有機分、無機分、アルカリ度（

脱水ケーキを除く）、揮発性有機酸（供給

汚泥、脱水ケーキを除く） 

返 

送 

水 

重力式濃縮タンク 

  分離液 

機械式濃縮タンク 

  分離液 

消化タンク 

  脱離液 

脱水機 

 脱水ろ液 

汚泥焼却炉 

  焼却排水 

急速ろ過 

 洗浄水 

 水温、ｐＨ、ＣＯＤ、蒸発残留物、強熱残

留物、強熱減量、ＳＳ、溶解性物質、アル

カリ度 

汚泥・返送 

水中試験 

４回／年 

（毎四半 

  期） 

汚泥 

 (汚泥・返送水試験の汚 

  泥試料に同じ） 

 温度（脱水ケーキを除く）、ｐＨ（脱水ケ

ーキを除く）、固形分、含水率（脱水ケー

キのみ）、有機分、無機分、全窒素、全り

ん、アルカリ度（脱水ケーキを除く）、揮

発性有機酸（供給汚泥、脱水ケーキを除く

） 

４回／年 

（毎四半 

  期） 

返送水 (汚泥・返送水試験

の返送水試料に同じ） 

総合返送水 

 水温、ｐＨ、ＢＯＤ、炭素系ＢＯＤ、ＣＯ

Ｄ、蒸発残留物、強熱残留物、強熱減量、

ＳＳ、溶解性物質、全窒素、アンモニア性

窒素、全りん、りん酸イオン態りん、アル

カリ度 

消化ガス試

験 

１回／月  一次消化タンク（槽ごと

） 

 二次消化タンク（槽ごと

） 

 脱硫器入口 

 脱硫器中間 

 脱硫器出口 

 メタン、水素、二酸化炭素、酸素、窒素、

硫化水素 
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(３)その他の試験 

 別添の分析業務特記仕様書（ｐ12-1～12-4）のとおりとする。 

  

1-1-25



別紙７ 水質等環境計測基準 

 第 19 条に定める試験項目別の試験方法及び数値の取扱いは、次のとおりとする。 

(１)水処理関係試験（下水） 

項    目 単位 試験方法（注１） 定量下限 有効数字 最 小 位 
気 温 ℃  JIS K 0102.7.1    －  全桁  小数点以下１位 
水 温 ℃  JIS K 0102.7.2    －  全桁   〃 １位 
外 観 －  下水2.1.3    －   －     － 
色 度 度  下水2.1.4  1  全桁  整数 
濁 度 度  下水2.1.5  2  全桁  整数 
透視度 度  下水2.1.6  0.1  ２桁  小数点以下１位 
ｐ Ｈ －  JIS K 0102.12.1    －  全桁   〃 １位 
溶存酸素 mg/l  下水2.1.19  0.1  ２桁   〃 １位 
溶存酸素百分率 ％  下水2.1.20  1  ２桁  整数     
ＢＯＤ mg/l  JIS K 0102.21  0.1  ３桁  小数点以下１位 
炭素系ＢＯＤ mg/l  JIS K 0102.21備考1  0.1  ３桁   〃 １位 
溶解性ＢＯＤ(注2) mg/l  JIS K 0102.21  0.1  ３桁   〃 １位 
ＣＯＤ mg/l  JIS K 0102.17  0.1  ３桁   〃 １位 
溶解性ＣＯＤ(注2) mg/l  JIS K 0102.17  0.1  ３桁   〃 １位 
蒸発残留物 mg/l  下水2.1.9  1  ３桁  整数    
強熱残留物 mg/l  下水2.1.10  1  ３桁     〃  
強熱減量 mg/l  下水2.1.11  1  ３桁     〃  
ＳＳ mg/l  告示第59号付表9  1  ３桁     〃  
溶解性物質 mg/l  下水2.1.13  1  ３桁     〃  
大腸菌群数 MPN/100ml   省令第1号又はこれに準ずる方法  1.8  ２桁 整数 
大腸菌数 CFU/ml  省令第1号に規定する方法  0  ２桁 整数 
全窒素 mg/l  JIS K 0102.45.1,2  0.1  ３桁  小数点以下１位 
アンモニア性窒素 mg/l  JIS K 0102.42.2,3,5  0.1  ３桁   〃 １位 
亜硝酸性窒素 mg/l  JIS K 0102.43.1  0.01  ３桁   〃 ２位 
硝酸性窒素 mg/l  JIS K 0102.43.2.5  0.01  ３桁   〃 ２位 
有機性窒素 mg/l  JIS K 0102.44  0.1  ３桁   〃 １位 
全りん mg/l  JIS K 0102.46.3  0.01  ３桁   〃 ２位 
りん酸イオン態りん mg/l  下水 2.1.30.1  0.01  ３桁   〃 ２位 
塩化物イオン mg/l  下水2.1.31  0.1  ３桁   〃 １位 
よう素消費量 mg/l  省令第1号  0.1  ３桁   〃 １位 
硫酸イオン mg/l  下水2.1.32  0.1  ３桁   〃 １位 
酸 度 mg/l  下水2.1.16  0.1  ３桁   〃 １位 
 アルカリ度 mg/l  下水2.1.15  0.1  ３桁   〃 １位 
残留塩素 mg/l  下水2.1.37  0.01  ２桁   〃 ２位 
陰イオン界面活性剤 mg/l  JIS K 0102.30.1又は下水2.1.41.1  0.1  ２桁   〃 １位 
非イオン界面活性剤 mg/l  平成15年厚生労働省告示第261号別表28  0.02  ２桁   〃 ２位 
カドミウム mg/l  JIS K 0102.55  0.00１  ２桁   〃 ３位 
シアン mg/l JIS K 0102.38.1.2及び38.2若しくは

38.1.2及び38.3 
 0.05  ２桁   〃 ２位 

有機りん mg/l  告示第64号付表1  0.01  ２桁   〃 ２位 
鉛 mg/l  JIS K 0102.54  0.006  ２桁   〃 ２位 
六価クロム mg/l JIS K 0102-3 の 24.3.1 又は 24.3.2  0.01  ２桁   〃 ２位 

ひ 素 mg/l  JIS K 0102.61.2,3,4 流入0.005 
放流0.001 

 ２桁   〃 ２位 

総水銀 mg/l  告示第59号付表2  0.0005  ２桁   〃 ４位 
アルキル水銀 mg/l  告示第59号付表3  0.0005  ２桁     〃 ４位 
ＰＣＢ mg/l  JIS K 0093又は告示第59号付表4  0.0005  ２桁     〃 ４位 
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1又は5.5  0.008  ２桁   〃 ３位 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1又は5.5  0.002  ２桁   〃 ３位 
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.002  ２桁   〃 ３位 
四塩化炭素 mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1又は5.5  0.0002  ２桁   〃 ４位 
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.0004  ２桁   〃 ４位 
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.002  ２桁   〃 ３位 
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.004  ２桁   〃 ３位 
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1又は5.5  0.03  ２桁   〃 ２位 
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1又は5.5  0.0006  ２桁     〃 ４位 
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.0002  ２桁   〃 ４位 
チウラム mg/l  告示第59号付表5  0.0006  ２桁   〃 ４位 
シマジン mg/l  告示第59号付表6第1又は第2  0.0003  ２桁     〃 ４位 
チオベンカルブ mg/l  告示第59号付表6第1又は第2  0.002  ２桁   〃 ３位 
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項    目 単位 試験方法（注１） 定量下限 有効数字 最 小 位 

ベンゼン mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.2  0.001  ２桁 小数点以下３位 
セレン mg/l  JIS K 0102.67.2,3,4  0.001  ２桁  〃 ３位 
ヘキサン抽出物質 mg/l  告示第64号付表4  0.5  ２桁  〃 １位 
フェノール類 mg/l  JIS K 0102.28.1  0.02  ２桁  〃 ２位 
銅 mg/l  JIS K 0102.52.2～5  0.02  ２桁  〃 ２位 
亜 鉛 mg/l  JIS K 0102.53  0.02  ２桁  〃 ２位 
溶解性鉄 mg/l  JIS K 0102.57.2～4  0.08  ２桁  〃 ２位 
溶解性マンガン mg/l  JIS K 0102.56.2～5  0.01  ２桁  〃 ２位 
全クロム mg/l  JIS K 0102.65.1  0.03  ２桁  〃 ２位 
ふっ素 mg/l 

 
 JIS K 0102.34.1若しくは34.1c) 
 及び告示第59号付表6 

 0.1 
 

 ２桁 
 

 〃 １位 
 

ニッケル mg/l  JIS K 0102.59.2,3,4  0.05  ２桁  〃 ２位 
ほう素 mg/l  JIS K 0102.47  0.01  ２桁  〃 ２位 
1,4ジオキサン mg/l  告示第59号付表8  0.005  ２桁  〃 ３位 

 
(２)水処理関係試験（活性汚泥） 

項    目 単位 試験方法（注１） 定量下限 有効数字 最 小 位 
水温   ℃  下水4.1.2    －  全桁 小数点以下１位 
ｐＨ   －  下水4.1.4    －  全桁 〃   １位 
ＭＬＳＳ  mg/l  下水4.1.6  1  ３桁 整数 
ＭＬＶＳＳ  mg/l  下水4.1.7  1  ３桁    〃 
ＳＶ   ％  下水4.1.8.1  1  ２桁    〃 
ＳＶＩ   下水4.1.8.2  1  ３桁    〃 
ＳＤＩ   下水4.1.8.3  0.1  ３桁 小数点以下１位 
ＭＬＤＯ  mg/l  下水4.1.9  0.1  ２桁  〃 １位 
Ｋｒ mg/hg  下水4.1.10  0.01  ３桁  〃 ２位 
Ｒｒ mg/lh  下水4.1.10  0.1  ３桁  〃 １位 
ＫLa   l/h  下水4.2.1  0.01  ３桁  〃 ２位 
ＯＲＰ   mV  下水4.1.5  1  ３桁 整数 
浮上時間   min    －  5  ２桁 整数 

 
(３)汚泥処理関係試験（汚泥） 

項    目 単位 試験方法（注１） 定量下限 有効数字 最 小 位 
温度   ℃  下水5.1.2    －  全桁 小数点以下１位 
ｐＨ   －  下水5.1.5    －  全桁  〃 １位 
固形分   ％  下水5.1.6  0.01  ３桁  〃 ２位 
含水率   ％  下水5.1.6  0.1  ３桁  〃 １位 
有機分   ％  下水5.1.8  0.1  ３桁  〃 １位 
無機分   ％  下水5.1.7  0.1  ３桁  〃 １位 
全窒素(ｹｰｷ、乾燥汚泥)   ％  下水5.1.18  0.01  ３桁  〃 ２位 
全窒素(前項以外)  mg/l  下水5.1.18  0.1  ３桁  〃 １位 
アンモニア性窒素  mg/l  下水5.1.17  0.1  ３桁  〃 １位 
全りん(ｹｰｷ、乾燥汚泥)   ％  下水5.1.19  0.01  ３桁  〃 ２位 
全りん(前項以外)  mg/l  下水5.1.19  0.01  ３桁  〃 ２位 
アルカリ度  mg/l  下水5.1.13  0.1  ３桁  〃 １位 
揮発性有機酸  mg/l  下水5.1.14  0.1  ３桁  〃 １位 
カドミウム  mg/l  JIS K 0102.55  0.00１  ２桁  〃 ３位 
シアン  mg/l 

 
 JIS K 0102.38.1.2及び38.2若しくは
38.1.2及び38.3 

 0.1 
 

 ２桁 
 

 〃 １位 
 

有機りん  mg/l  告示第64号付表1  0.01  ２桁  〃 ２位 
鉛  mg/l  JIS K 0102.54  0.006  ２桁  〃 ２位 
ひ素   mg/l  JIS K 0102.61.2,3,4  0.005  ２桁  〃 ２位 
総水銀  mg/l  告示第59号付表2  0.0005  ２桁   〃 ４位 
アルキル水銀  mg/l  告示第59号付表３及び告示第64号付表３  0.0005  ２桁   〃 ４位 
ＰＣＢ  mg/l  JIS K 0093又は告示第59号付表4  0.0005  ２桁   〃 ４位 
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.008  ２桁  〃 ３位 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.002  ２桁  〃 ３位 
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.002  ２桁  〃 ３位 
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項 目 単位 試験方法（注１） 定量下限 有効数字 最 小 位 

四塩化炭素  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.0002  ２桁  〃 ４位 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.0004  ２桁  〃 ４位 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.002  ２桁  〃 ３位 

ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.004  ２桁 小数点以下３位 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.03  ２桁  〃 ２位 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.0006  ２桁  〃 ４位 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.1  0.0002  ２桁  〃 ４位 

チウラム  mg/l  告示第59号付表5  0.0006  ２桁  〃 ４位 

シマジン  mg/l  告示第59号付表6第1又は第2  0.0003  ２桁   〃 ４位 

チオベンカルブ  mg/l  告示第59号付表6第1又は第2  0.002  ２桁  〃 ３位 

ベンゼン  mg/l  JIS K 0125.5.1,5.2,5.3.2,5.4.2  0.001  ２桁  〃 ３位 

セレン  mg/l  JIS K 0102.67.2,3,4  0.001  ２桁  〃 ３位 

ヘキサン抽出物質  mg/l  告示第64号付表4  0.5  ２桁  〃 １位 

フェノール類  mg/l  JIS K 0102.28.1  0.02  ２桁  〃 ２位 

銅  mg/l  JIS K 0102.52.2～5  0.02  ２桁  〃 ２位 

亜 鉛  mg/l  JIS K 0102.53  0.02  ２桁  〃 ２位 

溶解性鉄  mg/l  JIS K 0102.57.2～4  0.08  ２桁  〃 ２位 

溶解性マンガン  mg/l  JIS K 0102.56.2～5  0.01  ２桁  〃 ２位 

全クロム  mg/l  JIS K 0102.65.1  0.03  ２桁  〃 ２位 

ふっ素  mg/l  JIS K 0102.34.1若しくは34.1c)   0.1  ２桁  〃 １位 

ニッケル  mg/l  JIS K 0102.59.2,3,4  0.05  ２桁 〃 ２位 

1,4ジオキサン  mg/l  告示第59号付表8  0.005  ２桁  〃 ３位 

 

(４)汚泥処理関係試験（消化ガス） 

項 目 単位 試験方法（注１） 定量下限 有効数字 最 小 位 

メタン   ％  下水5.5.2  0.01  ３桁 小数点以下２位 

水 素   ％  下水5.5.2  0.01  ３桁  〃 ２位 

二酸化炭素   ％  下水5.5.2  0.01  ３桁  〃 ２位 

酸 素   ％  下水5.5.2  0.01  ３桁  〃 ２位 

窒 素   ％  下水5.5.2  0.01  ３桁  〃 ２位 

硫化水素  ppm  下水5.5.3.4  0.1  ２桁  〃 １位 

 

注１ 試験方法において使用した略号は以下のものを示す。 

「下水」：下水試験方法（2012 年版） 

「告示第 59 号」：昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号「水質汚濁に係る環境基準につい

て」 

「告示第 64 号」：昭和 49 年 9 月 30 日環境庁告示第 64 号「排水基準を定める省令の規定に

基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」 

「省令第１号」：昭和 37 年 12 月 17 日厚生省・建設省令第 1 号「下水の水質の検定方法に関

する省令」 

注２ 試料をろ過（孔径１μm ガラス繊維ろ紙使用）した後に通常のＢＯＤ又はＣＯＤ測定を行

う。 

注３ 本表の内容以外の試験方法を実施しようとするときは、あらかじめ京都府と協議し、承諾を

得ること。 
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別紙８ 調達物品及びその規格 

 第 20 条に定める調達物品の名称、予定数量及び規格は、次のとおりとする。 
物品名 予定数量 規 格 備 考  

次亜塩素酸ソ
ーダ 

別添設計書に
記載のとおり 

12％水溶液 
 比重          1.1～1.2 
 ｐＨ          12以上 
 有効塩素   12％以上 
 ＮａＣｌ      ４％以下 

タンクローリー
搬入 

苛性ソーダ 別添設計書に
記載のとおり 

48％溶液 
  純分（NaOH） 規格値48％ 
 炭酸ナトリウム（Na２CO3）規格値0.1%以下 
 塩化ナトリウム（NaCl）規格値0.01%以下 
  酸化第二鉄（Fe2O3）規格値0.002%以下 

 

高分子凝集剤 別添設計書に
記載のとおり 

高カチオン凝集剤 
 カチオン度   高カチオン 
 有効ｐH領域  3～12 
 

10kg防湿 二重
袋詰 

活性炭・ポエ
フ 

別添設計書に
記載のとおり 
 

<活性炭> 円柱状ペレット  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 酸性用 塩基性用 中性用  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乾燥減量 5%以下 40%以下 10%以下 
充填密度 
 

450～ 
 600g/l 

500～ 
 700g/l 

450～ 
 600g/l 

粒度(4～8
メッシュ) 

90%以上 
 

95%以上 
 

95%以上 
 

硬さ 95%以上 95%以上 95%以上 
ｐＨ 
 

9.0 
 ～10.5 

1.5 
 ～2.0 

1.5 
 ～2.0 

悪臭成分
吸着量 
 
 

H2S  
 1ppm 
24g/100g
以上 

NH3  
 1ppm 
 7g/100g
以上 

(CH3)S2 
 1ppm 
3.5g/100
g以上 

  
<腐植質脱臭剤(ボエフ)> 円柱状ペレット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 酸性用 塩基性用  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粒度(4～8
メッシュ) 

  
95%以上 

 
 95%以上 

充填密度 
 

650～ 
 750g/l 

650～ 
 750g/l 

硬さ 95%以上 95%以上 
ｐＨ 8.5～11 3.5以下 
悪臭成分
吸着量 
 

H2S  
 1ppm 
49%以上 

NH3 
 1ppm 
12.5%以上 

 * 悪臭成分吸着量はいずれも所定濃度におけ
る平衡吸着とする。 
 

脱硫剤 別添設計書に
記載のとおり 

（ガス貯留設備） 
乾式脱硫剤ＴＧリファイナ－(TGRｰYｰ12)   
直径（円柱状） φ8～13mm 
 破壊強度      5kg以上 
  H2S吸着能力    300mg/g以上 
 
（汚泥濃縮設備） 
ニオノン202HR4/6  
  形状（円柱状） φ3～4㎜ 
  充填比重    0.55±0.05㎏/l 
  硫化水素吸着能力 250㎎/g以上 
 

                    

Ａ重油 別添設計書に
記載のとおり 
 

JIS K2205 １種１号 
硫黄分 0.5％以下 

タンクローリー
搬入 
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物品名 予定数量 規 格 備 考 

ろ布 別添設計書に
記載のとおり 
 
 

汚泥脱水機の諸元 
○脱水機１号・３号・４号・５号 
   形式   ベルトプレス汚泥脱水機 
            月島機械㈱製造 SPRF3000型 
  ろ過幅  3,000mm 
 ろ布速度  0.4～7.4m/min 
ろ布の諸元 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 上ろ布 下ろ布  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幅  mm 3,100 3,100 

長さ mm 16,470 25,000 

強度 kg/cm 100以上 100以上 

通気性 
cc/cm2/min 

7,000cc 
±20% 

9,000cc 
±20% 

材質 
 

ｳｴﾌﾞ ﾌｪﾙﾄ 
基布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 
 

糸のﾀｲﾌﾟ － ﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄ 

織り方 ﾌｪﾙﾄ 変則朱子 

 寸法精度   L=±10mm以下W=±10mm以下 
 接続方法      現在使用中のろ布と容易に        
接続できること 
  保証運転時間 実働3,000時間以上 
 
○脱水機６号 
   形式   ベルトプレス汚泥脱水機 
            日本インカ㈱製造 MP-3100型 
  ろ過幅  3,000mm 
 ろ布速度  0.4～2.9m/min 
ろ布の諸元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 上ろ布 下ろ布  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幅  mm 3,100 3,100 

長さ mm 14,100 17,150 

強度 kg/cm 100以上 190以上 

通気性 
cc/cm2/min 

7,000cc 
±20% 

12,000cc 
±20% 

材質 
 

ｳｴﾌﾞ ﾌｪﾙﾄ 
基布ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 
 

糸のﾀｲﾌﾟ － ﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄ 

織り方 ﾌｪﾙﾄ 杉綾織 

 寸法精度   L=±10mm以下W=±10mm以下 
 接続方法      現在使用中のろ布と容易に        
接続できること 
  保証運転時間 実働3,000時間以上 

ポリ塩化アル
ミニウム 

別添設計書に
記載のとおり 
 

JIS K1475（最新版） タンクローリー
搬入 

軽油 別添設計書に
記載のとおり 
 

JIS K2204 １号又は２号 
硫黄分 0.001質量％（10質量ppm）以下 
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別紙９ 業務書類の記載内容及び提出時期 

第 26 条に定める提出書類の記載内容及び提出時期等は、次のとおりとする。 

 図書の名称 書 式 内 容 提出時期 

１ 
 

業務実施計画書  別紙10参照 
 以下の図書を合わせ
て綴じて提出すること 
 総括責任者選任届 
 副総括責任者選任届 
 主任選任届 
  資格者選任届 
 施設使用願 
 加入賠償責任保険契 
約書の写し 

着手まで 

２ 
 

維持管理日報  運転管理上、記録の必
要な点検及び水質項目
のうち委託者が指示す
るもの 

毎日 
 (ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ時) 

３ 
 

維持管理月報 水質試験汚泥性状試験記録 
設備機器点検記録 
機器修繕記録 
機器故障記録 
物品調達・入荷記録 
その他必要な記録 

運転管理上、記録の必
要な点検及び水質項目
のうち委託者が指示す
るもの 
 

毎月 

４ 月間業務計画書   

５ 
 

月間業務報告書 
 

 委託者が指示する実施
業務を除く 

６ 使用状況報告書 毒物劇物等  

７ 
 

業務計画書  委託者が指示する実施
業務毎 

必要に応じて 

８ 
 

業務報告書  委託者が指示する実施
業務毎 

９ 
 

物品調達計画書 薬品、Ａ重油等成分表 
年間調達計画表 

調達物品毎 

10 変更届   

11 報告書 故障報告  

12 改善要求書   

13 提案書   

14 協議書 「土木工事共通仕様書」に準
じる 

 

15 業務出来高届  当該業務報告書を添付 毎月払請求時 

16 維持管理年報 月報に準じる 維持管理上、記録の必
要な点検及び水質項目
のうち委託者が指示す
るもの 

業務完了時遅
滞なく 

17 業務完了報告書 施設運転実績 
業務実施状況写真 
水処理、汚泥処理等の日報記
載事項のまとめ 
電力、薬品、燃料等使用量の
まとめ 
保守点検業務実施報告書 
修繕業務実施報告書 
故障処理実施報告書 
物品管理業務報告書 
エネルギー支援業務報告書 
電気主任技術者業務報告書 
その他業務報告書 
京都府等の協議事項報告書 
教育及び訓練の結果報告書 
業務引継書 
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別紙 10 業務実施計画書 

  第 27 条に定める業務実施計画書の記載事項は、次のとおりとする。 

 項 目 記載内容 
１ 
 

基本理念及び事業計画 ・業務実施方針 
・受託実績 

２ 従事者の配置計画 ・配置方針 
・従事者一覧表（従事者の氏名、経歴、資格） 
・業務分担表 
・管理技術者等（総括責任者、副総括及び主任） 
の資格・能力・経歴 
・資格保持者の保有資格並びに資格証の写し 
・業務実施体制表 
・１月間の標準勤務表 
・１日の勤務時間表 

３ 各種機器の監視及び運転操作 ・機器の監視及び運転操作基本方針 
・機器の監視及び運転操作体制 
・機器の監視及び運転操作計画 
・自主管理基準・自主管理項目の設定 
・運転管理における自主モニタリング 

４ 保守・点検及び修繕  ・保守点検基本方針 
・異常・故障発生時の対応方針と実施体制 
・保守点検及び修繕に係る本部又は近隣拠点か 
らの応援態勢 
・保守点検基準・保守点検実施計画 
［再委託する場合］ 
・再委託項目、内容及び時期等を記載した計画 
及び乙としての施工管理方法 

５ 水質管理及び水質試験 ・水質管理及び水質試験基本方針 
・水質試験等実施計画 
・水質試験方法及び汚泥試験方法 
・各種試験の精度管理 
［再委託する場合］ 
・再委託項目、内容及び時期等を記載した計画 
及び乙としての施工管理方法 

６ 物品調達事務 ・物品等調達方針 
・調達品毎の調達会社 
・調達計画（時期、量など） 

７ 場内保安業務 ・巡視及び巡回計画方針 
・場内保安計画 

８ 各施設の保守管理及び整頓 ・保守管理及び整頓方針 
・保守管理計画及び整頓計画 

９ 管理事務 ・管理事務方針 
・業務書類作成要領 
・設備台帳保守管理計画 
・住民対応、見学者対応 

10 沈砂及びし渣等の除去 ・沈砂及びし渣等の除去方針並びに除去計画 
11 緊急事態発生時の対応 ・緊急事態発生時対応方針 

・緊急事態時の体制 
・リスク管理方針 

12 安全衛生管理 ・安全衛生管理方針 
・安全衛生管理体制 
・安全衛生活動計画 
・安全衛生教育 

13 労務管理 ・労務管理方針及び労務管理計画 
・指揮命令系統 
・教育及び訓練計画 

14 省エネ対策及び地球温暖化対策につい
て 

・エネルギー支援業務に関する内容 
・その他省エネ＆地球温暖化対策に関する内容 

15 電気主任技術者業務 ・業務の内容と対応方針 
・機器故障や設備是正に関する対応方針 
・緊急時連絡体制等 
・設備改善提案等 

16 その他、必要な事項 ・施設の腐食対策 
・環境対策 
・備品及び工具等の貸与品一覧等 
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別紙 11 想定流入水量及び想定流入水質等 

 第 30 条に定める想定流入水量及び想定流入水質等は次のとおりとする。 

想 定 流 入 水 量 

 項 目 流入量 

１ 日平均流入量  ｍ3/日 157,400 

２ 日最大流入量  ｍ3/日 203,300 

３ 時間最大流入量 ｍ3/時 12,254 

４ 年間流入量    ｍ3/年 57,451,000 

 ※想定流量は、直近の事業計画書（令和５年度変更）の事業計画欄の値とする。 

（年間流入量＝日平均流入量×365 日より算定する） 

 

 

想 定 流 入 水 質  

 項 目 水 質 

１ 温度                   ℃ 45未満 

２ ｐＨ ５を超え９未満 

３ 

 

ヘキサン抽出物質 

(鉱油類）       mg/l 

５以下 

４ 

 

ヘキサン抽出物質 

(動植物油脂類）    mg/l 

30以下 

 

５ よう素消費量          mg/l 220未満 

６ ＢＯＤ              mg/l 170未満 

７ ＣＯＤ              mg/l 100未満 

８ ＳＳ               mg/l 140未満 

９ 全窒素              mg/l 33.0未満 

10 全りん              mg/l 4.10未満 

11 下水道法施行令第９条の４第１

項各号に掲げる項目 

 

   基準値以下 

(ｱﾙｷﾙ水銀については、

検出されないこと) 

 

 

想定脱水ケ－キ生成量  

 項 目 生成量 

１ 脱水ケーキ生成量  t/日  68.2 

 

想定脱水ケーキ生成量は、既往生成量（令和元年度から令和５年度までの５カ年）から算定。 

 

 新規接続箇所の増加などにより想定流入水量、想定流入水質等に変更がある場合、委託者は受託者

にその都度通知する。 
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別紙 12 性能基準及び目標とすべき管理基準 

 第 30 条に定める性能基準の内容は次のとおりとする。 

処 理 水 の 水 質 に 関 す る 基 準 

 項 目 基 準 値 

１ ｐＨ      5.8以上 8.6以下 

２ ＢＯＤ    25(20)  mg/l以下   

３ ＳＳ    90(40)  mg/l以下 

４ 大腸菌数   （800） CFU/ml以下 

５ 全窒素    120(60)   mg/l以下   

６ 全りん    16(８)   mg/l以下 

７ ＣＯＤ汚濁負荷量   4,105.6  kg/日以下  Ｃ：20,20,20mg/l  

８ 窒素汚濁負荷量   3,079.2  kg/日以下  Ｃ：15,15mg/l 

９ りん汚濁負荷量    381.32 kg/日以下  Ｃ：2,1mg/l   

                                             （  ）内は、日間平均基準値 

 

ばいじん等に含まれるダイオキシン類の量に関する基準 

 項 目 基 準 値 

１ ダイオキシン類含有量 ３ng-TEQ/g以下 

 

 なお、契約期間中に法令及び基準等が改正されたときは、改正後の数値とする。 

 

 

 また、第 30 条に定める目標とすべき管理基準の内容は次のとおりとする。 

処 理 水 の 水 質 に 関 す る 管 理 基 準 

 項 目 
各回測定値が満足すべき目標値 

（日間平均値） 
年平均値が満足すべき目標値 

１ ｐＨ   5.8以上 8.6以下   5.8以上 8.6以下 

２ ＢＯＤ    8.4    mg/l以下    7.1    mg/l以下 

３ ＣＯＤ   12.9  mg/l以下   11.4  mg/l以下 

４ ＳＳ   ７   mg/l以下   ７   mg/l以下 

５ 大腸菌数   800   CFU/ml以下    80  CFU/ml以下 

６ 全窒素   12   mg/l以下   10  mg/l以下 

７ 全りん   1.7   mg/l以下   1.6  mg/l以下 

                                                      

 

汚 泥 の 性 状 に 関 す る 目 標 

   項    目 各回測定値が満足すべき目標値 年平均値が満足すべき目標値 

１ 汚泥脱水ケーキ含水率     83.0％以下       83.0％以下 

２ 汚泥脱水ケーキ生成率          －    0.496 t/千m3以下 

 

 

契 約 電 力 量 の 上 限 値 

 項 目 上 限 値 

１ 契約電力量   ｋＷ 5,600 
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別紙 13 支給材料 

 第 34 条に定める支給材料の内容は次のとおりとする。 

支 給 材 料 一 覧 

 項 目 摘 要 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補修用 

  共通資材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルブ、Ｖベルト、オイルシール、パッキン、ボルト、ナット、ヒュー

ズ、ランプ、ベアリング、減圧弁、配管材料（パイプ、電線管、エルボ

、チーズ、ストレーナなど）、 シールテープ、液体ガスケット、自己

融着テープ（ラップシール）、電工材料、コーキング材、塩ビ用接着剤

、網戸用品、チェーン、硫化水素防止剤（ゼラスト）、ブレーカー（MC

）、逆止弁、シャーピン、電磁弁、電動弁、リレー、タイマー、ＣＲＣ

、ガス検知管（硫化水素用）、番線、圧力計、オードトレンラップ、ホ

ース（バード）、コンプレッサー消耗品、プーリー、接点復活剤、ガス

漏れ検知剤（スプレータイプ）、エアレギュレーター、 

ｐH計用KCI、指示計器類（電流、電圧、流量など）、キュービクル用フ

ァン類、吸湿剤（ドライペットなど盤内で使用）、コンプレッサー用フ

ィルター、照明器具及びその部材（安定器などを含む）、電球類、 

中央操作室等の出力用機器の消耗品（インク、記録用紙・メディア等）

、ボールタップ、継ぎ手、ケーブル、使い捨てカッパ、棒電極、帯電極

、レベルレギュレーター、フロートなしスイッチ、コンセント類、スイ

ッチ類（リモコンスイッチ、圧力スイッチ、リミットスイッチ、押しボ

タン式などを含む） 

２ 

 

 

 

水処理施設用

資材 

 

 

スカムスキマー用近接スイッチ・ブラケットなど、食用シリコン、 

沈砂池し渣搬出機用ローラーなど、ｐH計付属品、ORP計付属品、 

DO計付属品、透視度計、ＵＶ計部品、電極消耗品、残留塩素計試薬、 

イオン交換樹脂 

３ 

 

 

汚泥処理施設

用資材 

 

水分計用赤外線ランプ、分析計用ボンベ類、ボイラー用ゲージグラス、

軟水・硬水判定指示薬、脱水ケーキ搬出機用ローラーなど、 

脱水機用ゴム板、スクレーパ 

４ 

 

水処理電気棟 

 

段ボール箱、ストレッチフィルム、梱包用ひも、二方差しパレット、布

粘着テープなど製造運搬に必要なもの 

 

本表に記載のない資材等の扱いについては、その都度、甲乙協議するものとする。 
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別紙 14  消耗品等 

 第 38 条に定める消耗品等の内容は次のとおりとする。 

消 耗 品 等 一 覧 

 項 目 摘 要 

１ 潤滑油類等 補充及び交換用オイル、グリース等 

２ 塗装材料等 補修用塗料、希釈剤、刷毛等 

３ 報告記録用紙等 中央操作室等の出力用機器に係るものを除く 

４ 

 

 

 

 

 

什器・備品 

 

 

 

 

 

連絡用自動車、作業車、自転車、写真機 

電話機、事務用机類、事務用椅子類、書庫類、

複写機、ファクシミリ、パソコン、テレビ、被

服類、下足箱、傘立て、掃除具収納庫、ロッカ

ー類、茶器類、寝具類、洗濯機、履物類など事

務室及び休憩室等で使用するもの 

５ 

 

保守点検・修繕用工具

類及び測定器具類 

投光器、特殊工具、溶接棒 

酸素濃度計、ガス検知器など作業員用の器具 

６ 

 

 

安全管理器具類 

 

 

酸欠作業用送風機材、防塵メガネ、防塵マスク

、雨具、長靴、安全靴、手袋、ヘルメット、安

全ロープ、安全標識など作業員用の器具  

７ 

 

水質検査用試薬及び検

査用器具 

 

 

８ 

 

水処理及び汚泥処理用

薬品 

固形塩素剤、キレート、清缶剤、並塩等 

 

９ 

 

整備用品 

 

掃除用具、ウエス、洗浄油類など事務室及び休

憩室等で使用するもの 

10 

 

衛生用品 

 

石鹸、消毒液、救急用薬品など作業員が使用す

るもの 

11 日用品 事務室及び休憩室等で使用するもの 

12 事務用品  

 

 令和 6 年度以前に委託者が受託者に貸与している上表の消耗品等については、委託者の承認を得

て、継続使用を認める。 
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（令和６年３月３１日時点）

備品コード 所在地名称 分類(大)名称 分類(中)名称 分類(小)名称 品名 取得日 備考 現在の異動区分

1 2023004001 洛西 備品 試験・分析機器類 分析機器類 クロマトグラフ装置 R6.2.19 島津製作所製 陰イオンクロマトグラフ HIC-ESP 貸付
2 2022004003 洛西 備品 試験・分析機器類 分析機器類 クロマトグラフ装置 R5.3.6 ガスクロマトグラフシステム ＧＣ−２０１４ＡＴＦ 貸付

3 2022004002 洛西 備品 車両・船舶類 自動車両類 特殊作業自動車 R5.2.24 ニチユバッテリーフォークリフト ＦＢ２５Ｐ 貸付

4 2022004001 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 R4.4.19 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ型透視度ｾﾝｻ 笠原理化工業 TP-10Z 貸付
5 2021004010 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 R3.12.9 冷蔵薬品保管庫 PHC製 MPR-S500H 貸付
6 2021004009 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 滅菌器 R3.11.26 乾燥機付きｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ ﾄﾐｰ精巧製 SDL-320 貸付

7 2021004008 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 R3.11.22 送風定温恒温器 ﾔﾏﾄ科学製
DKN812

貸付

8 2021004007 洛西 備品 計測機器類 その他の計測機器類 光度計 R3.11.19 紫外可視分光光度計 島津製作所製 ＵＶ−１９００ｉ 貸付

9 2021004006 洛西 備品 計測機器類 理学測定機器類 はかり R3.11.11
電子天秤 ｻﾞﾄﾘｳｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ製
CUBIS Ⅱ天秤 MCA225S-
2S01-A

貸付

10 2021004001 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 R3.9.16 マルチガスモニター（理研計器（株）製 GX-3R） 貸付
11 2021004002 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 R3.9.16 マルチガスモニター（理研計器（株）製 GX-3R） 貸付
12 2021004003 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 R3.9.16 マルチガスモニター（理研計器（株）製 GX-3R） 貸付
13 2021004004 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 R3.9.16 マルチガスモニター（理研計器（株）製 GX-3R） 貸付
14 2021004005 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 R3.9.16 マルチガスモニター（理研計器（株）製 GX-3R） 貸付
15 2020004004 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 電気炉 R3.3.18 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ東洋 電気マッフル炉 FUW263PB 貸付
16 2020004003 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 洗浄器 R3.3.9 Steelco 自動洗浄装置 LAB500SCL 貸付
17 2020004002 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 ＰＨメーター R3.2.9 堀場 卓上型ｐＨ計 F-73S 貸付
18 2019004008 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 電気炉 R2.3.18 電気マッフル炉 FUW263PB 貸付
19 2019004007 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 純水製造装置 R2.2.13 超純水製造装置 Direct-quv3 貸付
20 2019004006 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 純水製造装置 R2.2.10 オートスチル WA-731 貸付
21 2019004002 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 R1.12.5 自動滴定装置 COM-A19SC1712ｼｽﾃﾑ 貸付
22 2019004003 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 ＰＨメーター R1.12.5 卓上型水質分析計 F-73S 貸付
23 2019004004 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 濃度計 R1.12.5 ポータブル汚泥濃度計 ML-54型 貸付
24 2019004001 洛西 備品 計測機器類 理学測定機器類 その他の理学測定機器 R1.11.26 電子天秤 GX-4000 貸付
25 '1810179396 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H31.2.4 保冷庫UKS-3610DHC 日本ﾌﾘｰｻﾞｰ製 貸付
26 '1810176438 洛西 備品 室内用品・器具類 消防・防災器具類 その他の消防・防災器具 H30.11.21 空気呼吸器 ﾗｲﾌｾﾞﾑ KD30-cs 貸付
27 '1810176426 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 その他の動力機械 H30.11.15   高圧洗浄機 有光TRY-01B 60HZ 貸付
28 '1810176402 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 遠心器 H30.11.8 日立工機ＣＴ６Ｅ 遠心分離機 貸付
29 '1810176321 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 水分計 H30.11.2 MOC-120H 島津製作所製 貸付
30 '1810176322 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 水分計 H30.11.2 MOC-120H 島津製作所製 貸付
31 '1810176323 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 湯煎器 H30.11.1 CDG-15A 宮本理研 貸付
32 '1810176325 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 採水器 H30.11.1   ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ自動採水器 LYSAM-MS ｴﾇｹｰｴｽ 貸付
33 '1810176271 洛西 備品 光学機械器具類 その他の光学機器類 その他の光学機器 H30.10.25 顕微鏡写真撮影装置 ｵﾘﾝﾊﾟｽ顕微鏡ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ一式 貸付
34 '1810176249 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H30.10.22 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾋﾞｭｯﾋ社 v-302 ﾊﾞｷｭｰﾑﾎﾟﾝﾌﾟ 貸付
35 '1810176206 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H30.10.11 自動滴定装置 ﾄﾞｼﾞﾏｯﾄﾌﾟﾗｽ 876/B-50 貸付
36 '1810176207 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H30.10.11 自動滴定装置 ﾄﾞｼﾞﾏｯﾄﾌﾟﾗｽ 876/B-50 貸付
37 '1710172673 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 H30.3.2 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ汚泥濃度計 MLｰ54 ｾﾝﾄﾗﾙ科学製 貸付
38 '1710172136 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H29.12.14 湯煎器 宮本理研 CDG-15A 貸付
39 '1710172137 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H29.12.14 湯煎器 宮本理研 CDG-24Ｓ 貸付
40 '1710172027 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 試料乾燥器 H29.12.4 定温乾燥器 ﾔﾏﾄ科学製 DVS602 貸付
41 '1710172028 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 洗浄器 H29.12.4 ﾔﾏﾄ科学製 AW31 超音波ﾋﾟﾍﾟｯﾄ洗浄器 貸付
42 '1710171991 洛西 備品 試験・分析機器類 分析機器類 クロマトグラフ装置 H29.11.28 陽ｲｵﾝ用ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 島津製 prominennceHIC-NS 一式 貸付
43 '1710171965 洛西 備品 光学機械器具類 その他の光学機器類 顕微鏡附属装置 H29.11.16 顕微鏡ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ 1式 AdvanCam-HD1080  ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾋﾞｼﾞｮﾝ社製 貸付
44 '1710171932 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H29.11.9 孵卵器(ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ)ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ MIR-254-PJ 貸付
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45 '1710171850 洛西 備品 機械・器具類 その他の機械器具類 その他の機械器具 H29.10.19                       高圧洗浄機 TRY-345-2 有光製高圧洗浄機 TRY-345-2 有光工業(株) 貸付
46 '1710171851 洛西 備品 機械・器具類 その他の機械器具類 その他の機械器具 H29.10.19                       高圧洗浄機 TRY-345-2 有光製高圧洗浄機 TRY-345-2 有光工業(株) 貸付
47 '1710171282 洛西 備品 機械・器具類 その他の機械器具類 チェンブロック H29.9.26 (株)ﾆｯﾁ製 EC40100 電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 貸付
48 '1610166828 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 加熱機器 H29.3.2 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素分解装置 KRD-6SO なかやま理化 貸付
49 '1610166829 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 加熱機器 H29.3.2 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素分解装置 KRD-6SO なかやま理化 貸付
50 '1610166830 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 加熱機器 H29.3.2 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素分解装置 KRD-4SO なかやま理化 貸付
51 '1610166831 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H29.2.20 B-100Bti 飯島電子製 BOD測定ｼｽﾃﾑ 貸付
52 '1610166815 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 遠心器 H29.2.10 日立工機 CT6E １台 貸付
53 '1610166889 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 滅菌器 H29.2.9 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ ﾔﾏﾄ科学 SN-500 貸付
54 '1610164465 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 採水器 H29.2.2 ｴﾇｹｰｴｽ製 LYSAM-MS ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ自動採水器  貸付
55 '1610164466 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 採水器 H29.2.2 ｴﾇｹｰｴｽ製 LYSAM-MS ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ自動採水器  貸付
56 '1610164467 洛西 備品 計測機器類 度量衡測定機器類 その他の度量衡測定機器 H29.2.2 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ流速計 PVMｰ3i ｴﾇｹｰｴｽ 貸付
57 '1610163614 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 水分計 H28.11.9 ｹｯﾄ科学研究所製 赤外水分計 FD-720 貸付
58 '1610163615 洛西 備品 計測機器類 理学測定機器類 はかり H28.11.9 AｱﾝﾄﾞD社製 電子天秤 GF-20K 貸付
59 '1510150339 洛西 備品 軽機械・用具類 厨房機器類 製氷機 H28.3.14 ﾎｼｻﾞｷ ＩＭー２５Ｍー１ 貸付
60 '1510150340 洛西 備品 軽機械・用具類 厨房機器類 冷蔵庫 H28.3.10 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ 薬用冷蔵ｼｮｰｹｰｽ MPRｰ162DCNｰPJ 貸付
61 '1510159315 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 ＰＨメーター H28.2.26 東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ社製 携帯型 HM-31P 貸付
62 '1510159316 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 ＰＨメーター H28.2.26 東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ社製 携帯型 HM-31P 貸付
63 '1510147723 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 採水器 H28.1.28 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ自動採水器 ｴﾇｹｰｴｽ LYSAM-Ms 貸付
64 '1510147724 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 採水器 H28.1.28 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ自動採水器 ｴﾇｹｰｴｽ LYSAM-Ms 貸付
65 '1510147725 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 採水器 H28.1.28 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ自動採水器 ｴﾇｹｰｴｽ LYSAM-Ms 貸付
66 '1510147564 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 蒸りゅう装置 H27.12.22 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素蒸留装置 中山理化DFｰ5Ⅱ 貸付
67 '1510147565 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 蒸りゅう装置 H27.12.22 揮発性有機酸測定用蒸留装置 DFｰⅡ改造ﾀｲﾌﾟ 貸付
68 '1510147567 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 水分計 H27.12.3 島津製 MOCｰ120Ｈ 貸付
69 '1410137946 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 洗浄器 H27.3.24 全自動洗浄機一式 ミーレ社製 G7883LAB 貸付
70 '1410138029 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 遠心器 H27.2.27 遠心分離器一式 久保田社製（ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ遠心器 8420､ｽｲﾝｸﾞﾛｰﾀｰ、ｱﾙﾐﾊﾞｹｯﾄ） 貸付
71 '1410138028 洛西 備品 計測機器類 その他の計測機器類 光度計 H27.2.20 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｰﾑ分光光度計 U-2900 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ製 貸付
72 '1410138030 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H27.2.19 溶存酸素計 YSIモデルProODO 蛍光式DOﾒｰﾀｰ本体、温度ｾﾝｻｰ付ｹｰﾌﾞﾙ 貸付
73 '1410138031 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H27.2.19 溶存酸素計 YSIモデルProODO 蛍光式DOﾒｰﾀｰ本体、温度ｾﾝｻｰ付ｹｰﾌﾞﾙ 貸付
74 '1410132667 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H27.2.5 冷凍機付ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰMIR-554 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 貸付
75 '1410131766 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 ろ過装置 H26.12.25 ﾊﾝﾃﾞｨｱｽﾋﾟﾚｰﾀｰ ﾔﾏﾄ科学製WPｰ51 貸付
76 '1310113361 洛西 備品 事務用機械器具類 情報処理機器類 データー処理装置 H25.9.11 データー処理用ＰＣ、ＶＡＬＵＥＳＴＡＲ ＧタイプＬ 貸付
77 '1310113362 洛西 備品 事務用機械器具類 情報処理機器類 データー処理装置 H25.9.11 データー処理用ＰＣ、ＶＡＬＵＥＳＴＡＲ ＧタイプＬ 貸付
78 '1310113408 洛西 備品 電気・通信器具類 電気器具類 電気洗濯機 H25.9.10 日立全自動洗濯機 ＢＷ−９ＳＶ 貸付
79 '1310112182 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H25.8.27 自動滴定装置 メトローム社製 電動ビュレット 貸付
80 '1310112183 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H25.8.27 自動滴定装置 メトローム社製 電動ビュレット 貸付
81 '1310112184 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H25.8.27 自動滴定装置 メトローム社製 電動ビュレット 貸付
82 '1310110530 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H25.6.17 ヤマト科学製定温乾燥器 ＤＶＳ６０２ 貸付
83 '1310108525 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 ＰＨメーター H25.5.16 貸付
84 '1210098704 洛西 備品 試験・分析機器類 分析機器類 クロマトグラフ装置 H24.12.7 【物品調達】 商品名：イオンクロマトグラフ，取得金額：6510000，総額：6510000，単位：式，数量：1，取引先：㈱ジェイ・サイエンス関西 京都支店，取引先電話番号：075-681-8261 貸付
85 '1110095462 洛西 備品 計測機器類 その他の計測機器類 その他の計測機器 H24.3.30 消化ガス分析装置 島津ガスクロマトグラフ 貸付
86 '1110086140 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H23.8.4 溶存酸素計 ４台 (洛西) 貸付
87 '1110086141 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H23.8.4 溶存酸素計 ４台 (洛西) 貸付
88 '1110086142 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H23.8.4 溶存酸素計 ４台 (洛西) 貸付
89 '1110086143 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H23.8.4 溶存酸素計 ４台 (洛西) 貸付
90 '1010068620 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H23.3.3 ケルダール窒素迅速蒸留装置（株）なかやま理化製作所 ＤＦ−５Ⅱ型 貸付
91 '0710031546 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 滅菌器 H20.12.16 貸付
92 '0710030860 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H20.10.29 自動採水装置  貸付
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93 '0710026936 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 H20.10.15 ポータブル汚泥濃度計，取得金額：1155000，数量：2台，クアナ技研㈱ 貸付
94 '0710014268 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 蒸りゅう装置 H20.3.25 蒸留装置，取得金額：2079000，1台，京都理化学器械㈱ 貸付
95 '0710015390 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 乾燥保管庫 H20.3.11 貸付
96 '0710008875 洛西 備品 計測機器類 理学測定機器類 その他の理学測定機器 H19.11.27 コロニーカウンター  貸付
97 '0610020098 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 溶存酸素計 H19.3.15 貸付
98 '0610020094 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 遠心器 H19.2.23 貸付
99 '0610020097 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 ふ卵器 H19.2.23 貸付

100 '0610012580 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H19.2.8   自動滴定装置 マルチドジマット５０ｍｌ交換ユニット付（所在：水質試験室） 貸付
101 '0610008332 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 H18.3.30 ＰＨ等水質モニタリング計 別紙 貸付
102 '0610008583 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 その他の化学測定機器 H18.3.28 硫化水素連続モニタ 別紙 貸付
103 '0610008539 洛西 備品 光学機械器具類 その他の光学機器類 その他の光学機器 H17.3.18 写真撮影装置付顕微鏡 佐野機械 貸付
104 '0610008123 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H17.2.28 ケルダール窒素迅速蒸留装置 クアナ技研 貸付
105 '0610008124 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H17.2.28 ケルダール窒素迅速蒸留装置 クアナ技研 貸付
106 '0610008544 洛西 備品 試験・分析機器類 材料試験機類 耐圧試験機 H16.3.31 ムサシインテックＮｏ．３８４０ 貸付
107 '0610008545 洛西 備品 試験・分析機器類 材料試験機類 その他の材料試験機 H16.3.31 活線防具試験用水槽 ムサシインテックＮＯ．３８５０ 貸付
108 '0610008178 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 ろ過装置 H14.12.3 貸付
109 '0610008556 洛西 備品 計測機器類 度量衡測定機器類 その他の度量衡測定機器 H12.3.31 測定装置 平沼水銀測定装置ＨＧ−３００ 貸付
110 '0610008612 洛西 備品 計測機器類 電気的測定機器類 その他の電気的測定機器 H11.2.12 保護継電器試験装置 双興電機製作所ＤＭＣ−２５Ａ 貸付
111 '0610008111 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 ホモジナイザー H10.11.12 日本精機ＵＳ−６００Ｔ型 貸付
112 '0610008441 洛西 備品 机・椅子類 台類 作業台 H10.2.6 作業台 日本スチール家具ＷＭ−６２５ＴＫ４４ 貸付
113 '0610008297 洛西 備品 電気・通信器具類 電気器具類 照明器具 H9.12.5 パラアックス投光器ＭＰＤ−１５０Ｗ 貸付
114 '0610008562 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 ＰＨメーター H9.1.13   ＨＯＲＩＢＡ（所在：水質試験室） 貸付
115 '0610008552 洛西 備品 試験・分析機器類 分析機器類 その他の分析装置 H8.12.18 水素化発生装置 ジャーレルアッシュ製ＨＹＤ−１０型 貸付
116 '0610008550 洛西 備品 試験・分析機器類 分析機器類 その他の分析装置 H8.11.29 ＴＯＣ計 （株）島津製作所製ＴＯＣー５０００Ａ全自 貸付
117 '0610008203 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 ポンプ H8.10.11 （株）鶴見製作所高揚程水中ポンプＫＴＺ 貸付
118 '0610008204 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 ポンプ H8.10.11 （株）鶴見製作所高揚程水中ポンプＫＴＺ 貸付
119 '0610008205 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 ポンプ H8.10.11 （株）鶴見製作所高揚程水中ポンプＫＴＺ 貸付
120 '0610008206 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 ポンプ H8.10.11 （株）鶴見製作所高揚程水中ポンプＫＴＺ 貸付
121 '0610008230 洛西 備品 機械・器具類 工作機械類 旋盤 H8.9.6 レッキス工業パイプマシン９０Ａ−３ 貸付
122 '0610008113 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 振とう器 H8.9.5 宮本理研ＭＷ−４Ｒ、ロ−トホルダー８本 貸付
123 '0610008255 洛西 備品 機械・器具類 その他の機械器具類 その他の機械器具 H8.8.23 ローリングタワー ハセガワセルコンタワーＬ１−４−５、２ 貸付
124 '0610008590 洛西 備品 計測機器類 理学測定機器類 はかり H7.12.5 はかり ＳＨＩＭＡＤＺＵ精密電子天秤ＥＢ−６ 貸付
125 '0610008180 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 ろ過装置 H7.11.2 宮本理研ＳＳろ過装置、ヤマトハンディアス 貸付
126 '0610008624 洛西 備品 計測機器類 その他の計測機器類 その他の計測機器 H7.8.18 原子吸光光度計 日本ジャーレルアッシュＡＡ−８９０Ａ 貸付
127 '0610008254 洛西 備品 機械・器具類 その他の機械器具類 その他の機械器具 H7.6.12 ローリングタワー ハセガワセルコンタワーＬ１−４ 貸付
128 '0610008192 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H6.9.20 自動採水装置 エヌ・ケ−・エスＳ−４８００Ｘ付属品付 貸付
129 '0610008193 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H6.9.20 自動採水装置 エヌ・ケ−・エスＳ−４８００Ｘ付属品付 貸付
130 '0610008227 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 その他の動力機械 H6.8.8 電動式開閉機 セイワハンドラーＵＤＡ−２ 貸付
131 '0610008210 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 その他の動力機械 H5.12.13   高圧洗浄機 ＫＵＢＯＴＡ ＧＳ１５０−２Ｄ（所在：塩素棟） 貸付
132 '0610008589 洛西 備品 計測機器類 理学測定機器類 はかり H4.3.31 はかり  貸付
133 '0610008088 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 かくはん器 H3.12.31   ＨＳ３６０（所在：Ａ倉庫） 貸付
134 '0610008089 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 かくはん器 H3.12.31   ヤマトＭ６６（所在：Ａ倉庫） 貸付
135 '0610008097 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 かくはん器 H3.12.31   ＨＳ３６０（所在：水質試験室） 貸付
136 '0610008098 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 かくはん器 H3.12.31   ＨＳ３６０（所在：水質試験室） 貸付
137 '0610008119 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 汚泥分解用高圧るつぼ  貸付
138 '0610008120 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 汚泥分解用高圧るつぼ  貸付
139 '0610008131 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動滴定装置  貸付
140 '0610008135 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
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（令和６年３月３１日時点）
貸与備品一覧表

141 '0610008136 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
142 '0610008137 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
143 '0610008138 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
144 '0610008139 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
145 '0610008140 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
146 '0610008141 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動バュイレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
147 '0610008142 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
148 '0610008143 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
149 '0610008144 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 自動ビュレット （所在：水質試験室理化学室） 貸付
150 '0610008148 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 白金蒸発皿  貸付
151 '0610008149 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 白金蒸発皿  貸付
152 '0610008150 洛西 備品 理化学機器類 化学機器類 その他の化学機器 H3.12.31 白金るつぼ  貸付
153 '0610008179 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 ろ過装置 H3.12.31 貸付
154 '0610008201 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H3.12.31 薬品収納箱  貸付
155 '0610008202 洛西 備品 理化学機器類 その他の理化学機器類 その他の理化学機器 H3.12.31 薬品収納箱  貸付
156 '0610008207 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 コンプレッサー H3.12.31 貸付
157 '0610008226 洛西 備品 機械・器具類 動力機械類 その他の動力機械 H3.12.31 送液定量ポンプ ｃｏｌｅ−ｐａｒｍｅｒＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔ ｃｏｍｐａｎｙ７５５３−７０（所在：塩素棟） 貸付
158 '0610008280 洛西 備品 電気・通信器具類 電気器具類 ビデオデッキ H3.12.31 貸付
159 '0610008315 洛西 備品 室内用品・器具類 消防・防災器具類 その他の消防・防災器具 H3.12.31 空気呼吸器  貸付
160 '0610008316 洛西 備品 室内用品・器具類 消防・防災器具類 その他の消防・防災器具 H3.12.31 空気呼吸器  貸付
161 '0610008317 洛西 備品 室内用品・器具類 消防・防災器具類 その他の消防・防災器具 H3.12.31 空気呼吸器  貸付
162 '0610008438 洛西 備品 机・椅子類 台類 作業台 H3.12.31 作業台  貸付
163 '0610008472 洛西 備品 棚・箱類 棚類 その他の棚 H3.12.31 乾燥棚  貸付
164 '0610008538 洛西 備品 光学機械器具類 その他の光学機器類 顕微鏡 H3.12.31 貸付
165 '0610008540 洛西 備品 光学機械器具類 その他の光学機器類 その他の光学機器 H3.12.31 写真撮影装置付顕微鏡  貸付
166 '0610008541 洛西 備品 光学機械器具類 その他の光学機器類 その他の光学機器 H3.12.31 写真撮影装置付顕微鏡  貸付
167 '0610008557 洛西 備品 計測機器類 化学測定機器類 濃度計 H3.12.31   笠原理化工業 ＫＳ−２０型（所在：管理棟１Ｆ倉庫） 貸付
168 '0610008616 洛西 備品 計測機器類 気象測定機器類 風速（力）計 H3.12.31 貸付
169 '0610008623 洛西 備品 計測機器類 その他の計測機器類 その他の計測機器 H3.12.31 記録計  貸付
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い ろ は 呑 龍 ト ン ネ ル 運 転 管 理 ・ 保 守 点 検 業 務 委 託  

特 記 仕 様 書  

 

 

 

 

 

 

    業 務 名  令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 桂 川 右 岸 流 域 下 水 道 い ろ は 呑 龍 ト ン ネ ル 運 転 管 理 業 務 委 託  

            流 ７ 桂 川 右 岸 雨 水 第 １ ３ 号 の ４ 、 流 ８ 桂 川 右 岸 雨 水 第 １ ３ 号 の ４  

        流 ９ 桂 川 右 岸 雨 水 第 １ ３ 号 の ４  

    業 務 場 所   長 岡 京 市 勝 竜 寺 樋 ノ 口 ほ か 地 内  
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京 都 府 流 域 下 水 道 事 務 所  
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第 Ⅰ 章  総 則  

 

第 １ 条 （ 総  則 ）  

    本 業 務 の 履 行 に あ た っ て は 、 本 特 記 仕 様 書 に よ る ほ か 、 「 桂 川 右 岸 流 域 下 水 道 雨 水 対 策 事 業 待 機 要 領

（ 案 ） 」 「 北 幹 線 第 ２ 号 ・ 第 ３ 号 管 渠 運 転 操 作 要 領 」 、 「 呑 龍 ポ ン プ 場 操 作 要 領 （ 案 ） 」 及 び 「 測 量 業 務 共 通

仕 様 書 （ 案 ） （ 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 京 都 府 ） 」 及 び 「 下 水 道 施 設 機 械 ・ 電 気 設 備 点 検 基 準 （ 下 水 道 施 設 維 持 管 理 積

算 要 領 － 終 末 処 理 場 ・ ポ ン プ 場 施 設 編 － 2 0 2 0 年 版（ 社 ）日 本 下 水 道 協 会 ）」（ 以 下 、「 共 通 仕 様 書 」と い う 。）

に よ る も の と す る 。  

 

第 ２ 条 （ 主 な 対 象 設 備 ）  

   本 業 務 の 主 た る 対 象 設 備 は 、 下 記 の と お り と す る 。  

②  北 幹 線 管 渠  

   ② 南 幹 線 管 渠  

   ③ 乙 訓 ポ ン プ 場  

    ・ ポ ン プ 設 備  水 中 渦 巻 斜 流 ポ ン プ 、 吐 出 能 力 ０ ． １ ５ ㎥ ／ S、 ２ 台  

       ・ 電 気 設 備   一 式  

1-2-3



    ・ 換 気 設 備     一 式  

   ④ 呑 龍 ポ ン プ 場 （ 暫 定 供 用 時 、 出 水 期 の み 運 用 す る ）  

      ・ ポ ン プ 設 備  立 軸 渦 巻 斜 流 ポ ン プ 、 吐 出 能 力 ５ ㎥ ／ S、 ３ 台  

      ・ 電 気 設 備   受 電 電 圧 ６ ， ６ ０ ０ Ｖ （ １ 回 線 受 電 ）  

           自 家 発 電 設 備  

   ⑤ 流 入 渠  

   ⑥ 放 流 渠  

   ⑦ ゲ ー ト  

    ⑧ 洛 西 ・ 寺 戸 ４ 接 続 施 設  

     ・ ゲ ー ト 設 備  ・ 電 気 設 備  ・ 接 続 管 渠 ゲ ー ト 設 備  

    ・ 電 気 設 備  一 式  

   ⑨ 石 田 川 接 続 施 設  

      ・ ゲ ー ト 設 備  ・ 電 気 設 備  ・ 接 続 管 渠   

    ・ 電 気 設 備  一 式  

     ⑩ 和 井 川 接 続 施 設  

    ・ ゲ ー ト 設 備  ・ 電 気 設 備  ・ 接 続 管 渠  
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   ⑪ 五 間 堀 川 ５ 接 続 施 設  

       ・ ゲ ー ト 設 備  ・ 電 気 設 備  ・ 接 続 管 渠  

   ⑫ 五 間 堀 川 ‐ ２ ・ ３ 号 接 続 施 設  

・ ゲ ー ト 設 備  ・ 電 気 設 備  ・ 接 続 管 渠  

⑬ 監 視 装 置  

    ・ 中 央 監 視 室  ・ 監 視 施 設  ・ 光 ケ ー ブ ル  ・ 監 視 カ メ ラ  ・ 現 場 操 作 盤  ・ 水 位 計  

   ⑭ 寺 戸 ‐ １ 接 続 施 設  

・ ゲ ー ト 設 備  ・ 電 気 設 備  ・ 接 続 管 渠  

⑮ 寺 戸 ‐ １ 接 続 施 設  

・ ゲ ー ト 設 備  ・ 電 気 設 備  ・ 接 続 管 渠  ・ ポ ン プ 設 備  

第 ３ 条 （ 業 務 期 間 ）  

   業 務 期 間 は 下 記 の と お り と す る 。  

      （ 契 約 日 ） か ら 令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 

第 Ⅱ 章  運 転 管 理  
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第 ４ 条 （ 運 転 管 理 業 務 の 体 制 及 び 開 始 ）  

      向 日 市 か 長 岡 京 市 に 大 雨 洪 水 注 意 報 （ 浸 水 害 ） が 発 令 さ れ た 場 合 、 ま た は 、 向 日 市 か 長 岡 京 市 に 大 雨 洪

水 警 報 （ 浸 水 害 ） が 発 令 さ れ た 場 合 、 洛 西 浄 化 セ ン タ ー ４ 階 の 中 央 監 視 制 御 室 に お い て 受 託 者 待 機 要 員  

１ 名 が 運 転 管 理 に 係 る 初 期 対 応 業 務 を 専 属 し て 行 う も の と す る 。  

 貯 留 管 の 貯 留 率 が ３ ０ ％ を 越 え た 場 合 、 中 央 監 視 制 御 室 に お い て 、 受 託 者 待 機 要 員 ２ 名 が 運 転 管 理 に 係 る  

業 務 を 専 属 し て 行 う も の と す る 。  

    

 

第 ５ 条 （ 業 務 の 内 容 ）  

 実 施 に あ た っ て は 、 「 桂 川 右 岸 流 域 下 水 道 雨 水 対 策 事 業 待 機 要 領 （ 案 ） 」 「 北 幹 線 第 ２ 号 ・ 第 ３ 号 管 渠 運 転

操 作 要 領 」 、 「 呑 龍 ポ ン プ 場 操 作 要 領 」 及 び 「 下 水 道 施 設 機 械 ・ 電 気 設 備 点 検 基 準 」 に よ る ほ か 、 点 検 設 備 等

周 辺 の 清 掃 、 土 砂 堆 積 等 の 状 況 確 認 、 簡 易 な 故 障 の 修 理 等 、 監 督 職 員 と 協 議 の う え 、 以 下 の 業 務 を 進 め る も の

と す る 。 た だ し 、 乙 訓 ポ ン プ 場 排 水 操 作 は 除 く 。  

 な お 、 別 途 発 注 者 が 指 示 す る 期 間 （ 接 続 工 事 期 間 等 ） は 、 「 向 日 市 か 長 岡 京 市 」 は 「 向 日 市 」 、 「 北 ２ ・ ３

号 幹 線 管 渠 、 南 幹 線 」 は 「 北 ２ ・ ３ 号 幹 線 管 渠 」 と 読 み か え る 。  

 上 記 期 間 中 は 、 乙 訓 ポ ン プ 場 排 水 操 作 つ い て 「 北 幹 線 第 ２ 号 ・ 第 ３ 号 管 渠 運 転 操 作 要 領 」 に よ り 運 転 操 作 を
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行 う こ と 。  

 た だ し 、 電 気 主 任 技 術 者 が 行 う 保 安 管 理 業 務 は 除 く も の と す る 。  

 （ １ ） 運 転 管 理 業 務  

  【 向 日 市 か 長 岡 京 市 に 大 雨 洪 水 注 意 報 （ 浸 水 害 ） が 発 令 さ れ た 場 合 】  

   待 機 体 制 ： 受 託 者 待 機 要 員 １ 名 、 流 域 下 水 道 事 務 所 職 員 の 待 機 な し  

      〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降 雨 及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。 （ 北 幹 線 、 南 幹 線 ）  

      〇 大 雨 洪 水 警 報 （ 浸 水 害 ） 発 令 時 及 び 貯 留 開 始 時 、 流 域 下 水 道 事 務 所 職 員 に 待 機 連 絡 を 行 う 。  

    

    【 向 日 市 か 長 岡 京 市 に 大 雨 洪 水 警 報 （ 浸 水 害 ） が 発 令 さ れ た 場 合 】  

   待 機 体 制 ： 受 託 者 待 機 要 員 １ 名 、 流 域 下 水 道 事 務 所 職 員 ２ 名  

   〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降 雨 及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。 （ 北 幹 線 、 南 幹 線 ）  

      〇 呑 龍 ポ ン プ 場 ポ ン プ 運 転 時 、 関 係 機 関 に 連 絡 を 行 う 。  

   〇 調 整 池 流 入 時 や 満 水 時 、 関 係 機 関 に 連 絡 を 行 う 。  

      〇 貯 留 管 の 貯 留 率 が ３ ０ ％ を 越 え た 場 合 、 増 員 班 に 連 絡 を 行 う 。  

 

    【 貯 留 管 の 貯 留 率 が ３ ０ ％ を 越 え た 場 合 】  
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      待 機 体 制 ： 受 託 者 待 機 要 員 ２ 名 、 流 域 下 水 道 事 務 所 職 員 ６ 名  

      〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降 雨 及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。 （ 北 幹 線 、 南 幹 線 ）  

      〇 呑 龍 ポ ン プ 場 ポ ン プ 停 止 時 、 関 係 機 関 に 連 絡 を 行 う 。  

      〇 ゲ ー ト 操 作 時 、 関 係 機 関 に 連 絡 を 行 う 。  
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＜ 参  考 ＞  

 

状  況  

 

待 機 要 員  

 

受 託 者 待 機 要 員 業 務 内 容  

 

事 務 所 職 員  

 

事 務 所 職 員 業 務 内 容  

 

〇 向 日 市 か 長 岡 京 市 に

大 雨 洪 水 注 意 報 （ 浸 水

害 ） 発 令 時  

 

 

 

 

   

  １ 名  

 

 

 

 

 

〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降 雨

及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。  

〇 大 雨 洪 水 警 報 （ 浸 水 害 ）

発 令 時 及 び 貯 留 開 始 時 、 流

域 下 水 道 事 務 所 職 員 に 待 機

連 絡 を 行 う 。  

 

 

    

  －  

  （ 待 機 無 し

）   

 

 

 

         

    －  

 

 

 

 

〇 向 日 市 か 長 岡 京 市 に

大 雨 洪 水 警 報 （ 浸 水 害

 

 

  １ 名  

 

〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降 雨

及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。  

 

 

  ２ 名  

 

〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降

雨 及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。  
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） 発 令 時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 呑 龍 ポ ン プ 場 ポ ン プ 運 転

時 、 関 係 機 関 に 連 絡 を 行 う

。  

〇 満 水 時 、 関 係 機 関 に 連 絡

を 行 う 。  

〇 貯 留 管 の 貯 留 率 が ３ ０ ％

を 越 え た 場 合 、 受 託 者 増 員

班 に 連 絡 を 行 う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 呑 龍 ポ ン プ 場 ポ ン プ 運

転 時 、 関 係 機 関 に 連 絡 を

行 う 。  

〇 貯 留 管 の 貯 留 率 が ３ ０

％ を 越 え た 場 合 、 事 務 所

増 員 班 に 連 絡 を 行 う 。  

 

 

 

 

〇 向 日 市 か 長 岡 京 市 に

大 雨 洪 水 警 報 （ 浸 水 害

） 発 令 中 で 北 幹 線 ま た

は 南 幹 線 の 貯 留 率 ３ ０

％ 以 上  

 

 

  ２ 名  

 

 

 

 

〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降 雨

及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。  

〇 呑 龍 ポ ン プ 場 ポ ン プ 停 止

時 、 関 係 機 関 に 連 絡 を 行 う

。  

 

 

    ６ 名  

 

 

 

 

〇 気 象 情 報 の 確 認 及 び 降

雨 及 び 貯 留 状 況 の 監 視 。  

〇 ゲ ー ト 操 作 時 の 現 場 対

応 。  
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〇 ゲ ー ト 操 作 時 、 関 係 機 関

に 連 絡 を 行 う 。  

 

 

 

 

 

 

 

  

第 ６ 条 （ 運 転 管 理 業 務 の 終 了 ）  

      下 記 の 条 件 に よ り 、 受 託 者 待 機 要 員 の 減 員 お よ び 待 機 解 除 す る も の と す る 。  

    （ １ ） 呑 龍 ポ ン プ 場 の ポ ン プ が 稼 動 し 、 貯 留 管 の 貯 留 率 が ２ ０ ％ 以 下 と な っ た 場 合 、 受 託 者 待 機 要 員 を  

     ２ 名 か ら １ 名 に 減 員 す る 。  

  （ ２ ） 向 日 市 ・ 長 岡 京 市 の 大 雨 洪 水 警 報 （ 浸 水 害 ） が 解 除 さ れ 、 貯 留 管 の 貯 留 率 が ０ ％ と な り 、 乙 訓 警  

     戒 支 部 が 解 除 さ れ た 場 合 、 受 託 者 待 機 要 員 を １ 名 に 減 員 す る 。  

  （ ３ ） 向 日 市 ・ 長 岡 京 市 の 大 雨 洪 水 注 意 報 （ 浸 水 害 ） が 解 除 さ れ 、 貯 留 管 の 貯 留 率 が ０ ％ と な っ た 場 合 、      

受 託 者 の 待 機 を 解 除 す る も の と す る 。  
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＜ 参  考 ＞  

 

状   況  

 

受 託 者 待 機 要 員  

 

流 域 下 水 道 職 員  

 

降 雨 状 況 を 確 認 し つ つ 北 幹 線 管 渠 の 貯 留 率 が ３ ０ ％ 以 下  

 

２ 名 か ら １ 名 に

減 員  

 

６ 名 か ら ２ 名 に 減

員  

 

向 日 市 ・ 長 岡 京 市 の 大 雨 洪 水 警 報 （ 浸 水 害 ） が 解 除 さ れ 、 北

幹 管 渠 の 貯 留 率 が ０ ％ と な り 、 乙 訓 警 戒 支 部 が 解 除  

 

   １ 名  

 

 

 

２ 名 か ら 待 機 解 除  

 

 

 

向 日 市 ・ 長 岡 京 市 の 大 雨 洪 水 注 意 報 （ 浸 水 害 ） が 解 除 さ れ 、

北 幹 線 管 渠 の 貯 留 率 が ０ ％ と な っ た 場 合  

 

 

 

受 託 者 待 機 解 除  

 

 

 

 

  待 機 な し  
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第 Ⅲ 章  保 守 点 検  

第 ７ 条  

 

   （ １ ） 維 持 管 理 （ 定 期 点 検 ） 業 務  

      〇 実 施 に あ た っ て は 、 「 下 水 道 施 設 機 械 ・ 電 気 設 備 点 検 基 準 」 に よ る ほ か 、 点 検 設 備 等 周 辺 の 清 掃 、      

土 砂 堆 積 等 の 状 況 確 認 、 簡 易 な 故 障 の 修 理 等 、 監 督 職 員 と 協 議 の 上 、 以 下 の 業 務 を 進 め る も の と す      

る 。 な お 以 下 の 項 目 は 含 ま な い      

   ・ 高 度 な 専 門 技 術 を 必 要 と し 、 外 部 の 業 者 が 実 施 す る 業 務 。  

   ・ 電 気 主 任 技 術 者 が 行 う 保 安 管 理 業 務 。  

    ・ 法 定 点 検 等 特 別 な 資 格 、 専 門 技 術 を 必 要 と す る 検 査 点 検  

   ○ 保 守 点 検 作 業 の 内 容  

    １ ） 目 視 作 業  

     機 器 及 び 全 体 の 外 観 を 目 視 し 、 損 傷 、 亀 裂 、 漏 れ 、 さ び 及 び 臭 気 、 音 に よ り 正 常 か 否 か を 判 断 す る      

作 業 で あ る 。   

          例 ： 油 漏 れ 、 軸 受 け の 異 音 、 摩 耗 、 シ ー ル 面 の 当 た り 、 カ ッ プ リ ン グ の 空 隙 、 ボ ル ト の 緩 み 等  

    ２ ） 触 感 作 業  
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          機 器 に 手 を 触 れ 、 振 動 、 温 度 等 に よ り 正 常 か 否 か を 判 断 す る 作 業 で あ る 。  

     例 ： 振 動 、 グ ラ ン ド パ ッ キ ン 部 の 加 熱 等  

    ３ ） 確 認 作 業  

     各 機 器 の 圧 力 、 温 度 、 流 量 、 電 流 等 計 器 の 指 示 値 を 読 み 正 常 か 否 か を 判 断 す る 作 業 で あ り 、 目 視 及      

び 触 感 作 業 を 含 む 。  

          例 ： 電 流 、電 圧 、電 力 、吐 出 圧 、吐 出 量 、回 転 速 度 等 計 器 の 値 を 読 み 取 り 、正 常 か 否 か を 判 断 す る 。 

    ４ ） 測 定 作 業  

     各 機 器 の 摩 耗 状 態 及 び 作 動 が 、 正 常 か 否 か 測 定 機 器 (温 度 計 、 振 動 計 、 回 転 計 等 ） を 使 用 し て 調 べ      

る 作 業 で あ る 。 確 認 作 業 が 、 現 場 に 設 置 さ れ て い る 計 器 に よ り 行 わ れ る の に 対 し て 、 測 定 機 器 を 現      

場 に 持 参 し て 行 う 点 が 異 な る 。  

          例 ： 軸 受 温 度 測 定 、 振 動 測 定 、 絶 縁 抵 抗 測 定 、 塗 装 膜 厚 、 板 厚 測 定 等  

    ５ ） 調 整 作 業  

     機 器 の 正 常 状 態 か ら の ず れ を 補 正 す る た め に 行 う 作 業 で あ る 。  

     例 ： グ ラ ン ド パ ッ キ ン の 調 整 、 チ ェ ー ン の 張 り 具 合 調 整 、 ベ ル ト の 張 り 具 合 調 整 、 計 器 の 零 点 調 整      

等  

        ６ ） 点 検 清 掃 作 業  
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     機 器 の 点 検 清 掃 及 び 消 耗 品 交 換 作 業 、 部 分 的 な 塗 装 の 剥 離 部 の 補 修 塗 装 で あ る 。  

     例 ： グ ラ ン ド パ ッ キ ン 、 メ カ ニ カ ル シ ー ル 、 カ ッ プ リ ン グ ゴ ム 、 潤 滑 油 の 交 換 、 閉 塞 物 ・ ス ケ ー ル      

等 の 除 去 、 水 中 ポ ン プ 類 の 絶 縁 抵 抗 測 定 。  

     た だ し 、 性 能 に 関 わ る 分 解 作 業 は 専 門 メ ー カ ー に 委 託 す る 。  

        ７ ） 記 録 作 業  

     点 検 結 果 を 所 定 の 用 紙 に 記 録 す る 作 業 で あ る 。 必 要 に よ り 計 算 を 行 っ て 機 器 の 状 態 を 判 断 す る 。  

 

  

第 Ⅳ 章  そ の 他  

第 ７ 条 （ 消 耗 品 等 ）  

   業 務 上 、 必 要 と す る 次 の 経 費 は 、 受 注 者 で 負 担 す る 。  

  （ １ ） 潤 滑 油 類 （ 補 充 及 び 交 換 用 の オ イ ル 、 グ リ ー ス 等 ）  

  （ ２ ） 塗 料 類 （ 補 修 用 塗 料 ）  

  （ ３ ） 報 告 記 録 用 紙 類  

  （ ４ ） そ の 他 （ 電 球 、 パ ッ キ ン 等 ）  
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第 ８ 条 （ 有 資 格 者 ）  

  （ １ ） 第 ３ 種 電 気 主 任 技 術 者  

  （ ２ ） 乙 種 第 ４ 類 危 険 物 取 扱 者  

  （ ３ ） そ の 他 労 働 安 全 関 係 で 必 要 な 有 資 格 者  

 

第 ９ 条 （ 安 全 対 策 ）  

  各 立 坑 及 び 現 場 操 作 盤 に は 、 多 く の 機 械 ・ 電 気 設 備 等 が 配 置 さ れ 、 酸 素 欠 乏 や 有 毒 ガ ス の 発 生 が 起 こ る 恐  

れ が あ る た め 、 業 務 の 実 施 に あ た っ て は 、 安 全 の 確 保 を 行 う も の と す る 。  

 

第 １ ０ 条 （ 電 子 納 品 の 実 施 ）  

  （ １ ） 本 委 託 業 務 は 、 本 府 に お け る Ｃ Ａ Ｌ Ｓ ／ Ｅ Ｃ の 取 り 組 み の 一 環 と し て 電 子 納 品 の 対 象 委 託 業 務 で あ     

り 、 成 果 品 の 納 品 を 国 土 交 通 省 土 木 設 計 業 務 等 の 電 子 納 品 要 領 （ 案 ） 等 、 電 子 納 品 実 施 マ ニ ュ ア ル 及     

び 京 都 府 電 子 納 品 ガ イ ド ラ イ ン （ 案 ） に 基 づ き 実 施 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 受 注 者 は 電 子 納 品 の     

範 囲 や 電 子 デ ー タ の 作 成 方 法 等 に つ い て 、 監 督 職 員 と 業 務 着 手 ま で に 、 そ の 実 施 範 囲 等 に つ い て 協 議     

を 行 い 、 京 都 府 電 子 納 品 ガ イ ド ラ イ ン （ 案 ） で 定 め ら れ た 事 前 協 議 チ ェ ッ ク シ ー ト を 提 出 し な け れ ば     

な ら な い 。  
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    （ ２ ） 電 子 納 品 に お け る 電 子 化 に 要 す る 費 用 は 受 注 者 の 負 担 と す る 。 ま た 、 完 成 図 書 は 電 子 媒 体 で 納 品 し     

た も の を 含 む 従 来 ど お り の 紙 媒 体 で １ 部 提 出 す る も の と す る 。  

 

第 １ １ 条 （ 設 計 図 書 の 貸 与 及 び 返 却 ）  

  貸 与 す る 資 料 等 は 、 以 下 の と お り と す る 。  

 

         資 料 等 の 名 称           

 

単 位  

 

数 量  

 

 貸 与 場 所   

 

 返 納 場 所   

 

         摘   要           

 

  雨 水 北 幹 線 管 渠  

  機 械 ・ 電 気 設 備 関 係 完 成 図 書  

 

 式  

 

 

 １  

 

 

流 域 下 水 道  

事 務 所  

 

流 域 下 水 道  

事 務 所  

 

 

 

 

  呑 流 ポ ン プ 場  

  機 械 ・ 電 気 設 備 関 係 完 成 図 書  

  監 視 制 御 設 備 完 成 図 書  

 

 

 

 式  

 

 

 

 

 １  

 

 

 

流 域 下 水 道  

事 務 所  

 

 

 

流 域 下 水 道  

事 務 所  
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第 １ ２ 条 （ 土 地 の 立 入 り 等 ）  

  （ １ ） 本 業 務 を 実 施 す る 場 合 、 作 業 班 の う ち １ 名 は 必 ず 身 分 証 明 書 を 携 帯 し て 業 務 に あ た る も の と す る 。  

  （ ２ ） 身 分 証 明 書 は 、 土 地 等 の 所 有 者 、 そ の 他 関 係 人 か ら の 請 求 が あ っ た 時 は 、 こ れ を 提 示 す る も の と す      

る 。  

  （ ３ ） 身 分 証 明 書 の 内 容 に つ い て は 、 委 託 契 約 に 基 づ く 業 務 を 行 う も の で あ る こ と の 証 明 と し 、 別 に 定 め      

る 身 分 証 明 書 に 基 づ き 、 発 注 者 が 交 付 す る も の と す る 。  

  （ ４ ） 身 分 証 明 書 の 発 行 対 象 者 は 原 則 と し て 、 主 任 技 術 者 と す る 。 た だ し 、 作 業 班 の 編 成 等 に 関 連 し て 別      

途 、 必 要 と な る 場 合 は 、 契 約 後 、 速 や か に そ の 適 任 者 を 届 け 出 て 交 付 を 受 け る も の と す る 。  

  （ ５ ） 受 注 者 は 業 務 が 完 了 し た 場 合 ま た は 契 約 が 解 除 さ れ た 時 等 、 身 分 証 明 書 が 不 要 と な っ た と き は 、 遅      

滞 な く 発 注 者 に 返 却 す る も の と す る 。  

  （ ６ ） 強 制 立 入 等 で 関 係 法 令 に 基 づ く 身 分 証 明 書 に つ い て は 、 別 途 と す る 。  

  （ ７ ） 業 務 の 実 施 に 伴 う 植 物 の 伐 採 、 さ く 等 の 除 去 ま た は 土 地 、 若 し く は 工 作 物 の 一 時 使 用 に よ り 生 じ る      

損 失 に つ い て は 受 託 者 の 負 担 と す る 。  

 

第 １ ３ 条 （ そ の 他 特 記 事 項 ）  

  （ １ ） 交 通 誘 導 員 に つ い て は 、 下 表 の と お り 計 上 し て い る が 、 道 路 管 理 者 、 所 轄 警 察 署 等 と 打 合 せ の 結 果      
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条 件 変 更 に 伴 い 員 数 等 に 増 減 が 生 じ た 場 合 は 、 監 督 職 員 と 協 議 の う え 、 設 計 変 更 の 対 象 と す る 。  

 

 

    配  置  場  所  

 

  交 通 誘 導 員  

 

      編  成  

 

石 田 川 ・ 和 井 川 接 続 施 設 人 孔 付

近  

 

 

     １ ５ 名  

 

 

 

 ２ 名 ×半 日 ×（ ３ ＋ １ ２ ） 回  

 

 

    （ ２ ） 道 路 使 用 等 の 許 可 申 請 ・ 届 出 に つ い て は 受 託 者 に て 行 う も の と す る 。  

  （ ３ ） 成 果 品 納 入 後 に あ っ て も 成 果 品 に 誤 り が あ る 場 合 は 直 ち に 訂 正 す る も の と す る 。  

  （ ４ ） 雨 水 北 幹 線 洛 西 ・ 寺 戸 － ４ 接 続 施 設 に お い て 導 気 管 （ φ ３ ０ ０ ｍ ｍ ） 内 に 設 置 さ れ て い る 水 抜 き 装      

置 （ φ ２ ６ ７ ｍ ｍ ） 内 に ２ 箇 所 の 水 抜 き 孔 （ φ １ ０ ｍ ｍ ） の 清 掃 を 必 要 に 応 じ て ６ 回 ／ 年 程 度 行 う      

も の と す る 。  
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別 紙 １  

 

 

「 待 機 状 況 の 連 絡 等 」  

 

 

（ １ ） 待 機 状 況 の 連 絡  

   待 機 開 始 時 及 び 解 除 時 に 下 記 の 関 係 機 関 に Ｆ Ａ Ｘ 送 信 ま た は 電 話 に よ り 待 機 状 態 を 連 絡 す る 。  

   【 関 係 機 関 】   

       乙 訓 副 支 部  

    水 環 境 対 策 課  

    乙 訓 土 木 事 務 所  

    向 日 市 （ 都 市 整 備 部 上 下 水 道 施 設 課 ）  

 

（ ２ ） ポ ン プ 放 流 状 況 の 連 絡  

    ポ ン プ 放 流 状 況 （ 運 転 ・ 停 止 ） に つ い て 、 下 記 の 関 係 機 関 に Ｆ Ａ Ｘ 送 信 ま た は 電 話 連 絡 す る 。  
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      【 関 係 機 関 】  

        国 土 交 通 省 淀 川 河 川 事 務 所  

    国 土 交 通 省 淀 川 河 川 事 務 所 桂 川 出 張 所  

    水 環 境 対 策 課  

        京 都 市 （ 土 木 管 理 部 河 川 整 備 課 ）  

    向 日 市 （ 都 市 整 備 部 上 下 水 道 施 設 課 ）  

        長 岡 京 市 （ 上 下 水 道 部 下 水 道 施 設 課 ）  

 

（ ３ ） そ の 他  

  貯 留 状 況 （ 貯 留 率 ３ ０ ％ 、 ５ ０ ％ 、 ８ ０ ％ ） 及 び ゲ ー ト 操 作 状 況 （ 閉 鎖 ） の 連 絡 に つ い て は 、 流 域 下 水 道  

事 務 所 職 員 が 行 う も の と す る 。   
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位 置 図

乙訓ポンプ場

寺戸ー２・３接続施設

北幹線第１号管渠

吞龍ポンプ場
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ＣＯＤ自動計測器等保守管理業務特記仕様書 
 
１．委託業務名 

洛西浄化センターＣＯＤ自動計測器等保守管理業務 
 

２．委託業務場所 
京都府長岡京市勝竜寺ほか地内  桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 

 
３．委託内容 

浄化センター内のＣＯＤ自動計測器等の保守管理業務 
（１）対象機器 
①第 1 放流水ＣＯＤ測定用ＵＶ計及び負荷量演算器（以下｢第 1ＵＶ計｣という。） 

（横河電機製 ＵＶ－７００Ｇ及び LA－４５０Ｇ） 
②第 2 放流水ＣＯＤ測定用ＵＶ計及び負荷量演算器（以下｢第 2ＵＶ計｣という。） 

（島津製作所製 ＵＶM－４０２及びＷＰＣ－１０４） 
③第 1 放流水全窒素・全燐測定装置及び負荷量演算器（以下｢第 1ＴＮＰ計｣という。） 

（島津製作所製 ＴＮＰ－４２００及びＷＰＣ－１０４） 
④第 2 放流水全窒素・全燐測定装置及び負荷量演算器（以下｢第 2ＴＮＰ計｣という。） 

（島津製作所製 ＴＮＰ－４２００及びＷＰＣ－１０４） 
  ⑤ゲート棟六価クロム測定器（以下「クロム測定器」という。） 
   （アナテック・ヤナコ製 ＣＲ－６８０） 
  ⑥水処理Ｃ・Ｄ・Ｅ系生物反応槽 アンモニア計（以下「アンモニア計」という。） 

   （堀場アドバンスドテクノ製 ＨＣ－２００ＮＨ、計 6 台） 
 

（２）保守点検の回数及び内容 
保守点検回数及び内容は別紙１～４のとおりとする。 
なお、受託者は、当初に保守点検実施日を京都府と協議の上、年間作業計画書を作

成し、速やかに提出すること。 
（３）COD とＵＶ計との相関分析 
①実施日程 

詳細日程は、後日京都府と協議する。 
②対象機器 

第 1 放流水ＣＯＤ測定用ＵＶ計及び負荷量演算器 
（横河電機製 ＵＶ－７００Ｇ及び LA－４５０Ｇ） 

③試験方法 
COD の分析は JIS K 0102 工場排水試験方法による。 

③その他 
試料採取の詳細は事前に京都府と協議すること。 
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４．報告 
（１）各作業終了後、点検報告書を速やかに１部提出すること。 

①点検日時、点検項目、点検部位、点検内容、点検結果、交換部品及び考察 

②6 月点検、1年点検及び機器の故障の処置を行った場合、点検等作業状況を示す

写真 
（２）最終作業終了後、以下の内容の作業報告書を速やかに１部提出すること。 

・保守管理業務実施日一覧表、保守管理業務総括表 
・発生した機器の故障の症状及び対応した処置の内容 

（３）COD とＵＶ計との相関分析 
実施報告書を速やかに１部提出すること。報告書の構成は以下のとおりとする。 
①ＵＶ計の計測値とＣＯＤの実測結果 

②換算式（直線回帰式）及び散布図 

③相関係数の検定結果 

④分散分布及び分散比の検定結果 
 

５．その他 
（１）業務の実施に当たっては、本特記仕様書の内容に十分留意すること。 
（２）試薬調整等にあたっては浄化センターの設備を使用できるものとする。 
（３）本業務内容に疑義が生じた場合は、その都度京都府と協議すること。 
（４）点検結果等に係る京都府からの照会、要請等については誠意をもって対応するこ

と。 
（５）作業終了後に、作業によって生じた廃棄物等を清掃し、適正に処理すること。 
（６）業務の結果等については、第三者に対し一切公開してはならない。 
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別紙１ 
 

区分 
（※１） 第 1ＵＶ計 第 2ＵＶ計（※２） 

週点検 
（５２） 

・検水の漏れ確認、配管類の洗浄 
・測定セルの状況確認、清掃 
・洗浄動作機能確認 
・指示表示部作動確認 
・ゼロ校正実施 
・オーバーフロー槽の洗浄 
・測定槽の洗浄 
・演算器の作動状況確認、記録紙残量 
 確認補充 
 

 

１ヶ月点検 
（１２） 

 

・測定セル清掃 
・ゼロ・スパン校正 
・指定計測法との比較 
 

・検水槽の漏れ確認、配管類の洗浄 
・測定セルの状況確認、清掃 
・ゼロ・スパン校正実施 
・オーバーフロー槽の洗浄 
 

6 ヶ月点検 
（２） 

 
 

・ワイパーゴムの交換 
・乾燥剤の交換 
・演算器の日付、時刻、設定値等の 
 確認及び調整 
 

・指示表示部作動確認 
・演算器の作動状況確認、記録紙残量 
 確認補充 
・クリーナゴムの交換 

1 年点検 
（１） 

 

・検出部の部品交換 
 オーバーホール部品 
・変換器機能試験 
 

・検出部の部品交換 
 光源ランプ、活性炭筒、セル蓋 
・演算器の模擬入力試験 
 

 
※１：（ ）内は実施回数。 
※２：第 2 放流については 1 カ月点検、6 ヶ月点検、1 年点検のみ行う。 
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別紙２ 
 

区分 
（※１） 第 1ＴＮＰ計 第 2ＴＮＰ計 

週点検 
（５２） 

・装置の漏水、試薬漏れ等の目視点検 
・試料前処理器の汚れ、詰まりの目視点検清掃 
・試薬の残量確認 
・記録紙残量確認補充 
・演算器の作動状況確認、記録紙残量確認補充 
・純水の補充 
 

１ヶ月点検 
（１２） 

・受水槽清掃 
・試薬交換（※２） 
・廃液回収 
・ゼロ・スパン校正 

6 ヶ月点検 
（２） 

 

・プランジャチップ・チューブポンプヘッドの交換 
・演算器のアース、電源等の結線締付 

確認、設定値確認調整 

1 年点検 
（１） 

 

・UV ランプ・リアクタ容器の交換 
・演算器の模擬入力試験 

 
※１：（ ）内は実施回数。 
※２：ＴＮＰ計の１カ月点検の試薬は次のとおりとする。 
   ペルオキソ二硫酸カリウム水溶液 
   水酸化ナトリウム水溶液 
   塩酸溶液 
   硫酸溶液 
   アスコルビン酸水溶液 
   モリブデン酸アンモニウム水溶液 
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別紙３ 
 

区分 
（※１） 六価クロム測定器（ＣＲ－６８０） 

週点検 
（５２） 

・装置の漏水、試薬漏れ等の目視点検 
・取水槽およびフィルター類の汚れ、詰まりの目視点検清掃 
・試薬の残量確認 
・記録紙残量確認補充 
・計量槽・反応槽・測定セルの目視点検洗浄 
・廃液タンク交換 
 

１ヶ月点検 
（１２） 

・受水槽清掃 
・計量槽および測定セルの分解清掃 
・試薬交換（※２） 
・ゼロ・スパン校正 

6 ヶ月点検 
（２） 

 

・光源ランプ確認、調整 
・廃液用電磁弁、各チューブ交換 
・電源、アース等の結線締付確認、設定値確認調整 
 

1 年点検 
（１） 

 

・模擬信号による出力試験 
・部品交換（※３） 

 
※１：（ ）内は実施回数。 
※２：ジフェニルカルバジド溶液  
   硫酸溶液 
   Ｃｒ校正液 
※３：減圧ポンプ用ダイヤフラム、シート弁、加圧ポンプ、ピンチバルブ、電磁弁、スター

ラ（モーター）、スターラ軸受け、Ｏリング、ポンプ用キャピラリ等 
 
※：試薬（硫酸・ジフェニルカルバジド溶液・Cr6 校正液）および定期交換部品以外の部材

については、京都府支給品を使用する。 
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別紙４ 
 

区分 
（※１） アンモニア計（ＨＣ－２００ＮＨ） 

２週点検 
（２６） 

・初期状態確認 
・センサー・モニター等清掃 
・ケーブル状態確認 
・チップ状態目視確認 

１ヶ月点検 
（１２） 

・サンプルアジャスト（手分析値とのクロスチェック） 

6 ヶ月点検 
（２） 

・チップの交換（※２） 

1 年点検 
（１） 

 

・チップの交換（※３）・エージング 
（チップの交換・校正・手分析値とのクロスチェック） 
・電気系統の確認（デジタルマルチメータ・メガ―による電気系統確認） 
・変換器設定値・動作確認 

 
※１：（ ）内は実施回数。 
※２：アンモニウムチップ 
   カリウムチップ 
※３：アンモニウムチップ 
   カリウムチップ 
   比較チップ 
※２：6ヶ月点検の交換用のチップについては、京都府支給品を使用する。（1 年点検と重な

らない 1 回のみ） 
 

2-1-6



自動採水装置保守点検業務特記仕様書 
 
１ 委託業務名 

洛西浄化センター自動採水装置保守点検業務 
 
２．委託業務場所 
   京都府長岡京市勝竜寺ほか地内  桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 
 
３．委託内容 
   浄化センターが管理する自動採水装置の保守点検業務 

（１）対象機器 
表１に掲げる自動採水装置（以下「自採器」という。）計２０台 
 

（２）実施時期 
年 1 回とし、詳細日程は、後日京都府と協議する。 
 

（３）点検事項 
表２のとおり 

 
４．報告 

（１）点検結果の報告書は点検終了後速やかに 1 部提出するものとする。 
（２）報告書は日本工業規格Ａ４版とし、次の書類で構成すること。 

    ①報告書  
    ②点検結果明細書 

（点検日時、点検事項、点検部位、点検内容、点検結果、交換部品及び考察を明記の

こと） 
③点検作業状況を示す写真 
 

５．その他 
（１）業務の実施に当っては、本特記仕様書の内容を十分留意すること。 
（２）業務内容に関して疑義が生じた場合は、その都度京都府と協議をすること。 
（３）点検結果等に係わる京都府様からの照会、要請等については、誠意を持って対応す

ること。 
（４）業終了後は、その作業によって生じた産業廃棄物等を清掃し、適正に処理すること。 
（５）業務の結果等については、第三者に対し一切公開してはならない。 
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表１  自採器一覧 

番号 設 置 場 所 型 式 構造・用途 
全自採器 
精密点検 

１ 沈砂池 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
２ 分配井 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
３ Ａ系最初沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
４ Ａ系最終沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
５ Ｂ系最初沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
６ Ｂ１系最終沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
７ Ｂ２-４系最終沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
８ Ｃ系最初沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
９ Ｃ系最終沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１０ Ｄ系最初沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１１ Ｄ系最終沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１２ Ｅ１系最初沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１３ Ｅ１系最終沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１４ Ｅ２系最初沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１５ Ｅ２系最終沈殿池流出 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１６ 急速ろ過棟流入 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１７ 急速ろ過棟流出 LYSAM-S キャスター付き 年１回 
１８ 第１放流 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
１９ 第２放流 LYSAM-S キャスター付き 年１回 
２０ 場内返送水 LYSAM-SN-J-V1 キャスター付き 年１回 
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表２  自採器精密点検項目（全自採器共通） 
点検事項 点検部位 点検内容等 

清掃・点検 外部・内部 
清掃及び目視点検（腐食、破損、 
変形、異物付着・堆積、塗料はげ等、断

線、端子台接続、漏水）等 

消耗品の取替 
ソケット、ピンチチューブ、 
ホース、Ｏリング等 

必要時取替え 

動作確認 

時計、表示灯 表示・点灯機能、時刻修正機能 

スイッチ、採水カウンター 破損、変形、接触不良、浸水検知 

バルブ類 破損、劣化等の異常の有無 

コンプレッサー、冷凍機 破損、劣化（真空圧、温度確認） 

全体 装置全体としての動作確認 
分割採水機能 ボトルアドバンスの確認、採水動作（３０分間隔、２分割で２～３回）確認 

流量比例採水機能 カウンター動作（信号発生器使用）、任意設定流量での採水動作確認 

電子論理制御機能 
目視点検（破損、接点腐食等）、清掃 
機能確認（制御、警報出力、自己診断等） 
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排ガス洗浄装置等保守点検業務特記仕様書 
 
１．委託業務名 
   洛西浄化センター排ガス洗浄装置等保守点検業務 
 
２．委託場所 
   京都府長岡京市勝竜寺ほか地内  桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 
 
３．委託内容 
  浄化センターが管理する排ガス洗浄装置及びプレハブ式恒温室・低温室の保守点検業務 
（１）対象機器 

排ガス洗浄装置（スクラバー VSN-I-60型） １式 
プレハブ式恒温室・低温室 各１箇所 

（２）実施時期 
年１回とし、詳細日程は、後日京都府と協議する 

（３）点検事項 
表１及び表２のとおり 

 
４．報告 
  （１）点検結果の報告書は点検終了後速やかに1部提出するものとする。 

（２）報告書は日本工業規格Ａ４版とし、次の書類で構成すること。 
   ①報告書 
   ②点検結果明細書 

（点検日時、点検事項、点検部位、点検内容、点検結果、交換部品及び考察を明記の

こと） 
③点検作業状況を示す写真 

 
５．その他 

（１）業務の実施に当っては、本特記仕様書の内容に十分留意すること。 
（２）業務内容に関して疑義が生じた場合は、その都度京都府と協議すること。 
（３）点検結果等に係わる京都府からの照会、要請等については、誠意を持って対応する

こと。 
（４）作業終了後は、その作業によって生じた産業廃棄物等を清掃し、適正に処理するこ

と。 
（５）業務の結果等については、第三者に対し一切公開してはならない。 
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表１ 排ガス洗浄装置点検事項 
点検事項 点検部位 点検内容等 

清掃・点検 

外部・内部 
洗浄塔ノズル、循環タンク 
ポンプ、排風機 

清掃及び目視点検（腐食、破損、変

形、異物付着・堆積、防錆塗料のは

げ等、断線、端子台接続、漏水） 

充填材 劣化状況の確認及び高圧洗浄 

消耗部品等の取替 Ｖベルト、タンク洗浄液 必要時取替え 

動作確認 

センサー類 破損、変形、劣化、応答状況 
バルブ、ソケット類 破損、変形、劣化、緩み 

全体 
装置全体として動作確認 
風速測定 

 
 
表２ 恒温室・低温室点検事項 

点検事項 点検部位 点検内容等 

清掃・点検 
外部・内部 
冷凍機、圧縮機、送風機 
除湿機、配管、ファン 

清掃及び目視点検（腐食、破損、変

形、異物付着・堆積、防錆塗料のは

げ等、断線、端子台接続、漏水）冷

媒ガス圧、漏れ※１ 

消耗品の取替 
冷媒ガス、ソケット、ピンチバル

ブ類、ホース、リング類 
必要時補充、取替 

動作確認 

センサー類 破損、変形、劣化、応答状況 
バルブ、ソケット類 破損、変形、劣化、緩み 

全体 

装置全体として動作確認 

電流、絶縁測定 

異音確認 

 
※１ 低温室・恒温室の機器は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フ

ロン排出抑制法）第16条第1項の規定による第一種特製品の管理者の判断の基準となる

べき事項（平成26年12月10日付け経済産業省・環境省告示第13号）第2の1に定める簡

易点検の対象機器であり、年4回（1回/3カ月）の点検のうち、1回分の点検は本業務の

中に含むものとする。 
   フロン排出抑制法の簡易点検については、点検記録簿を作成し結果を記録するとともに、

点検終了後点検記録簿を1部提出すること。 
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天井クレーン等点検業務特記仕様書 

１ 委託業務名 

天井クレーン等点検業務 

２ 委託場所 

京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口１番地 

洛西浄化センター内 

３ 対象設備機器の概要 

別紙のとおり 

４ 業務実施期間 

実施する日時については監督員と協議のうえ決定すること。 

５ 点検内容 

（１）点検の必要な箇所は次のとおりとする。 

① 走行レール 

② スパン 

③ クラブ 

④ 駆動部（モーター、抵抗器、ブレーキ等） 

⑤ 巻き上げ制御盤 

⑥ ワイヤーロープ 

⑦ フォーリングブロック（滑車、フック等） 

⑧ ペンダントスイッチ 

⑨ その他性能検査に必要な事項 

（２）性能検査に必要な荷重は次のとおりとする。 

① 荷重は 15ｔ分を準備する。（２ｔ×７個・１ｔ×１個） 

② 荷重の搬入・仮置きをする場合は、施設に損傷なきよう養生を行うこと。 

６ 機器の分解、組立及び点検要領 

点検のために行う機器の分解、組立及び点検に際しては機器の製作者が示す要領を熟知して行うこと。 

７ 性能検査 

性能検査は各クレーンに規定の荷重を吊して性能の検査を行うものとする。 

また、クレーン協会の実施する法定点検は、隔年において実施するので検査時は立会をするものとする。

（令和８年度に法定点検実施） 

８ 作業安全対策 

点検作業場所の労働安全については、関係法規を遵守するとともに十分に留意すること。また、業務を進

めるにあたり、施設の損害なきよう注意すること。 

９ 報告書の提出 

点検整備完了後、次の報告書を提出すること。 

（１）点検・整備報告書（Ａ４版） ２部 

（２）点検及び整備状況写真（点検作業時・整備作業時・性能検査時等） １部  
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別紙 

点検実施クレーン 

 

設置場所 種類・形式 吊上荷重 摘要 

水処理 

第１ポンプ棟 天井クレーン 15ｔ  

送風機棟 天井クレーン 15ｔ  

送風機棟 テルハ ５ｔ  

第２ポンプ棟 天井クレーン 15ｔ  

ゲート棟１階 テルハ ２ｔ  

ゲート棟地下階 テルハ 0.5ｔ  

塩素混和池 電動ホイスト 0.5ｔ  

塩素混和池 電動ホイスト 0.5ｔ  

汚泥処理 

脱水機棟１階（薬品室） テルハ １ｔ  

濃縮棟１階 テルハ ２ｔ  

しさ処理棟２階 テルハ １ｔ  

３号炉３階 テルハ ２ｔ  

３号炉５階 電動ホイスト １ｔ  

３号炉６階 テルハ 2.8t  
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幹線管渠巡視・点検業務特記仕様書 

１ 業務番号及び業務名 桂川右岸流域下水道 幹線管渠巡視点検業務委託 

２ 業務場所      京都市、向日市、長岡京市、大山崎町他 

３ 業務の目的 

桂川右岸流域下水道は、昭和 54 年に供用開始を行い、幹線管渠は昭和５８年に全路線の供

用を開始した。今後は、適切な維持管理を行い、機能の維持をはかっていくことが求められて

いる。本業務は、定期的に人孔及び路面状況の巡視点検を行うことによって、管渠及び人孔等

の劣化による道路陥没等を未然に防止することを目的としたものである。 

４ 共通仕様書等 

本業務は、「京都府土木工事共通仕様書（案）（平成 22 年４月）」及び（社）日本下水道

協会発行の下水道施設維持管理積算要領－管路施設編－管路施設調査工仕様書によるととも

に本特記仕様書に基づき実施するものとする。 

５ 法令等の厳守・道路等の占使用手続き及び安全管理 

(1) 受託者は、関係法令、条例、規則等を厳守すること。 

また、業務の実施にあたっては、必要に応じ道路の占使用、交通規制等の手続きを行うこ

と。 

(2) 調査中の事故防止・安全確保を確保するため、必要に応じて保安要員を配置すること。 

(3) 業務を開始するにあたっては、作業方法、緊急時の連絡体制を作成し、担当職員と協議す

ること。 

６ 業務内容 

 (1) 調査箇所 

      桂川右岸流域下水道幹線管渠全線（別図のとおり。） 

 (2) 調査期間                                                                           

      令和７年４月１日～令和 10 年３月 31 日まで（３ヵ年） 

 (3) 調査対象     

ア 巡視・点検工 

     東幹線：  延長 9.8km 人孔 85 箇所 

        西幹線：  延長 6.0km  人孔 76 箇所 

        南幹線：  延長 1.0km  人孔 12 箇所 

        合 計：         16.8km      173 箇所 

(4) 調査内容 
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ア 巡視・点検工 

        管路施設が埋設されている地表や、マンホール部及びその内部を地表より点検するも

の。 

        ◆ 路面（舗装の沈下、亀裂等） 

    ◆ 人孔蓋周辺（沈下、蓋のがたつき） 

    ◆ 人孔内部（損傷状況、漏水・侵入水） 地表より見える範囲 

    ◆ 流水の状況                        地表より見える範囲 

イ 調査時期 

        年２回  梅雨時期前の５月、台風時期後の 11 月 

（上記を標準とするが、事前に監督員と協議すること。） 

ウ 写真撮影 

        撮影頻度 路面：不良箇所を撮影 

不良の有無に関わらず調査状況を約１km 毎に撮影する。 

                  人孔：不良箇所は詳細に撮影 

不良の有無に関わらず調査状況を撮影する。（全人孔を基本とす

る。） 

エ 協議打ち合わせ 

協議打ち合わせは、初回、中間打ち合わせ１回、最終回の計３回計上している。 

(5) 調査結果の報告 

      異常箇所を発見した場合は直ちに資料を整理し、監督員に報告、指示を仰ぐこと。 

      また、異常の有無に関わらず、調査後速やかに報告書を提出する。 

７ 提出図書 

作成する図書は以下のとおりとする。 

(1) 報告書（A4 製本）２部 

(2) 打ち合わせ議事録 １部 
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仕 様 書 
 
第１節 適応範囲 
  この仕様書は､桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター業務委託（管理棟エレベーター設備保

守点検）に適応するものである。 
 

第２節 業務区分 
  本業務は､設備点検及び維持管理に係る一切を責任管理するもので（フルメンテナンス）､点検

及び保守並びに修理の処置の主な範囲は以下のとおりとする。 
  受託者は､教育訓練された技術員（昇降機検査資格者）を派遣し、昇降機設備を良好かつ安全

な状態に維持しなければならない。 
   
 
 １ 対象機器 
  ロープ式エレベータ装置（機械室含む） 
   積載：７５０ｋｇ、  速度：６０m／min、  停止階：６ 
 ２ 定期点検 
  技術員が定期的に（月１回以上）機械装置の点検・清掃・給油・調整等を行うこと。 
 ３ 部品及び機器の修理・取替・調整並びに動作確認 
  点検等で機器の機能維持に必要な修理、部品の取替・調整を行うこと。 
  取替部品が高価な場合等本来業務の契約範囲を超えるときは、別途協議する。 
 ４ 部品の常備 
  一般的な消耗部品等は常備しておき即応対応が可能となるよう､緊急時に備えること。 
 ５ 故障対応 
  機器故障に対して即応体制がとれること。 
 ６ 検査報告 
  検査実施後速やかに報告書を提出すること。 
  部品払い時には、その間の検査報告を提出すること。 
 
第３節 協議 
  以下の検査は監督員と協議の上、受注者の負担で実施するものとする。 
    建築基準法他の法定検査 
    保守管理に必要な精密・臨時検査 
 
第４節 点検細目 
  修理又は取替項目、点検項目及び点検内容は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業

務共通仕様書」に定めのとおりとする。 
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仕 様 書 
 
第１節 適応範囲 
  この仕様書は､桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター業務委託（消化槽エレベーター設備保

守点検）に適応するものである。 
 

第２節 業務区分 
  本業務は､設備点検及び維持管理に係る一切を責任管理するもので（フルメンテナンス）､点検

及び保守並びに修理の処置の主な範囲は以下のとおりとする。 
  受託者は､教育訓練された技術員（昇降機検査資格者）を派遣し、昇降機設備を良好かつ安全

な状態に維持しなければならない。 
   
 
 １ 対象機器 
  ロープ式エレベータ装置（機械室含む） 
   積載：４５０ｋｇ、    速度：６０m／min、 
   標準停止階床数：３    通過相当階床数：２ 
 ２ 定期点検 
  技術員が定期的に（月１回以上）機械装置の点検・清掃・給油・調整等を行うこと。 
 ３ 部品及び機器の修理・取替・調整並びに動作確認 
  点検等で機器の機能維持に必要な修理、部品の取替・調整を行うこと。 
  取替部品が高価な場合等本来業務の契約範囲を超えるときは、別途協議する。 
 ４ 部品の常備 
  一般的な消耗部品等は常備しておき即応対応が可能となるよう､緊急時に備えること。 
 ５ 故障対応 
  機器故障に対して即応体制がとれること。 
 ６ 検査報告 
  検査実施後速やかに報告書を提出すること。 
  部品払い時には、その間の検査報告を提出すること。 
 
第３節 協議 
  以下の検査は監督員と協議の上、受注者の負担で実施するものとする。 
    建築基準法他の法定検査 
    保守管理に必要な精密・臨時検査 
 
第４節 点検細目 
  修理又は取替項目、点検項目及び点検内容は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業

務共通仕様書」に定めのとおりとする。 
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特 記 仕 様 書 
第 1 節 適用範囲 
  この特機仕様書は、桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター業務委託(構内電話設備保守点検)に適用するものである。 
 
第 2 節 業務区分 
  本業務は、上記適用範囲の設備点検並びに維持管理に係る一切を責任管理するもので（フルメンテナンス）、その主な 
 範囲は下記のとおりとする。  
 
 1 定期点検 
   定期的(6 ヶ月に 1 回以上)に専門技術員を派遣し交換機設備の点検・清掃・調整を行うこと。また、必要に応じて構内電話機、 
  PHS アンテナ及び構内用 PHS 電話機の点検並びに清掃・調整を行うこと。 
  【構内電話設備保守点検対象】 
     (主装置)  

  ・交換機設備            1 台( NEC SV9300) 
・外線               8/8 回線 
・防災情報システム電話回線      1/1 回線 
・多機能電話機回線           8/8 回線 
・一般電話機回線         151/160 回線 
・PHS アンテナ回線        103/104 回線 
(端末) 
・多機能電話機                 8 台  
・一般電話機                151 台 
・構内用 PHS 電話機              50 台 
・PHS アンテナ                        103 台 

 
      保守業務のうち修理工事の担当者は、アナログ第一種工事担任者またはデジタル第一種工事担任者の資格保持者であること。 
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2 部品及び機器の修理・取替・調整並びに動作確認 
  点検を通じてききの機能維持に必要な部品の修理もしくは取替を行い、機能維持に努める。 
  取り替え部品が高価な場合等、本業務の契約範囲を超える場合については別途協議するものとする。 
 
3 部品の常備 
   緊急時に備え、一般的な消耗部品等については常備しておき即応体制が可能となるよう努めること。 

 
 4 故障応答 
   機器故障に対して即応体制がとれるよう配慮すること。 
 
 5 精密検査 
   必要に応じて精密検査を実施すること。 
 

6 検査報告 
  検査実施後速やかに報告書を提出すること。また、各月の部分払い時には、当月の検査報告のまとめと提出すること。  

 
第 3 節 協議 
  その他、解釈等については監督員と協議するものとする。 
 
第 4 節 点検細目 
  作業項目及び作業内容は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説」に定めのとおりとする。 
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　　　（令和７年度から令和９年度）

１　総　　　　則

(１) この仕様書は、委託者と受託者が委託契約を締結した運転操作等業務委託における

各種分析業務の適正な履行を図るため、必要な事項を定めるものである。

(２) ここで規定する分析業務の種類及びその内容は、２に示すとおりとする。

(３) 分析結果については、業務ごと３に従って作成した報告書により、当該浄化センターに

報告するものとする。

(４) 受託者は、各業務を実施するに当たり、次の事項に留意しなければならない。

　なお、これについては、２に記載していない「水処理関係試験」、「汚泥処理関係試験」

等にも準用するものとする。

①各業務の詳細日程については、後日委託者と協議すること。

②各業務を実施する前に、業務計画書を委託者に提出すること。

③業務の実施に当たっては、本特記仕様書の内容に十分留意すること。

④業務内容に関して疑義が生じた場合は、その都度委託者と協議すること。

⑤本特記仕様書に示す分析方法等により難い場合、または同等の正確さをもって分析の可能

な方法を採用しようとするときは、予め委託者と協議すること。

⑥分析結果等に係る委託者からの照会、要請等については、誠意を持って対応すること。

⑦分析結果等については、第三者に対し一切公開してはならない。

２　委託業務内容（原則として令和５年度と６年度は同一内容）

(１) 有害物質等分析業務

①実施時期

　別紙１により毎月２回又は年4回実施する。

　なお、契約当初に分析実施日を委託者と協議の上、年間作業計画書を作成し、速やかに

提出すること。

②調査地点又は試料の種類

　流入下水及び放流水とする。

③分析項目、分析方法、定量下限及び数値の記載方法

　分析項目は別紙１、分析方法は別紙２、定量下限及び数値の記載方法は別紙３のとおり

とする。

④試料の採取等

　受託者は、採取地点に設置された自動採水装置により、分析日前日から当日までの24時

時間に採水した試料を用いて分析を実施すること。採水は時間あたり４回行い、混合した

ものを試料とすること。ただし、自動採水装置が正常に作動しなかった場合、その他やむ

を得ないと認められる場合には、採取地点においてスポット採水を行うものとするが、報

告書はその旨記載すること。また、揮発性有機化合物に係る試料については、これにかか

わらずスポット採水とする。

(２) 微量有機塩素化合物等分析業務

①実施時期

　年４回実施する。

②調査地点又は試料の種類

　放流水とする。

③分析項目、分析方法、定量下限及び数値の記載方法

　別紙４のとおりとする。

分　析　業　務　特　記　仕　様　書
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(３) クリプトスポリジウム測定業務

①実施時期

　年４回実施する。

②調査地点又は試料の種類

　放流水とする。

③分析方法

　下水試験方法6.4.6（2012年版）のとおり

④報告書の添付書類

　報告書は、「３(２)」によるほか、次の書面を添付すること。

ア　野帳

イ　使用した顕微鏡の製造者、主要な規格・仕様を記載したもの

ウ　顕微鏡写真

エ　検定の回収率に関する資料

(４) 管渠下水水質分析業務

①実施時期

　年２回実施する。

②調査地点又は試料の種類

　別紙５のとおりとする。

③分析項目、分析方法、定量下限及び数値の記載方法

　分析項目は別紙５、分析方法は別紙６、定量下限及び数値の記載方法は別紙７のとおり

とする。

④試料の採取等

ア　管渠（人孔）に入って試料を採取する場合は、酸素及び硫化水素濃度を計測して記録

　の後、十分安全を確認の上、人孔に立ち入ること。

イ　試料採取等を公道等において行う場合にあっては、交通整理人等を配置し交通安全に

　十分配慮して行うこと。

ウ　試料採取は、基本的にポータブル自動採水装置により分析日前日から当日までの24時

　間行い、混合したものを試料とすること。ただし、ポータブル自動採水装置の設置が困

　難な調査地点がある場合は、予め調査地点の変更を含め委託者と協議すること。

(５) 沈砂・し渣及び脱水ケーキ等有害物質分析業務

①実施時期

　別紙８により年１回又は年２回実施する。

②調査地点又は試料の種類

　別紙８のとおりとする。

③分析項目、分析方法、定量下限及び数値の記載方法

　分析項目は別紙８、分析方法は別紙９、定量下限及び数値の記載方法は別紙１０のと

おりとする。

④報告書の部数

　報告書の部数は、「３(１)」によるが、「３（２）②」の計量証明書の提出部数は

３部とする。
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(６) 悪臭物質等分析業務

①実施時期

　基本的に、夏期に１回実施する(別紙１１によること)。

②調査地点又は試料の種類

　別紙１１のとおりとする。

③分析項目、分析方法、定量下限及び数値の記載方法

　分析項目は別紙１１、分析方法は「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和４７年５月３０

日環境庁告示第９号、改正令和２年１月２３日環境省告示第８号）によること。また、

定量下限及び数値の記載方法は別紙１２のとおりとする。

(７) 排ガス等分析業務

①実施時期

　別紙１３により年１回～年２回実施する。

②調査地点又は試料の種類

　別紙１３のとおりとする。

③分析項目、分析方法、定量下限及び数値の記載方法

　分析項目は別紙１３、分析方法、定量下限及び数値の記載方法は別紙１４のとおりとす

る。

(８) 再生利用水分析業務

①実施時期

　年４回実施する。

②調査地点又は試料の種類

　急ろ処理水［水洗用水（公園送水）及び修景用水（アメニティ送水）］とする。

③分析項目、分析方法、定量下限及び数値の記載方法

　別紙１５のとおりとする。

(９) 作業環境中のダイオキシン類分析業務

①実施時期

　夏期及び冬期の２回実施する。ただし、冬期については粉じん濃度の測定のみとし、夏

期に求めたＤ値を用いて作業環境中のダイオキシン類の濃度を求めること。

②調査地点又は試料の種類

　○３号焼却炉灰搬出作業場所

　○脱水機棟２階中央管理室

③分析項目及び分析方法

　作業環境中のダイオキシン類（Ｄ値算出のための粉塵測定を含む）とする。

　分析方法は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」

　（平成１３年４月２５日基発第４０１号の２、厚生労働省労働基準局長通達）における

「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱別紙１」によること。
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３　報　　　　告

(１) 分析結果の報告は、各回の分析終了後速やかに計量証明書（日本工業規格A4版）として

１部提出するものとする。ただし、排水基準を超える値、あるいはその他異常な値を検出

したときは、直ちに委託者にその旨報告するものとする。

(２) 報告書の内容については、次の構成とすること。ただし、「有害物質等分析業務」にお

いては、⑤～⑦の添付を省略することができる。

①結果及び考察等の要約又は総括

②分析結果（計量証明書等）

③分析方法、定量下限及び数値の記載方法一覧

④分析結果と各種基準等との比較並びに考察

⑤試料採取地点略図

⑥分析時に記録されたチャート紙や使用した検量線等の写しであって、分析条件などを記録

したもの

⑦試料採取現場状況（安全対策及び交通整理人等の状況を含む）写真

(３) 各業務が完了した場合、次のものを添付した業務完了報告書を速やかに２部提出するこ

と。

①分析結果一覧表及び総括

②「有害物質等分析業務」については、PRTR法に基づく届出資料（各回測定時の項目ごとの

分析値、検出下限値、分析値が検出下限値以上定量下限値未満の場合は定量下限値の1/2

に相当する値及び項目ごとの年平均値を一覧にしたもの）

(４) 数値の取り扱い方法

①有効数字について

　ア 気温、水温(温度)、ｐHは、読取り数値を小数点以下１桁とし、読取った数値はすべて

　有効数字である。

　イ 分析操作によって得られた有効数字は、各業務ごとの別紙等に示す桁数とし、その下

　の桁を　JISZ-8401により丸める。

　ウ 報告最小位は、各業務ごとの別紙等に示すとおりとし、報告最小位の下の桁を JISZ-

　8401により丸める。

　エ 定量下限値を下回る数値は、切り捨てとし、「 ＜定量下限値 」で表示する。

②平均値について

　ア 報告値を用いて平均値を算出し、有効数字のその下の桁を四捨五入とする。

　イ 平均値については、定量下限値未満の数値は「０」として算出し、平均値が定量下限

　値未満となる場合は「 ＜定量下限値 」と表示する。

　（透視度（＞100）については「100」として算出する。）

　ウ 年平均値は、測定期間内に実施した全てのデータの年間平均とする。

　また、年間の最大値、最小値についても同様に扱う。
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別紙１

             試料採取地点※

測定項目 対象 頻度 対象 頻度

カドミウム及びその化合物 ○ 年４回 ○ 月２回

シアン化合物 ○ 年４回 ○ 月２回

有機りん化合物 ○ 年４回 ○ 月２回

鉛及びその化合物 ○ 月２回 ○ 月２回

六価クロム化合物 ○ 年４回 ○ 月２回

砒素及びその化合物 ○ 月２回 ○ 月２回

水銀及びその化合物 ○ 年４回 ○ 月２回

アルキル水銀化合物 ○ 年０回 ○ 月０回

ポリ塩化ビフェニル ○ 年４回 ○ 月２回

トリクロロエチレン ○ 年４回 ○ 月２回

テトラクロロエチレン ○ 月２回 ○ 月２回

ジクロロメタン ○ 月２回 ○ 月２回

四塩化炭素 ○ 年４回 ○ 月２回

1,2-ジクロロエタン ○ 年４回 ○ 月２回

1,1-ジクロロエチレン ○ 年４回 ○ 月２回

シス-1,2-ジクロロエチレン ○ 年４回 ○ 月２回

1,1,1-トリクロロエタン ○ 年４回 ○ 月２回

1,1,2-トリクロロエタン ○ 年４回 ○ 月２回

1,3-ジクロロプロペン ○ 年４回 ○ 月２回

チウラム ○ 年４回 ○ 月２回

シマジン ○ 年４回 ○ 月２回

チオベンカルブ ○ 年４回 ○ 月２回

ベンゼン ○ 年４回 ○ 月２回

セレン及びその化合物 ○ 月２回 ○ 月２回

ほう素及びその化合物 ○ 月２回 ○ 月２回

ふっ素及びその化合物 ○ 月２回 ○ 月２回

1,4ｰジオキサン ○ 年４回 ○ 月２回

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油含有量） ○ 年４回 ○ 月２回

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂含有量） ○ 年４回 ○ 月２回

フェノール類含有量 ○ 年４回 ○ 月２回

銅含有量 ○ 年４回 ○ 月２回

亜鉛含有量 ○ 年４回 ○ 月２回

溶解性鉄含有量 ○ 年４回 ○ 月２回

溶解性マンガン含有量 ○ 年４回 ○ 月２回

クロム含有量 ○ 年４回 ○ 月２回

ニッケル ○ 年４回 ○ 月２回

ＢＯＤ ○ 年２回

ＣＯＤ ○ 年２回

ＳＳ（浮遊物質量） ○ 年２回

全窒素 ○ 年２回

全りん ○ 年２回

大腸菌数 ○ 年２回

※　試料採取地点は、沈砂池及び塩素混和池出口の自動採水装置設置場所とすること。

有害物質等分析業務　測定項目等一覧表

流入下水 放流水
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　測　　定　　項　　目 　　　　　　測　　　　定　　　　方　　　　法        

カドミウム及びその化合物
JIS K0102.55（ただし、55.1はJIS K0102.55の備考1に定める操作
を行う。）

シアン化合物
JIS K0102.38.1.2（38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2、
38.1.2及び38.3、38.1.2及び38.5又は告示59号付表1

有機りん化合物 告示第64号付表1 

鉛及びその化合物
JIS K0102.54（ただし、54.1はJIS K0102.54の備考1に定める操作
を、54.3はJIS K0102.52の備考9に定める操作を行うものとす
る。）

六価クロム化合物

JIS K0102-3の24.3.1（着色している試料又は六価クロムを還元す
る物質を含有する試料で検定が困難なものは、JIS K0102-3の
24.3.3.4のb)及びJIS K0102-3の24.2）又はJIS K0102-3の24.3.2
（ただし、塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、JIS
K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うものとする）

砒素及びその化合物 JIS K0102.61

水銀及びその化合物 告示第59号付表2 

アルキル水銀 告示第59号付表3又は告示第64号付表3

ポリ塩化ビフェニル 告示第59号付表4又はJIS K0093

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン  JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

四塩化炭素  JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5

1,2-ジクロロエタン 

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン  

1,1,2-トリクロロエタン 

1,3-ジクロロプロペン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

チウラム   
告示第59号付表5(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽
出、固相抽出いずれの場合についても100mL)

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.2 

セレン JIS K0102.67

ほう素  JIS K0102.47

ふっ素  

JIS K0102.34.1（34の備考1を除く。）、34.2若しくは34.4（妨害
となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含
まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水
約200mlに硫酸10ml、リン酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かし
た溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたも
のを用い、日本工業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液の
ラインを追加する。）又は34.1.1C)（注(6)第3文を除く。）及び
告示第59号付表7

1,4ジオキサン 告示第59号付表8

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油含有量）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂含有量）

フェノール類  
JIS K0102.28.1（28の備考2及び備考3並びに28.1.3のただし書以
降を除く。）

銅    JIS K0102.52.2～5 

亜鉛  JIS K0102.53    

溶解性鉄 JIS K0102.57.2～4       

溶解性マンガン JIS K0102.56.2～5 

全クロム JIS K0102.65.1

ニッケル JIS K0102.59.2、59.3、59.4      

ＢＯＤ JIS K0102.21

ＣＯＤ JIS K0102.17       

ＳＳ（浮遊物質量） 告示第59号付表9

全窒素 JIS K0102.45.1、45.2又は45.6（45の備考3を除く。）

全りん JIS K0102.46.3（46の備考9を除く。）

大腸菌数 厚生省・建設省令第１号

注：測定方法の欄において使用した略号は、次のものを示す。

　「告示第59号」…昭和46年12月28日環境庁告示第59号［水質汚濁に係る環境基準について］

  「告示第64号」…昭和49年９月30日環境庁告示第64号［排水基準を定める省令の規定に基づく

　　　　　　　　　環境大臣が定める排水基準に係る検定方法］
    「下水」…下水試験方法（2012年版）
  厚生省・建設省令第1号：昭和37年12月17日「下水の水質の検定方法等に関する省令」

※試料の取扱い、前処理等については、JIS等に従うこと

告示第64号付表4又は下水2.1.40

有害物質等分析業務　測定方法一覧表

別紙２

告示第59号付表6第1又は第2(ただし、前処理における試料の量
は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100mL)

JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5

JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1

JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5
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　測　　定　　析　　項　　目 定量下限 有効数字 報告最小位

カドミウム 0.001   ２桁 小数点以下３位

シアン 0.05   ２桁 小数点以下２位

有機りん 0.01   ２桁 小数点以下２位

鉛   0.006   ２桁 小数点以下２位

六価クロム 0.01   ２桁 小数点以下２位

ひ素 流入0.005放流0.001   ２桁 小数点以下３位

総水銀  0.0005   ２桁 小数点以下４位

アルキル水銀 0.0005   ２桁 小数点以下４位

ＰＣＢ  0.0005   ２桁 小数点以下４位

トリクロロエチレン 0.008   ２桁 小数点以下３位

テトラクロロエチレン 0.002   ２桁 小数点以下３位

ジクロロメタン  0.002   ２桁 小数点以下３位

四塩化炭素  0.0002   ２桁 小数点以下４位

1,2-ジクロロエタン 0.0004   ２桁 小数点以下４位

1,1-ジクロロエチレン 0.002   ２桁 小数点以下３位

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004   ２桁 小数点以下３位

1,1,1-トリクロロエタン  0.03   ２桁 小数点以下２位

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006   ２桁 小数点以下４位

1,3-ジクロロプロペン 0.0002   ２桁 小数点以下４位

チウラム   0.0006   ２桁 小数点以下４位

シマジン 0.0003   ２桁 小数点以下４位

チオベンカルブ 0.002   ２桁 小数点以下３位

ベンゼン 0.001   ２桁 小数点以下３位

セレン 0.001   ２桁 小数点以下３位

ほう素  0.01   ２桁 小数点以下２位

ふっ素  0.1   ２桁 小数点以下１位

1,4-ジオキサン 0.005   ２桁 小数点以下３位

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油含有量） 0.5   ２桁 小数点以下１位

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂含有量） 0.5   ２桁 小数点以下１位

フェノール類  0.02   ２桁 小数点以下２位

銅    0.02   ２桁 小数点以下２位

亜鉛  0.02   ２桁 小数点以下２位

溶解性鉄 0.08   ２桁 小数点以下２位

溶解性マンガン 0.01   ２桁 小数点以下２位

全クロム 0.03   ２桁 小数点以下２位

ニッケル 0.05   ２桁 小数点以下２位

ＢＯＤ 0.1   ３桁 小数点以下１位

ＣＯＤ 0.1   ３桁 小数点以下１位

別紙３

有害物質等分析業務　数値の取扱い方法
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ＳＳ（浮遊物質量） 1   ３桁 整数１位

全窒素 0.1   ３桁 小数点以下１位

全りん 0.01   ３桁 小数点以下２位

大腸菌数 1   ３桁 整数１位

　　単位：大腸菌数はCHF/mL、それ以外はmg/L
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別紙４

測　定　項　目 単位 測定方法 定量下限 有効数字 報告最小位

クロロホルム mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

ブロモジクロロメタン mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

ジブロモクロロメタン mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

ブロモホルム mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

総トリハロメタン(*1) mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 mg/l 0.002 ２桁 小数点以下３位

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 mg/l 0.005 ２桁 小数点以下３位

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(*2) mg/l 0.005 ２桁 小数点以下３位

アルミニウム mg/l 0.02 ２桁 小数点以下２位

クロロ酢酸 mg/l 0.002 ２桁 小数点以下３位

ジクロロ酢酸 mg/l 0.003 ２桁 小数点以下３位

トリクロロ酢酸  mg/l 0.003 ２桁 小数点以下３位

臭素酸 mg/l 0.001 ２桁 小数点以下３位

ホルムアルデヒド mg/l 0.008 ２桁 小数点以下３位

陰イオン界面活性剤 mg/l
JIS K0102.30.1
又は下水2.1.41.1

0.1 ２桁 小数点以下１位

非イオン界面活性剤 mg/l 告示第261号 0.02 ２桁 小数点以下２位

水温 ℃ JIS K0102.7.2 － 全桁 小数点以下１位

ｐＨ － JIS K0102.12.1 － 全桁 小数点以下１位

注：測定方法の欄において使用した略号は、次のものを示す。

　　「告示第261号」…平成15年７月22日厚生労働省告示第261号

　　「告示第219号」…平成６年７月４日厚生労働省告示第219号

　　「下水」…下水試験方法（2012）

*1：ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑの総計とする。

※試料の取扱い、前処理等については、JIS等に従うこと

微量有機塩素化合物等分析業務　 測定方法及び数値の取扱い方法

*2：ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能の総計とする。

告示第261号

告示第261号

告示第219号
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別紙５

試　　験 　　名

実　施　回　数

　　　　　採取場所

分析項目 №7-1 №7-2

ｐＨ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ＢＯＤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ＳＳ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ノルマルヘキサン抽出物
質（鉱油）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ノルマルヘキサン抽出物
質（動植物油）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

全窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

アンモニア性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

亜硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

全りん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

よう素消費量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

硫酸イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

フェノール類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

銅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

亜鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

溶解性鉄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

溶解性マンガン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

全クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ニッケル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

カドミウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

シアン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

有機りん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

六価クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ひ素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

総水銀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

アルキル水銀 0

ＰＣＢ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

四塩化炭素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

1,2-ジクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

1,1-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

シス-1,2-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

1,1,1-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

1,1,2-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

1,3-ジクロロプロペン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

チウラム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

シマジン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

チオベンカルブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

セレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ほう素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

ふっ素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

1,4-ジオキサン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12

項目数　計 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

＊：ヘキサン抽出物質については、鉱物油類と動植物油脂類に分けて結果を表示すること

管渠下水水質分析業務　分析項目等一覧表

東部 北向日 南向日 羽束師 西部 西長岡 東長岡中央長岡 大山崎 南長岡

検
体
数

管　　　　渠　　　　下　　　　水　　　　水　　　　質　　　　調　　　　査

２　回　／　年

西淀
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別紙６

分　　析　　項　　目 分　　　　析　　　　方　　　　法

ｐＨ JIS K0102.12.1又は下水 2.1.8

ＢＯＤ JIS K0102.21又は下水 2.1.21.1

ＳＳ 告示第59号付表9又は下水 2.1.12.1

ノルマルヘキサン抽出物質
（鉱油）
ノルマルヘキサン抽出物質
（動植物油）

全窒素
JIS K0102.45.1、45.2、45.6（45の備考3を除く。）又は下水
2.1.29

アンモニア性窒素 JIS K0102.42.2、42.3、42.5又は42.6

亜硝酸性窒素 JIS K0102.43.1又は下水 2.1.26.2

硝酸性窒素 JIS K0102.43.2.5又は43.2.6又は下水 2.1.27.3

全りん JIS K0102.46.3（46の備考9を除く。）又は下水 2.1.30.3

よう素消費量 下水 2.1.35

硫酸イオン 下水 2.1.32.4

フェノール類
JIS K0102.28.1（28の備考2及び備考3並びに28.1.3のただし書以
降を除く。）

銅 JIS K0102.52.2～5

亜鉛 JIS K0102.53

溶解性鉄 JIS K0102.57.2～4

溶解性マンガン JIS K0102.56.2～5

全クロム JIS K0102.65.1

ニッケル JIS K0102.59.2、59.3、59.4

カドミウム
JIS K0102.55（ただし、55.1はJIS K0102.55の備考1に定める操
作を行う。）

シアン JIS K0102.38.1.2及び38.2、38.1.2及び38.3又は38.1.2及び38.5

有機りん 告示第64号付表1 

鉛
JIS K0102.54（ただし、54.1はJIS K0102.54の備考1に定める操
作を、54.3はJIS K0102.52の備考9に定める操作を行うものとす
る。）

六価クロム

JIS K0102-3の24.3.1（着色している試料又は六価クロムを還元
する物質を含有する試料で検定が困難なものは、JIS K0102-3の
24.3.3.4のb)及びJIS K0102-3の24.2）又はJIS K0102-3の24.3.2
（ただし、塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、
JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うものとする）

ひ素 JIS K0102.61

総水銀 告示第59号付表2

アルキル水銀 告示第59号付表3及び告示第64号付表3

ＰＣＢ 告示第59号付表4又はJIS K0093

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

四塩化炭素 JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5

管渠下水水質分析業務　分析方法一覧表

JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5

告示第64号付表4又は下水 2.1.40
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分　　析　　項　　目 分　　　　析　　　　方　　　　法

管渠下水水質分析業務　分析方法一覧表

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,3-ジクロロプロペン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

チウラム
告示第59号付表5(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽
出、固相抽出いずれの場合についても100mL)

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2

セレン JIS K0102.67

ほう素 JIS K0102.47

ふっ素

JIS K0102.34.1（34の備考1を除く。）、34.2若しくは34.4（妨
害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に
含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、
水約200mlに硫酸10ml、リン酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶か
した溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとした
ものを用い、日本工業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶
液のラインを追加する。）又は34.1C)（注(6)第3文を除く。）及
び告示第59号付表7

1,4ｰジオキサン 告示第59号付表8

注：分析方法の欄において使用した略号は、次のものを示す。

　　「下水」…下水試験方法(2012)

　　「告示第59号」…昭和46年12月28日環境庁告示第59号［水質汚濁に係る環境基準について］

　　「告示第64号」…昭和49年９月30日環境庁告示第64号［排水基準を定める省令の規定に基づく

　　　　　　　　　　環境大臣が定める排水基準に係る検定方法］

※試料の取扱い、前処理等については、JIS等に従うこと

告示第59号付表6第1又は第2(ただし、前処理における試料の量
は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100mL)

JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5
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別紙７

分　　析　　項　　目 定量下限 有効数字 報告最小位

ｐ Ｈ － 全桁 小数点以下１位

ＢＯＤ 0.1 ３桁 小数点以下１位

ＳＳ 1 ３桁 整数

ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油） 0.5 ２桁 小数点以下１位

ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油） 0.5 ２桁 小数点以下１位

全窒素 0.1 ３桁 小数点以下１位

アンモニア性窒素 0.1 ３桁 小数点以下１位

亜硝酸性窒素 0.01 ３桁 小数点以下２位

硝酸性窒素 0.01 ３桁 小数点以下２位

全りん 0.01 ３桁 小数点以下２位

よう素消費量 0.1 ３桁 小数点以下１位

硫酸イオン 0.1 ３桁 小数点以下１位

フェノール類  0.02 ２桁 小数点以下２位

銅    0.02 ２桁 小数点以下２位

亜鉛  0.02 ２桁 小数点以下２位

溶解性鉄 0.08 ２桁 小数点以下２位

溶解性マンガン 0.01 ２桁 小数点以下２位

全クロム 0.03 ２桁 小数点以下２位

ニッケル 0.05 ２桁 小数点以下２位

カドミウム 0.001 ２桁 小数点以下３位

シアン 0.05 ２桁 小数点以下２位

有機りん 0.01 ２桁 小数点以下２位

鉛   0.006 ２桁 小数点以下３位

六価クロム 0.01 ２桁 小数点以下２位

ひ素 0.005 ２桁 小数点以下３位

総水銀  0.0005 ２桁 小数点以下４位

アルキル水銀 0.0005 ２桁 小数点以下４位

ＰＣＢ  0.0005 ２桁 小数点以下４位

トリクロロエチレン 0.008 ２桁 小数点以下３位

テトラクロロエチレン 0.002 ２桁 小数点以下３位

ジクロロメタン  0.002 ２桁 小数点以下３位

四塩化炭素  0.0002 ２桁 小数点以下４位

1,2-ジクロロエタン 0.0004 ２桁 小数点以下４位

1,1-ジクロロエチレン 0.002 ２桁 小数点以下３位

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 ２桁 小数点以下３位

1,1,1-トリクロロエタン  0.03 ２桁 小数点以下２位

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 ２桁 小数点以下４位

1,3-ジクロロプロペン 0.0002 ２桁 小数点以下４位

チウラム   0.0006 ２桁 小数点以下４位

シマジン 0.0003 ２桁 小数点以下４位

チオベンカルブ 0.002 ２桁 小数点以下３位

ベンゼン 0.001 ２桁 小数点以下３位

セレン 0.001 ２桁 小数点以下３位

ほう素  0.01 ２桁 小数点以下２位

ふっ素  0.5 ２桁 小数点以下１位

1,4ｰジオキサン 0.005 ２桁 小数点以下３位

単位：ｐＨ（－）、それ以外の項目（mg/l）　

管渠下水水質分析業務　数値の取扱い方法
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別紙８

脱水ケーキ、沈砂、し渣等有害物質分析業務　測定項目等一覧表

◎溶出試験

試　　料　　名 沈砂 し渣 脱水ケーキ 焼却灰
(ばいじん、抜取灰)

焼却灰
(ばいじん、抜取灰)

脱硫剤
（２種類）

ボエフ

測　定　回　数 ２回／年 ２回／年 ２回／年 ２回／年 ２回／年 ２回／年 １回／年 検体数

　　　　　　　　　　 溶出条件 　
 測定項目

　カドミウム又はその化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　シアン化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　有機りん化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　鉛又はその化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ひ素又はその化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　水銀又はその化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　アルキル水銀化合物

　ＰＣＢ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　四塩化炭素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　1,2-ジクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　1,1-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　シス-1,2-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　1,1,1-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　1,1,2-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　1,3-ジクロロプロペン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　チウラム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　シマジン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　チオベンカルブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ベンゼン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　セレン又はその化合物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　1,4ジオキサン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

項目数計 × 延検体数 24×２ 24×２ 24×２ 24×４ 24×４ 24×４ 24×１ －

埋立処分
（海面除く）

埋立処分
（海面除く）

埋立処分
（海面除く）

19

埋立処分
（海面除く）

埋立処分
（海面除く）

埋立処分
（海面除く）

埋立処分
（海面埋立）
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◎含有量試験

試　　料　　名 沈砂 し渣 脱水ケーキ 焼却灰
(ばいじん、抜取灰)

のべ検体数

　　　　　　　　　　 調査回数 
 測定項目

　ヘキサン抽出物質 ○ ○ 3

　含水率 ○ ○ ● ● 8 　注）○ 年１回実施

　熱しゃく減量 ● ● 6   　　● 年２回実施

　けい素 ○ ○ 3

　アルミニウム ○ ○

　鉄 ○ ○

　カルシウム ○ ○

　マグネシウム ○ ○

　硫黄 ● ● 6

　ナトリウム ○ ○ 3

　カリウム ○ ○

　チタン ○ ○

　りん ○ ○

　マンガン ○ ○

　塩素 ○ ○

　クロム ○ ○

　鉛 ○ ○

　ひ素 ○ ○

　セレン ○ ○

　水銀 ○ ○ ● ● 8

　ダイオキシン類 ● ● 6

項目数計 × 延検体数 2 2 16×1＋5×2
(16×1＋5
×2)×2

※：含水率、熱しゃく減量、硫黄、水銀、ダイオキシン類については、年２回実施すること（●印）

１回／年 １回／年 １～２回／年１～２回／年
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別紙９

◎溶出試験
測　　定　　項　　目 測　　　　定　　　　方　　　　法

　カドミウム又はその化合物 　JIS K0102.55

　シアン化合物 　JIS K0102.38(38.1.1を除く)

　有機りん化合物
　告示第64号付表１に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若
しくはEPN にあってはJIS K0102 31.1のガスクロマトグラフ法以外のも
の、メチルジメトンにあっては、告示第64号付表2に掲げる方法

　鉛又はその化合物 　JIS K0102.54

　六価クロム化合物

JIS K0102-3の24.3.1（着色している試料又は六価クロムを還元する物質
を含有する試料で検定が困難なものは、JIS K0102-3の24.3.3.4のb)及び
JIS K0102-3の24.2）又はJIS K0102-3の24.3.2（ただし、塩分の濃度の
高い試料を測定する場合にあっては、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める
操作を行うものとする）

　ひ素又はその化合物 　JIS K0102.61.2、61.3

　水銀又はその化合物 　告示第59号付表2

　アルキル水銀化合物 　告示第59号付表3及び告示第64号付表3

　ＰＣＢ 　JIS K0093又は告示第59号付表4

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

四塩化炭素 告示第13号別表第3又はJIS K0125.5.1、5.2、5.3.2若しくは5.4.1

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,3-ジクロロプロペン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

　ベンゼン JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2

　チウラム
告示第59号付表5(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相
抽出いずれの場合についても100mL)

　シマジン

　チオベンカルブ

　セレン又はその化合物 　JIS K0102.67.2、67.3

　1,4ｰジオキサン 　告示第59号付表8

◎含有量試験
測　　定　　項　　目 測　　　　定　　　　方　　　　法

　ヘキサン抽出物質 　下水　5.1,24

　含水率 　下水　5.1.6

　熱しゃく減量 　昭和52年11月４日環整第９５号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知

　けい素   下水  3.2.28

　アルミニウム 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　鉄 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　カルシウム 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　マグネシウム 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　硫黄 　下水　5.1.22又はJIS M8813

　ナトリウム 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　カリウム 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　チタン 　ＩＣＰ法

　りん 　下水　5.1.19又はJIS M8813

　マンガン 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　塩素 　下水　5.1.21又はJIS Z7302-6

　クロム 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　鉛 　原子吸光法又はＩＣＰ法

　ひ素 　水素化物発生原子吸光法又は水素化物発生ＩＣＰ法

　セレン 　水素化物発生原子吸光法又は水素化物発生ＩＣＰ法

　水銀   底質調査方法Ⅱ・5.14.1.2

　ダイオキシン類 　告示192号別表

注：測定方法の欄において使用した略号は、次のものを示す。

　　「告示第59号」…昭和46年12月28日環境庁告示第59号［水質汚濁に係る環境基準について］

　　「告示第64号」…昭和49年９月30日環境庁告示第64号［排水基準を定める省令の規定に基づく環境

　　　　　　　　　　大臣が定める排水基準に係る検定方法］　

　　「告示第13号」…昭和48年2月17日環境庁告示第13号［産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法］

　　「下水」…下水試験方法(2012)

※試料の取扱い、前処理等については、昭和48年2月17日環境庁告示第13号［産業廃棄物に含まれる金属

　等の検定方法］及びJIS等に従うこと

脱水ケーキ、沈砂、し渣等有害物質分析業務　測定方法一覧表

告示第59号付表6第1又は第2(ただし、前処理における試料の量は、溶媒
抽出、固相抽出いずれの場合についても100mL)

　　「告示第192号」…平成4年厚生省告示第192号［特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法

告示第13号別表第3又はJIS K0125.5.1、5.2、5.3.2若しくは5.4.1

JIS K0125.5.1、5.2、5.3.2又は5.4.1

告示第13号別表第3又はJIS K0125.5.1、5.2、5.3.2若しくは5.4.1
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別紙１０

◎溶出試験

単位 定量下限 有効数字 報告最小位

　カドミウム又はその化合物 mg/L 0.001 ２桁 小数点以下３位

　シアン化合物 mg/L 0.1 ２桁 小数点以下１位

　有機りん化合物 mg/L 0.01 ２桁 小数点以下２位

　鉛又はその化合物 mg/L 0.006 ２桁 小数点以下３位

　六価クロム化合物 mg/L 0.01 ２桁 小数点以下２位

　ひ素又はその化合物 mg/L 0.005 ２桁 小数点以下３位

　水銀又はその化合物 mg/L 0.0005 ２桁 小数点以下４位

　アルキル水銀化合物 mg/L 0.0005 ２桁 小数点以下４位

　ＰＣＢ mg/L 0.0005 ２桁 小数点以下４位

　トリクロロエチレン mg/L 0.008 ２桁 小数点以下３位

　テトラクロロエチレン mg/L 0.002 ２桁 小数点以下３位

　ジクロロメタン mg/L 0.002 ２桁 小数点以下３位

　四塩化炭素 mg/L 0.0002 ２桁 小数点以下４位

　1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004 ２桁 小数点以下４位

　1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002 ２桁 小数点以下３位

　シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004 ２桁 小数点以下３位

　1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.03 ２桁 小数点以下２位

　1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006 ２桁 小数点以下４位

　1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002 ２桁 小数点以下４位

　チウラム mg/L 0.0006 ２桁 小数点以下４位

　シマジン mg/L 0.0003 ２桁 小数点以下４位

　チオベンカルブ mg/L 0.002 ２桁 小数点以下３位

　ベンゼン mg/L 0.001 ２桁 小数点以下３位

　セレン又はその化合物 mg/L 0.001 ２桁 小数点以下３位

  1,4ｰジオキサン mg/L 0.005 ２桁 小数点以下３位

脱水ケーキ、沈砂、し渣等有害物質分析業務　数値の取扱い方法

測　　　定　　項　　目
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◎含有量試験

単位 定量下限 有効数字 報告最小位

　ヘキサン抽出物質 ％ 0.5 ２桁 小数点以下１位

　含水率 ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　熱しゃく減量 ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　けい素 (SiO2) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　アルミニウム (Al2O3) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　鉄 (Fe2O3) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　カルシウム (CaO) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　マグネシウム (MgO) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　硫黄 (SO3) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　ナトリウム (Na2O) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　カリウム (K2O) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　チタン (TiO2) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　りん (P2O5) ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　マンガン (MnO) mg/kg 2 ３桁 整数１位

　塩素 ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　クロム ％ 0.01 ３桁 小数点以下２位

　鉛 mg/kg 3 ３桁 整数１位

　ひ素 mg/kg 0.1 ３桁 小数点以下１位

　セレン mg/kg 0.1 ３桁 小数点以下１位

　水銀 mg/kg 0.01 ３桁 小数点以下２位

　ダイオキシン類 ng-TEQ/g 0.0000001 ２桁 小数点以下７位

含有量試験に係る測定結果は、乾重量及び湿重量当たりの両方の結果を記載のこと

※：(　　）内の酸化物としての計算値も併せて記載すること

測　　定　　項　　目　
※
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別紙１１

（１）令和７年度

区分 番号 試料採取地点

天
候
・
気
温

・
温
度

湿
度

風
向
・
風
速

流
速
・
流
量

硫
化
水
素
等

６
物
質

14
物
質

ア
セ
ト
ア
ル

デ
ヒ
ド

プ
ロ
ピ
オ
ン

酸 ２
物
質

排
水
４
物
質

沈砂池 Ａ－１ 排気ファン出口 ○ ● ● ●

Ａ－５ 第１ポンプ棟脱臭装置入口 ○ ● ● ●

Ａ－６ 第１ポンプ棟脱臭装置出口 ○ ● ● ●

水処理棟 Ｅ－１ A,B系脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ● ●

Ｅ－２ A,B系脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ● ●

Ｅ－３ A,B系脱臭装置出口 ○ ● ● ● ●

Ｅ－４ C,D系脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ● ● ●

Ｅ－５ C,D系脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ● ● ●

Ｅ－６ C,D系脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

Ｅ－７ E系脱臭装置入口 ○ ● ● ● ● ●

Ｅ－８ E系脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

Ｇ－１ 脱臭装置入口 ○ ● ●

Ｇ－２ 脱臭装置出口 ○ ● ●

濃縮棟 Ｈ－２ 重力脱臭装置入口 ○ ● ● ● ●

Ｈ－３ 重力脱臭装置出口 ○ ● ● ● ●

Ｈ－４ 加圧脱臭装置入口No.1 ○ ● ●

Ｈ－５ 加圧脱臭装置入口No.2 ○ ● ●

Ｈ－６ 加圧脱臭装置出口 ○ ● ●

脱水機棟 Ｉ－３ 脱臭装置入口No.1 ○ ● ●

Ｉ－４ 脱臭装置入口No.2 ○ ● ●

Ｉ－５ 脱臭装置出口 ○ ● ●

焼却炉 Ｍ－３ 脱臭装置入口 ○ ● ● ● ● ●

Ｍ－４ 脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

敷地境界 Ｓ－１ 旧五間堀川付近敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－２ ゲート棟北側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－４ 濃縮棟西側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－５ 焼却炉西側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－８ 塩素混和池南側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－10 水処理棟東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－11 急速ろ過棟東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－12 公園駐車場東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

放流口 Ｙ－１ 放流水１ ○ ● ●

数量合計（延測定地点数） 8 8 8 24 31 7 15 23 13 1

(1)天候、気温：敷地境界は、対象地点全てで測定し、敷地境界以外は、試料採取日１日につき１回の測定とする

(2)硫化水素等６物質：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル及びトリメチルアミン

(4)２物質：ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸

(5)排水４物質：硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、メチルメルカプタン

悪臭物質等分析業務　分析項目等一覧表

沈砂・し
渣処理棟

(3)14物質：プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデ
ヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キ
シレン、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸
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（２）令和８年度

区分 番号 試料採取地点

天
候
・
気
温

・
温
度

湿
度

風
向
・
風
速

流
速
・
流
量

硫
化
水
素
等

６
物
質

14
物
質

ア
セ
ト
ア
ル

デ
ヒ
ド

プ
ロ
ピ
オ
ン

酸 ２
物
質

排
水
４
物
質

沈砂池 Ａ－１ 排気ファン出口 ○ ● ● ● ● ●

Ａ－５ 第１ポンプ棟脱臭装置入口 ○ ● ●

Ａ－６ 第１ポンプ棟脱臭装置出口 ○ ● ●

水処理棟 Ｅ－１ A,B系脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ● ● ●

Ｅ－２ A,B系脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ● ● ●

Ｅ－３ A,B系脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

Ｅ－４ C,D系脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ●

Ｅ－５ C,D系脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ●

Ｅ－６ C,D系脱臭装置出口 ○ ● ● ●

Ｅ－７ E系脱臭装置入口 ○ ● ●

Ｅ－８ E系脱臭装置出口 ○ ● ●

Ｇ－１ 脱臭装置入口 ○ ● ●

Ｇ－２ 脱臭装置出口 ○ ● ●

濃縮棟 Ｈ－２ 重力脱臭装置入口 ○ ● ●

Ｈ－３ 重力脱臭装置出口 ○ ● ●

Ｈ－４ 加圧脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ● ●

Ｈ－５ 加圧脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ● ●

Ｈ－６ 加圧脱臭装置出口 ○ ● ● ● ●

脱水機棟 Ｉ－３ 脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ● ● ●

Ｉ－４ 脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ● ● ●

Ｉ－５ 脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

焼却炉 Ｍ－３ 脱臭装置入口 ○ ● ● ● ●

Ｍ－４ 脱臭装置出口 ○ ● ● ● ●

敷地境界 Ｓ－１ 旧五間堀川付近敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－２ ゲート棟北側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－４ 濃縮棟西側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－５ 焼却炉西側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－８ 塩素混和池南側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－10 水処理棟東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－11 急速ろ過棟東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

Ｓ－12 公園駐車場東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

放流口 Ｙ－１ 放流水１ ○ ● ●

数量合計（延測定地点数） 8 8 8 24 31 7 15 23 13 1

(1)天候、気温：敷地境界は、対象地点全てで測定し、敷地境界以外は、試料採取日１日につき１回の測定とする

(2)硫化水素等６物質：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル及びトリメチルアミン

(4)２物質：ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸

(5)排水４物質：硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、メチルメルカプタン

(3)14物質：プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデ
ヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キ
シレン、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸

悪臭物質等分析業務　分析項目等一覧表

沈砂・し
渣処理棟
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（３）令和９年度

区分 番号 試料採取地点

天
候
・
気
温

・
温
度

湿
度

風
向
・
風
速

流
速
・
流
量

硫
化
水
素
等
６
物
質

14
物
質

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

２
物
質

排
水
４
物
質

沈砂池 Ａ－１ 排気ファン出口 ○ ● ● ●
Ａ－５ 第１ポンプ棟脱臭装置入口 ○ ● ● ● ● ●
Ａ－６ 第１ポンプ棟脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

水処理棟 Ｅ－１ A,B系脱臭装置入口No.1 ○ ● ●
Ｅ－２ A,B系脱臭装置入口No.2 ○ ● ●
Ｅ－３ A,B系脱臭装置出口 ○ ● ●
Ｅ－４ C,D系脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ● ●
Ｅ－５ C,D系脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ● ●
Ｅ－６ C,D系脱臭装置出口 ○ ● ● ● ●
Ｅ－７ E系脱臭装置入口 ○ ● ● ●
Ｅ－８ E系脱臭装置出口 ○ ● ● ●
Ｇ－１ 脱臭装置入口 ○ ● ● ● ● ●
Ｇ－２ 脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

濃縮棟 Ｈ－２ 重力脱臭装置入口 ○ ● ● ● ●
Ｈ－３ 重力脱臭装置出口 ○ ● ● ● ●
Ｈ－４ 加圧脱臭装置入口No.1 ○ ● ● ● ● ●
Ｈ－５ 加圧脱臭装置入口No.2 ○ ● ● ● ● ●
Ｈ－６ 加圧脱臭装置出口 ○ ● ● ● ● ●

脱水機棟 Ｉ－３ 脱臭装置入口No.1 ○ ● ●
Ｉ－４ 脱臭装置入口No.2 ○ ● ●
Ｉ－５ 脱臭装置出口 ○ ● ●

焼却炉 Ｍ－３ 脱臭装置入口 ○ ● ●
Ｍ－４ 脱臭装置出口 ○ ● ●

敷地境界 Ｓ－１ 旧五間堀川付近敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●
Ｓ－２ ゲート棟北側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●
Ｓ－４ 濃縮棟西側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●
Ｓ－５ 焼却炉西側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●
Ｓ－８ 塩素混和池南側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●
Ｓ－10 水処理棟東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●
Ｓ－11 急速ろ過棟東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●
Ｓ－12 公園駐車場東側敷地境界 ● ● ● ● ● ● ●

放流口 Ｙ－１ 放流水１ ○ ● ●
数量合計（延測定地点数） 8 8 8 24 31 7 15 23 13 1

(1)天候、気温：敷地境界は、対象地点全てで測定し、敷地境界以外は、試料採取日１日につき１回の測定とする

(2)硫化水素等６物質：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル及びトリメチルアミン

(4)２物質：ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸

(5)排水４物質：硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、メチルメルカプタン

悪臭物質等分析業務　分析項目等一覧表

沈砂・し
渣処理棟

(3)14物質：プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデ
ヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キ(3)２物質：プロピオンアルデヒド及びノルマルブチルアルデヒド
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別紙１２

分　析　項　目 単位 定量下限 有効数字 報告最小位

アンモニア ppm 0.1 ２桁 小数点以下１位

メチルメルカプタン ppm 0.001 ２桁 小数点以下３位

硫化水素 ppm 0.001 ２桁 小数点以下３位

硫化メチル ppm 0.001 ２桁 小数点以下３位

二硫化メチル ppm 0.001 ２桁 小数点以下３位

トリメチルアミン ppm 0.001 ２桁 小数点以下３位

アセトアルデヒド ppm 0.01 ２桁 小数点以下２位

プロピオンアルデヒド ppm 0.01 ２桁 小数点以下２位

ノルマルブチルアルデヒド ppm 0.002 ２桁 小数点以下３位

イソブチルアルデヒド ppm 0.002 ２桁 小数点以下３位

ノルマルバレルアルデヒド ppm 0.002 ２桁 小数点以下３位

イソバレルアルデヒド ppm 0.001 ２桁 小数点以下３位

イソブタノール ppm 0.2 ２桁 小数点以下１位

酢酸エチル ppm 0.5 ２桁 小数点以下１位

メチルイソブチルケトン ppm 0.5 ２桁 小数点以下１位

トルエン ppm 0.5 ２桁 小数点以下１位

スチレン ppm 0.05 ２桁 小数点以下２位

キシレン ppm 0.3 ２桁 小数点以下１位

プロピオン酸 ppm 0.0004 ２桁 小数点以下４位

ノルマル酪酸 ppm 0.0004 ２桁 小数点以下４位

ノルマル吉草酸 ppm 0.0004 ２桁 小数点以下４位

イソ吉草酸 ppm 0.0004 ２桁 小数点以下４位

メチルメルカプタン(水質) mg/l 0.002 ２桁 小数点以下３位

硫化水素(水質) mg/l 0.002 ２桁 小数点以下３位

硫化メチル(水質) mg/l 0.004 ２桁 小数点以下３位

二硫化メチル(水質) mg/l 0.02 ２桁 小数点以下２位

※試料の取扱い、前処理等については、JIS等に従うこと

悪臭物質等分析業務　数値の取扱い方法
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別紙１３

        試料採取地点 焼却炉 加温用ボイラー

温水ボイラー 検体数

測定項目 排出口 排出口×３ 排出口×３ (水含む)

ばいじん ○ ○ 8

硫黄酸化物 ○ ○ 8

窒素酸化物 ○ ○ 8

塩化水素 ○ 2

シアン化水素 ○ 2

硫酸 ○ 2

ふっ素化合物 ○ 2

ひ素 ○ 2

水銀(ガス状及び粒子状別) ○ 2

全クロム ○ 2

亜鉛 ○ 2

ダイオキシン類 □ □ 年１回 4

排ガス組成 ○ ○ 8

温度 ○ ○ 8

流速 ○ ○ 8

水分量 ○ ○ 8

排ガス量(乾・湿) ○ ○ 8

○ 年２回

排ガス等分析業務　測定項目等一覧表

放流水･流入
下水･返送水 頻度

〇 年２回
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別紙１４

種類 測　定 方 法 定量下限 有効数字 報告最小位

排ガス組成（％） ３桁 小数点以下１位

排ガス温度(℃) 全桁 整数１位

排ガス流速（m/s） 全桁 小数点以下１位

水分量（％） 0.1 ３桁 小数点以下１位

湿り排ガス量(Nm3/h) ３桁 整数１位

乾き排ガス量(Nm3/h) ３桁 整数１位

0.001 ２桁 小数点以下３位

JIS K0103 1 ２桁 整数１位

JIS K0104 1 ２桁 整数１位

JIS K0107 2 ２桁 整数１位

JIS K0109 0.2 ２桁 小数点以下１位

JIS K0102.41又はK0103 0.2 ２桁 小数点以下１位

JIS K0105 1 ２桁 整数１位

JIS K0083 0.001 ２桁 小数点以下３位

環境省告示第94号 0.0005 ２桁 小数点以下２位

環境省告示第94号 0.00005 ２桁 小数点以下２位

JIS K0083 0.02 ２桁 小数点以下２位

JIS K0102.53
（JIS K0083に準拠）

0.02 ２桁 小数点以下２位

排ガス JIS K0311 0.0000001 ２桁 小数点以下７位

排水 JIS K0312 0.00001 ２桁 小数点以下５位

※試料の取扱い、前処理等については、JIS等に従うこと

JIS K0301及びK0098

JIS Z8808

ばいじん（g/Nm3）

硫黄酸化物（cm3/Nm3）

窒素酸化物（cm3/Nm3）

ガス状水銀（mg/Nm3）

全クロム（mg/Nm3）

測　定 項 目

ば
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
煙

基
本
項
目

塩化水素（cm3/Nm3）

粒子状水銀（mg/Nm3）

排ガス等分析業務　測定方法及び数値の取扱い方法

亜鉛（mg/Nm3）

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（ng-TEQ/Nm3）

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（pg-TEQ/l）

シアン化水素（mg/Nm3）

硫酸（mg/Nm3）

ふっ素化合物（mg/Nm3）

ひ素（mg/Nm3）
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別紙１５

測　定　項　目 単位 定量下限 有効数字 報告最小位 備考

大腸菌群数 MPN/100ml 1.8   ２桁 整数

色度 度 1   ２桁 整数

濁度 度 2   ２桁 整数

ｐＨ － － － － 小数点以下1位で報告

外観 － － － －

臭気 － － － －

大腸菌 －

残留塩素(遊離・結合) mg/l 0.1   ２桁 小数点以下１位

注：測定方法の欄において使用した略号は、次のものを示す。

　　「下水」…下水試験方法(2012)

※試料の取扱い、前処理等については、JIS等に従うこと

             試料採取地点※ 修景用水 水洗用水
測定項目 対象 対象

大腸菌群数 ○

色度 ○

濁度 ○ ○

ｐＨ ○ ○

外観 ○ ○

臭気 ○ ○

大腸菌 ○

残留塩素(遊離・結合) ○

結果は、不快さの有
無で記載すること下水2.1.7に準じる

再生利用水分析業務　測定方法及び数値の取扱い方法

測　定　方　法

下水6.4.2

下水2.1.4

下水2.1.37.1

下水2.1.5

JIS K0102.12.1

下水2.1.3に準じる

検出又は不検出で記載上水試験方法(特定酵素基質培地法)
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施設管理台帳整備業務特記仕様書 

 

第１節 適用範囲 

 この特記仕様書は、京都府流域下水道事務所洛西浄化センターの施設管理台帳整備業務に適

用するものである。 

第２節 目  的 

 本業務は、前年度に実施した修繕工事並びに故障記録若しくは、保守管理点検業務等の履歴デ

ータを追加することにより、施設状況 

の把握並びに点検計画の策定により円滑に行うことができるよう整備するものである。 

第３節 区  分 

 本業務の適用範囲は、下記のとおりとする。 

 設備の故障に関する履歴件数 

 修繕     約 1,240 件 

 故障     約 130 件 

 保守点検 約 400 件 

 合計     約 1,770 件 

 

第４節 その他業務 

 （過年度工事完成図書の電子化） 

 過年度の工事完成図書及び図面に関して、電子化（ＰＤＦ・写真等）での保存を行う。 

 毎年度、監督職員と協議して、過年度資料の電子化を行う。 

 （施設管理台帳システムに係る使用機器） 

 ●使用端末 ３台（施設管理課施設係事務室・水処理中央管理室・汚泥処理中央管理室） 

  ・上記の係る機器（ノートパソコン）は、京都府が貸与する。 

 ●インターネット環境 

・インターネット環境は、京都府の疎水ネット利用、府庁の仮想サーバー利用を行うものと

し、施設管理課施設係で手続き等の対応を行う。 

 ●プリンター ３台（施設管理課施設係事務室・水処理中央管理室・汚泥処理中央管理室） 

  ・業務期間中のリース使用とし、原則的に下記の現行機器と同種機器とする。 

   （現行機器）Fuji Xerox  Docu Print  C3350  ［カラーレーザープリンター］ 

   現行機器の仕様等の変更が生じた場合には、監督職員と協議するものとする。 

第５節 その他 

 上記の第３節で提示した件数は概数を示すものであり、作業において加除されることもある。

個別事項については、監督員と協議するものとする。 

また、関連する事項で、作業上本業務一体なる件名においては、明示が無くとも今回の業務に

含むものとする。 

17-1



 

 

エネルギー管理支援業務特記仕様書（令和７年度用） 
 

１ 目的 

  この特記仕様書は、洛西浄化センターエネルギー管理支援業務を円滑かつ効果的に実施す

るために必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 業務内容 

  洛西浄化センターエネルギー管理支援業務委託 一式 

３ 業務の実施方法 

  受託者は、洛西浄化センターエネルギー管理支援業務（以下「本業務」という。）について、

各設備のエネルギー消費量、運転記録、管理標準、設備の改修状況等の情報により、本業務を

下記のとおり行うこと。 

(1) エネルギー消費先調査（令和６年度のエネルギー使用状況） 

エネルギー消費先設備の種別及びエネルギー使用量を調査すること。（委託者が提供する

データの範囲で行うこと。） 

(2) 令和６年度実績分の「定期報告書」作成支援 

エネルギーの使用の合理化に関する法律第 16 条第１項の規定に基づく「定期報告書」

（案）を作成すること。 

(3) 令和７年度提出分の「中長期計画書」作成支援 

エネルギーの使用の合理化に関する法律第 15 条第１項の規定に基づく「中長期計画書」

(案)を作成すること。 

(4) 打合せは、業務開始から完了まで３回とする。 

４ 着手前提出書類 

(1) 業務計画書 

(2) 管理技術者等名簿 

(3) 連絡体制表 

５ 実績報告及び成果品 

本業務に伴い受託者が提出すべき成果品は次によること。 

(1) 本業務報告書 ３部（電子データＣＤ１枚） 

(2) 定期報告書(案) 

(3) 中長期計画書(案) 

(4) エネルギー使用状況調査結果 
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エネルギー管理支援業務特記仕様書（令和８年度用） 
 

１ 目的 

  この特記仕様書は、洛西浄化センターエネルギー管理支援業務を円滑かつ効果的に実施す

るために必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 業務内容 

  洛西浄化センターエネルギー管理支援業務委託 一式 

３ 業務の実施方法 

  受託者は、洛西浄化センターエネルギー管理支援業務（以下「本業務」という。）について、

各設備のエネルギー消費量、運転記録、管理標準、設備の改修状況等の情報により、本業務を

下記のとおり行うこと。 

(1) エネルギー消費先調査（令和７年度のエネルギー使用状況） 

エネルギー消費先設備の種別及びエネルギー使用量を調査すること。（委託者が提供する

データの範囲で行うこと。） 

(2) 令和７年度実績分の「定期報告書」作成支援 

エネルギーの使用の合理化に関する法律第 16 条第１項の規定に基づく「定期報告書」

（案）を作成すること。 

(3) 令和８年度提出分の「中長期計画書」作成支援 

エネルギーの使用の合理化に関する法律第 15 条第１項の規定に基づく「中長期計画書」

(案)を作成すること。 

(4) 打合せは、業務開始から完了まで３回とする。 

４ 着手前提出書類 

(1) 業務計画書 

(2) 管理技術者等名簿 

(3) 連絡体制表 

５ 実績報告及び成果品 

本業務に伴い受託者が提出すべき成果品は次によること。 

(1) 本業務報告書 ３部（電子データＣＤ１枚） 

(2) 定期報告書(案) 

(3) 中長期計画書(案) 

(4) エネルギー使用状況調査結果 
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エネルギー管理支援業務特記仕様書（令和９年度用） 
 

１ 目的 

  この特記仕様書は、洛西浄化センターエネルギー管理支援業務を円滑かつ効果的に実施す

るために必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 業務内容 

  洛西浄化センターエネルギー管理支援業務委託 一式 

３ 業務の実施方法 

  受託者は、洛西浄化センターエネルギー管理支援業務（以下「本業務」という。）について、

各設備のエネルギー消費量、運転記録、管理標準、設備の改修状況等の情報により、本業務を

下記のとおり行うこと。 

(1) エネルギー消費先調査（令和８年度のエネルギー使用状況） 

エネルギー消費先設備の種別及びエネルギー使用量を調査すること。（委託者が提供する

データの範囲で行うこと。） 

(2) 令和８年度実績分の「定期報告書」作成支援 

エネルギーの使用の合理化に関する法律第 16 条第１項の規定に基づく「定期報告書」

（案）を作成すること。 

(3) 令和９年度提出分の「中長期計画書」作成支援 

エネルギーの使用の合理化に関する法律第 15 条第１項の規定に基づく「中長期計画書」

(案)を作成すること。 

(4) 打合せは、業務開始から完了まで３回とする。 

４ 着手前提出書類 

(1) 業務計画書 

(2) 管理技術者等名簿 

(3) 連絡体制表 

５ 実績報告及び成果品 

本業務に伴い受託者が提出すべき成果品は次によること。 

(1) 本業務報告書 ３部（電子データＣＤ１枚） 

(2) 定期報告書(案) 

(3) 中長期計画書(案) 

(4) エネルギー使用状況調査結果 
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特 記 仕 様 書 
１ 業務名 
  桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 電気主任技術者業務委託 

２ 業務場所 
  長岡京市勝竜寺樋ノ口１地内 洛西浄化センター 他 

３ 委託対象施設 
  洛西浄化センター及び関係市町接続点の電気設備とする。 

４ 業務期間 
  令和 7 年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 

５ 電気主任技術者 
  電気主任技術者は、第３種電気主任技術者以上の資格を有すものとする。 
  電気主任技術者は、洛西浄化センターに常時勤務するものとする。 

６ 業務内容 
  電気事業法第４３条第１項に定める電気主任技術者の業務は次のとおりとする。 
 ① 電気工作物の工事（改良・修繕）、維持及び運用に関する保安監督及び協議調整 
 ② 電気工作の事故や故障発生時の調査及び復旧に係る提案（助言） 
 ③ 洛西浄化センター保安規程の作成及び変更届出書類の作成 
 ④ 電気主任技術者の選任（登録）及び変更届出書類の作成 
 ⑤ 定期点検作業計画の作成 
 ⑥ 運転管理業務に係る定期点検及び日常点検の保安監督 
 ⑦ 桂川右岸流域下水道接続点の電気計装設備に係る定期点検及び日常点検の保安監督 
 ⑧ 業務従事者への保安教育（年１回以上）の実施及び新技術の習得等への参加 
 ⑨ 洛西浄化センター内の工事業者に対する保安教育（電気事故防止教育等）の実施 
 ⑩ 電気関係図面（単線結線図・展開接続図・監視制御及び運転操作設備図面）の管理及び整   

理 
 ⑪ 洛西浄化センター内の電気設備（受配電設備・監視制御設備・運転操作設備・計装設備）

に係る問題点を整理して、改良・修繕工事の提案（助言）に係る取りまとめ 
 ⑫ 工事（改良・修繕）に係る協議調整、試運転調整、工事成果品の確認と助言 
 ⑬ その他監督職員が指示する事項 

７ 業務報告書 
  毎月の保守管理業務が終了後、速やかに月例報告書を作成し監督職員に報告する。 

業務完了時には、施設別の課題や提案等も含めた完了報告書を作成して提出する。 

（１）月例報告 
  ① 委託内容に係る報告 
  ② 故障発生・対応状況及び提案事項 
  ③ 設備保守・運用状況及び提案事項 
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  ④ 工事（改良・修繕）に関する事項及び提案事項 
  ⑤ 各種点検・運転等の計画・報告書の確認及び提案事項 
  ⑥ その他 

（２）完了報告 
  ① 委託内容に係る報告 
  ② 故障発生・対応状況及び提案事項 
  ③ 設備保守・運用状況及び提案事項 
  ④ 本年度工事（改良・修繕）に関する事項 
  ⑤ 各種点検・運転等の計画・報告書の確認及び提案事項 
  ⑥ 洛西浄化センター内の電気設備（受配電設備・監視制御設備・運転操作設備・計装設備）

に係る現状と提案事項 
  ⑦ 工事（改良・修繕）に関する提案事項 
  ⑧ 監督職員が指示した事項（打合事項） 
  ⑨ その他 
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（別紙）  

 桂川右岸流域下水道接続点とは、下記のとおりとする。 

     各接続点 

  （１）東部接続点      京都市南区久世東土川町 

  （２）南向日接続点     向日市鶏冠井町清水 

  （３）北向日接続点     向日市森本町佃 

  （４）南長岡接続点     長岡京市勝竜寺一町田 

  （５）中央長岡接続点    長岡京市神足３丁目 

  （６）西部接続点      長岡京市井ノ内 

  （７）西淀接続点      長岡京市勝竜寺樋ノ口１ 

  （８）西長岡№１接続点   長岡京市天神１丁目 

  （９）西長岡№２接続点   長岡京市天神２丁目 

  （10）羽束師接続点     長岡京市神足四反田 

  （11）東長岡接続点     長岡京市神足稲葉 

  （12）大山崎接続点     乙訓郡大山崎町下植野五条本 

  （13）西淀№２接続点    京都市伏見区淀水垂町 
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特   記   仕   様   書 

 

１ 業務名 

  桂川右岸流域下水道いろは吞龍トンネル他電気主任技術者業務委託 

 

２ 業務場所 

  京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口地内 いろは吞龍トンネル 他 

 

３ 委託対象施設 

  いろは吞龍トンネル、乙訓ポンプ場及び関係市町接続点の電気設備とする。 

    

４ 業務期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

５ 電気主任技術者 

  電気主任技術者は、第３種電気主任技術者以上の資格を有すものとする。 

  電気主任技術者は、洛西浄化センターに常時勤務するものとする。 

 

６ 業務内容 

  電気事業法第４３条第１項に定める電気主任技術者の業務は次のとおり 

 とする。 

① 電気工作物の工事（改良・修繕）、維持及び運用に関する保安監督及び協  

議調整 

② 電気工作の事故や故障発生時の調査及び復旧に係る提案（助言） 

③ いろは吞龍トンネル、乙訓ポンプ場等保安規程の作成及び変更届出書類の

作  成 

 ④電気主任技術者の選任（登録）及び変更届出書類の作成 

 ⑤定期点検作業計画の作成 

 ⑥運転管理業務に係る定期点検及び日常点検の保安監督 

 ⑦桂川右岸流域下水道接続点の電気計装設備に係る定期点検及び日常点検の  

保安監督 

 ⑧業務従事者への保安教育（年１回以上）の実施及び新技術の習得等への 

  参加 

 ⑨いろは吞龍トンネル、乙訓ポンプ場等内の工事業者に対する保安教育（電  

気事故防止教育等）の実施 

 ⑩電気関係図面（単線結線図・展開接続図・監視制御及び運転操作設備図面）  

の管理及び整理 

 ⑪いろは吞龍トンネル、乙訓ポンプ場等内の電気設備（受配電設備・監視制御  

設備・運転操作設備・計装設備）に係る問題点を整理して、改良・修繕工  事

の提案（助言）に係る取りまとめ 

 ⑫工事（改良・修繕）に係る協議調整、試運転調整、工事成果品の確認と助  
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言 

 ⑬その他監督職員が指示する事項 

 

７ 業務報告書 

  毎月の保守管理業務が終了後、速やかに月例報告書を作成し監督職員に報 

告する。業務完了時には、施設別の課題や提案等も含めた完了報告書を作成 

して提出する。 

 （１）月例報告 

   ①委託内容に係る報告 

   ②故障発生・対応状況及び提案事項 

   ③設備保守・運用状況及び提案事項 

   ④工事（改良・修繕）に関する事項及び提案事項 

   ⑤各種点検・運転等の計画・報告書の確認及び提案事項 

   ⑥その他 

 （２）完了報告 

   ①委託内容に係る報告 

   ②故障発生・対応状況及び提案事項 

③ 設備保守・運用状況及び提案事項 

④ 本年度工事（改良・修繕）に関する事項 

⑤ 各種点検・運転等の計画・報告書の確認及び提案事項 

⑥いろは吞龍トンネル、乙訓ポンプ場内等の電気設備（受配電設備・監視

制御設備・運転操作設備・計装設備）に係る現状と提案事項 

   ⑦工事（改良・修繕）に関する提案事項 

   ⑧監督職員が指示した事項（打合事項） 

   ⑨その他 
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位 置 図

乙訓ポンプ場

寺戸ー２・３接続施設

北幹線第１号管渠

吞龍ポンプ場
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脱臭用活性炭納入特記仕様書 

１ 脱臭用活性炭（再生炭）及び腐植性脱臭剤（ボエフ）の納入に当たっては、下表の仕様によること。 

○脱臭用活性炭（再生炭） 

 

○腐植性脱臭剤（ボエフ） 

 

２ 脱臭用活性炭については下記書類を提出すること。 

（１）活性炭試験成績書 

（２）活性炭重量計量報告書 

３ 脱臭効果についての機能保証について 

  機能保証の期間は、稼働時間として 8,760 時間（24h/日×365 日×１年）とする。 

ただし、現場条件、運転条件等に変更が生じた場合は、この限りでない。 

 

項目

形　　状 円柱状ペレット 円柱状ペレット 円柱状ペレット

乾燥減量（％） ～５ ～４０ １０以下

充填密度（ｇ/ｌ） ４５０～６００ ５００～７００ ４５０～６００

粒度（％）４～８メッシュ ９０以上 ９５以上 ９５以上

硬さ（％） ９５以上 ９５以上 ９５以上

ｐH ９．０～１０．５ １．５～２．０ １．５～２．０

Ｈ２Ｓ　１ｐｐｍ ＮＨ３　　１ｐｐｍ （ＣＨ３）２Ｓ　１ｐｐｍ

２４.０％以上 ７.０％以上 ３．５％以上

酸性ガス用 塩基性ガス用 中性ガス用

悪臭成分吸着量
　（ｇ/100ｇ）

種別

項目

形　　状 円柱状ペレット 円柱状ペレット

水分率（％） 13以下 13以下

充填密度（ｇ/ｌ） ６５０～７５０ ６５０～７５０

粒度（％）４～8メッシュ ９５以上 ９５以上

硬さ（％） ９５以上 ９５以上

ｐH ８．５～１１．０ ３．５以下

Ｈ２Ｓ　１ｐｐｍ ＮＨ３　　１ｐｐｍ

４９％以上 １２．５％以上

悪臭成分吸着量
　（ｇ/100ｇ）

酸性ガス用 塩基性ガス用
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４ 納入期限 

契約日から令和１０年３月３１日まで 
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脱硫剤取替業務特記仕様書 

１ 適用 

本仕様書は、京都府流域下水道事務所洛西浄化センターの脱硫剤取替業務に適用する。 

２ 取替場所 

  京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口地内  京都府流域下水道事務所 洛西浄化センター内 

  ガス貯留設備(No.２，３用乾式脱硫装置)及び汚泥濃縮設備（重力式） 

３ 業務期間 

  契約日から令和１０年３月３１日まで 

４ ガス貯留設備(No.２，３用乾式脱硫装置)に係る脱硫剤取替 

（１）塔内使用済み脱硫剤全体に水を注入後、使用済み脱硫剤を全量抜き取り、指定場所に収集運搬する。 

（２）脱硫剤解放前及び充填作業終了後、脱硫装置復帰前に窒素ガスパージを行う。 

（３）塔内部作業において、作業前に酸素、硫化水素濃度測定を行い、作業中は十分に換気を行う。 

（４）充填作業終了後、塔底部マンホールより内部点検を行い、充填時に細目より落ちた脱硫剤を取り除く。 

（５）充填終了時、脱硫剤上部の表面は、すり鉢状にする。 

（６）写真は、脱硫剤の充填状況及び清掃点検等、作業状況及び腐食状況等を撮影する。 

５ 汚泥濃縮設備（重力式）に係る脱硫剤取替 

（１）吸着塔上蓋を開放し、硫化水素及び酸素濃度の確認をする。 

（２）吸着塔内カートリッジを取り出し、使用済み脱硫剤を全量抜き取る。 

（３）カートリッジパッキンに不良箇所があれば新品と交換する。 

（４）新脱硫剤をカートリッジに充填する。 

（５）新脱硫剤を充填したカートリッジを吸着塔内に据え付ける。 

（６）カートリッジ据え付け後、吸着塔上蓋を閉める。 

（７）ファンを運転し、漏気の有無を確認する。 

６ その他 

  本仕様書に明記していない事項又は変更を要する事項は監督職員と協議の上決定する。 
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